
【表紙】
 

【提出書類】 公開買付届出書

【提出先】 関東財務局長
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【届出者の住所又は所在地】 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号

【最寄りの連絡場所】 同上

【電話番号】 03－5449－6310

【事務連絡者氏名】 経理部マネージャー　　櫻井　康芳

【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。

【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社

（東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号）

株式会社大阪証券取引所

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

（注１）本書中の「公開買付者」及び「当社」とは、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社を指し、「対象

者」とは、株式会社アイレップを指します。

（注２）本書中の表で計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計欄の数値は必ずしも計数の総和と一致しない場合があり

ます。

（注３）本書中の「法」とは、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）をいいます。

（注４）本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。）をいいます。

（注５）本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第38

号。その後の改正を含みます。）をいいます。

（注６）本書中の「株券等」とは、株券等に係る権利をいいます。

（注７）本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指す

ものとします。

（注８）本書中の記載において、「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま

す。）第１条第１項各号に掲げる日を除いた日をいいます。

EDINET提出書類

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(E05195)

公開買付届出書

  1/127



第１【公開買付要項】
 

１【対象者名】

株式会社アイレップ

 

２【買付け等をする株券等の種類】

(1）普通株式

(2）新株予約権

①　平成16年９月13日開催の臨時株主総会及び平成17年３月30日開催の取締役会の決議に基づき発行された新株予約権

（以下「第１回新株予約権」といいます。）

②　平成17年９月29日開催の臨時株主総会及び平成17年11月１日開催の取締役会の決議に基づき発行された新株予約権

（以下「第２回新株予約権」といい、第１回新株予約権及び第２回新株予約権を「本新株予約権」と総称します。）

 

３【買付け等の目的】

(1）本公開買付けの概要

　当社は、本書提出日現在、対象者株式5,704株（株式所有割合（注１）にして20.55％）を所有し、対象者を持分法適用関

連会社としております（注２）。

　この度、当社は、平成22年10月27日開催の取締役会において、対象者を連結子会社化することによって、対象者との更なる

連携の強化及び効率化の推進を図ることを目的として、本書提出に係る公開買付け（以下「本公開買付け」といいま

す。）を実施することを決議いたしました。

　当社は、本公開買付けに際し、対象者との間で平成22年10月27日付資本業務提携契約書（以下「本資本業務提携契約書」

といいます。）を締結しております（その概要は後記(3)②(a)をご参照下さい。）。また、当社は、本公開買付けに際し、対

象者の筆頭株主兼代表取締役会長である髙山雅行氏（所有株式数12,881株、株式所有割合46.40％）との間で平成22年10

月27日付合意書（以下「本合意書」といいます。）を締結しております。本合意書において、当社は、髙山雅行氏より、同氏

が所有する対象者株式の一部について本公開買付けに応募する旨の確約を得ております。なお、同氏の応募株式数は、本合

意書に基づき同氏が本公開買付けに応募することにより、同氏以外の株主様の応募数如何にかかわらず、可及的に応募株

券等の数が応募株券等の買付予定数の下限（8,337株（株式所有割合にして30.03％））を満たし本公開買付けが成立す

るよう、公開買付期間の末日の正午時点の同氏以外の株主様の応募数に応じて、後記(3)②(b)に記載のとおり確定するこ

ととされております（本合意書の概要については、後記(3)②(b)をご参照下さい。）。

　本公開買付けは、対象者を当社の連結子会社とすることを目的としているため、8,337株（株式所有割合にして30.03％）

を応募株券等の買付予定数の下限として設定しております。従って、応募株券等の総数が当該買付予定数の下限に満たな

い場合、当社は応募株券等の全部の買付けを行いません。もっとも、当社は、上記のとおり、本合意書に基づき髙山雅行氏が

本公開買付けに応募することにより、同氏以外の株主様の応募数如何にかかわらず、応募株券等の数が当該買付予定数の

下限を満たし本公開買付けが成立することを見込んでおります。

　なお、当社は対象者の株式の上場廃止を企図しておりませんが、本公開買付け後の株券等所有割合が３分の２を超えるた

め、本公開買付けには応募株券等の買付予定数の上限が設定されておらず、本公開買付けは髙山雅行氏以外の対象者の株

主の皆様に対しても売却機会を確保するものとなっております。もっとも、当社は、本公開買付けにより対象者を連結子会

社とした後、対象者との本資本業務提携契約書に基づき、対象者の企業価値の向上を目指していく所存ですので、当社とい

たしましては、引き続き、対象者の株主の皆様から対象者の株主としてご支援をいただきたいと希望しております。

　本公開買付けの結果、万一、対象者の株式が株式会社大阪証券取引所（以下「大阪証券取引所」といいます。）の定める

上場廃止基準に抵触するおそれが生じた場合には、当社は対象者と上場廃止を回避するための具体的な方策を誠実に協議

し、合意された方策を実行します。なお、当社は、対象者が具体的かつ合理的な方策を提案したときには、当該提案に合理的

範囲で最大限協力します。

　なお、対象者によって公表された平成22年10月27日付「デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社による

当社株券等に対する公開買付けに関する賛同意見表明及び資本業務提携に関するお知らせ」（以下「対象者プレスリ

リース」といいます。）によれば、対象者は、平成22年10月27日開催の取締役会において、本公開買付けについて、賛同の意

見を表明すること並びに応募については株主及び新株予約権者の皆様に判断を委ねることを決議しているとのことです。

（注１）対象者の第13期第３四半期報告書（平成22年８月13日付提出）に記載された平成22年６月30日現在における発

行済株式総数（27,270株）に、同四半期報告書に記載された平成22年６月30日現在残存する本新株予約権の目的

である対象者株式の数（805株）を加え、同四半期報告書に記載された平成22年６月30日現在の対象者の自己株

式数（316株）を控除した数（27,759株）に占める割合（なお、小数点以下第三位を四捨五入しています。）。
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（注２）本書提出日現在、当社の特別関係者（但し、法第27条の２第１項各号における株券等所有割合の計算において府

令第３条第２項第１号に基づき特別関係者から除外される者（以下「小規模所有者」といいます。）は除きま

す。）は合計で対象者株式14,661株（当該特別関係者の所有する本新株予約権についても対象者株式に換算の上

合算したもの。株式所有割合にして52.82％）所有しております。本書提出日現在の当社及び当社の特別関係者

（小規模所有者は除きます。）の所有株式数の合計は20,365株（当該特別関係者の所有する本新株予約権につい

ても対象者株式に換算の上合算したもの。株式所有割合にして73.36％）となります。

 

(2）本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針

①　本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程

　当社グループは、グループビジョンとして「ｅ広告プラットフォーム創造企業」を掲げ、インターネット広告スペース

の販売事業を中心とした様々なインターネット広告関連サービスを提供しております。具体的には、媒体社の代理また

は広告主・広告会社の代理として事業を行う「エージェント領域」、テクノロジーサービスやクリエイティブサービス

等の広告関連ソリューションを提供する「ＤＡＳ（Diversified Advertising Service）領域」、媒体社としての事業

を行う「メディア領域」という３つの事業領域において、新しい広告ビジネスの形成・発展に寄与することを目指して

おります。

　当社グループにおいては、現在ではＰＣ・モバイル・スマートフォンといった様々なデバイスの広告商品の企画・仕

入・販売や、広告配信・広告制作等に関する最新のインターネット広告テクノロジーサービスの提供をしております。

　一方で対象者は、「供給者・利用者間の情報流通を利用者側の視点で最適化し、利用者と商品・サービスのベストマッ

チングを追求することにより新しい価値を創造する」という基本方針のもと、検索エンジンマーケティング（Search

Engine Marketing、以下「ＳＥＭ」といいます。）（注１）を中心とする「インターネットマーケティング事業」を主

力事業としております。対象者におけるＳＥＭの主要なサービスは、検索連動型広告（以下「リスティング広告」とい

います。）（注２）、検索エンジン最適化（Search Engine Optimization、以下「ＳＥＯ」といいます。）（注３）、Ｗｅ

ｂコンサルティング、インターネット広告代理等であり、対象者はこれらのサービスをワンストップでクライアントに

提供しており、ＳＥＭ専業会社として業界をリードする立場を築いています。

　当社は、ユーザが検索エンジンに興味・関心を持つキーワードを入力してＷｅｂサイトに辿り着くという消費行動が

一般化する中、この消費行動にマッチし広告主にとっても費用対効果が高いリスティング広告やＳＥＯの成長性にかね

てより注目しており、これらを含むＳＥＭ領域のリーディングカンパニーである対象者とはこれまで様々な面で協力関

係を築いてきました。

　すなわち、まず、当社と対象者は、平成19年12月に、リスティング広告を中心としたサービス提供を行う株式会社レリバ

ンシー・プラス（以下「レリバンシー・プラス」といいます。）を共同で設立しました。また、当社は、平成21年６月に

対象者株式5,704株（株式所有割合にして20.55％）を取得し、対象者を当社の持分法適用関連会社とするとともに、対

象者との間で業務提携に関する基本合意書を締結し、より一層の提携関係強化を図ってまいりました。その一環として、

企業ブランド価値の向上や広告マーケティング効果の向上を支援すべく、対象者を含む当社グループ各社が保有する各

種インターネット広告のノウハウや最新テクノロジー等の高い専門機能を結集したグループ横断プロデュースユニッ

ト「FRUITS BEAR」を立ち上げるなど、グループ企業の協業を推進してまいりました。

　現在、対象者は、検索対象範囲の拡大や検索技術の進化に加え、スマートフォン等の新デバイスの普及拡大、ＳＮＳ等の

ソーシャルメディアのユーザ拡大による消費行動への影響力拡大、ソーシャルアプリやソーシャルゲーム等の新サービ

スの登場といった環境変化を踏まえて、今後の事業拡大のためにはリスティング広告やＳＥＯ等のＳＥＭ領域中心の

サービス提供だけでなく、その周辺領域であるクリエイティブサービスへの事業領域拡大や現在の売上比重が大きいＰ

Ｃ以外のデバイス（モバイル・スマートフォン等）のＳＥＭサービス強化、更には成長著しいソーシャルメディアマー

ケティング（Social Media Marketing、以下「ＳＭＭ」といいます。）（注４）領域でのソリューション等の提供体制

強化を行っていく必要があると考えています。

　他方、当社は、近年の消費者におけるメディア選別や購買行動の多様化等からインターネットを用いたマーケティング

の重要性が益々高まる中、当社顧客からのインターネット広告のマーケティング戦略や手法に関する要求が高度化かつ

広範囲化している状況下にあります。中でも、企業が広告の費用対効果を更に厳しく追求する傾向が強まっており、当社

は、そのニーズに対応できるリスティング広告を中心としたＳＥＭ領域を更に強化する必要があると考えています。ま

た、ソーシャルメディアやスマートフォンの急速な消費者生活への浸透は、企業によるＳＥＭ領域でのマーケティング

活用の拡大に拍車をかけており、当社は、今後の急速な市場拡大が見込めるＳＭＭや新デバイス領域での対応力を早急

に強化する必要があると考えています。その対応の一環として、当社は、平成22年９月、スマートフォン等の新デバイス

領域での広告マーケティング業務を推進する専門部署「スマートデバイス推進部」を新設し、当社グループ各社と連携

して幅広いニーズに対応できる体制を構築しております。

　さらに、当社は、当社及び対象者の合弁形態によるレリバンシー・プラスの運営についても、広範囲化する顧客ニーズ

に対応するべく、リスティング広告だけでなく、ＳＥＯやＷｅｂコンサルティング等のＳＥＭ領域全般でのサービスラ

EDINET提出書類

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(E05195)

公開買付届出書

  3/127



インナップ強化を目指すために、同領域のリーディングカンパニーである対象者とのノウハウ融合による提供サービス

の更なる高度化・広範囲化や、経営効率化による利益体質強化を一層進めていく必要があると考えます。

　当社及び対象者はこれまでも対象者が強みとするＳＥＭ領域での協業を実施してまいりましたが、当社は、多数の事業

者が存在する同領域で中長期的に確固たる地位を確保し続けるには、両者の更なる連携強化による競争力強化や両者の

強みであるテクノロジーを融合した新たなＳＥＭ周辺領域の開拓、更にはＰＣ以外の新デバイス（モバイル・スマート

フォン等）でのサービス強化が重要だと考えております。また、当社は、新たな成長分野で今後の急速な市場拡大が見込

めるＳＭＭ領域においても、両者の経営資源を迅速かつ効率的に投入することで両者のシナジーを最大限に発揮し、当

社グループとしてデジタルマーケティング領域全般に優れたサービスをワンストップ提供する体制を構築することが

重要だと考えております。さらに、当社は、レリバンシー・プラスについても、対象者との連携強化によるＳＥＭ領域に

おける事業シナジー強化やスケールメリットの追求、及び当社グループとしての更なる経営効率化のため、対象者との

経営一体化を図る必要があると考えております。

　こうした状況の中、当社は、対象者及び対象者の大株主兼代表取締役会長である髙山雅行氏との間で、当社及び対象者

の更なる成長及び企業価値の向上を目的とした諸施策について平成22年５月頃より協議・検討を重ねてまいりました。

その結果、当社は、対象者によるＳＥＭ領域における強みをいかしつつもリスティング広告、ＳＥＯ等にとどまらない事

業展開や取引顧客の拡大と、当社によるＳＥＭ領域における対応力強化やネット広告市場における競争力強化、対象者

によるレリバンシー・プラスの完全子会社化による経営効率化の推進を図るために、本公開買付けにより対象者を当社

の連結子会社とすることといたしました。そこで、当社は、本公開買付けに際し、平成22年10月27日付けで、対象者との間

で後記(3)②(a)のとおり本資本業務提携契約書を、髙山雅行氏との間で後記(3)②(b)のとおり合意書をそれぞれ締結し

ております。

　当社及び対象者は、両社のブランドと事業領域、営業活動の独自性を保ち独立性を維持しつつ、健全な競争環境下にお

いて、対象者を当社の連結子会社とすることで、

・レリバンシー・プラスを対象者の完全子会社としたうえで、事業シナジー追求や管理費用削減を行うことによる当社

グループ全体としての更なる経営効率化の推進

・当社が保有するインターネット広告テクノロジーと対象者が持つＳＥＭ関連テクノロジーの融合による新しいＳＥ

Ｍ周辺領域事業の開発

・対象者における、ＳＥＭ領域でのモバイル端末へのサービスや、ＳＥＭ領域の周辺領域であるクリエイティブ領域等

の強化、及び様々な広告周辺領域で事業を展開する当社グループ各社と対象者との共同事業の推進

・対象者による、現状の「ＳＥＭ専業会社」から、その周辺領域やＳＭＭ、更には新デバイス等を含めたデジタル領域全

般のマーケティングサービスをワンストップで提供する「デジタルマーケティングエージェンシー」への移行

・海外進出を行う両者の取引顧客に対して、当社のインターネット広告関連ソリューション及び対象者のＳＥＭ関連ソ

リューションの提供をする等のグローバル領域での協業

を一層強力に推進する所存です。

（注１）検索エンジンマーケティング（ＳＥＭ）：検索エンジンからＷｅｂサイトへの訪問者を増やすマーケティン

グ手法です。

（注２）検索連動型広告（リスティング広告）：検索エンジンで検索されたキーワードにマッチした広告が検索結果

画面に表示されることで、検索エンジンを通し興味・関心のあるユーザに適切な企業メッセージを伝える広告

のことです。

（注３）検索エンジン最適化（ＳＥＯ）：対象とするキーワードで検索エンジンの検索結果画面の上位にＷｅｂサイ

トを表示させ、Ｗｅｂサイトへの集客を行うことです。

（注４）ソーシャルメディアマーケティング（ＳＭＭ）：近年利用者数の増加が著しい各種ソーシャルメディア（ブ

ログ、ミニブログ、ＳＮＳ、動画共有サービス等）を活用して、消費者に対してマーケティングを行うことです。

 

②　本公開買付け後の経営方針

　上記記載の諸施策を実行に移し、両社の更なる成長及び企業価値向上を達成するために、当社は対象者の役員につい

て、現在の１名の取締役（注）に加えて、本公開買付けの成立後、４名の取締役及び１名の監査役を新たに指名する予定

です。当社は、後記(3)②(a)に記載のとおり、本資本業務提携契約書において、対象者との間で、平成22年12月17日に開催

予定の対象者の定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において公開買付者の指名する取締役候補者４

名及び監査役候補者１名を対象者の取締役及び監査役に選任する旨の議案を提出することに合意しております。さら

に、当社は、後記(3)②(b)に記載のとおり、本合意書において、髙山雅行氏より、かかる取締役候補者４名及び監査役候補

者１名を対象者の取締役及び監査役に選任する旨の議案に賛成の議決権行使を行う旨の確約を得ております。

　また、当社は、上記のとおり、レリバンシー・プラスを対象者の完全子会社としたうえで、ＳＥＭ領域での両者による事

業シナジー追求や管理費用削減を行うことによる当社グループ全体としての更なる経営効率化の推進を図るため、後記

(3)②(a)に記載のとおり、本資本業務提携契約書において、対象者との間で、本公開買付けの成立を条件として、本公開
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買付けの成立後速やかに、当社の保有するレリバンシー・プラス株式の全部を対象者に譲渡する契約を締結し、実行す

る旨合意しております。

（注）　平成21年12月より、当社代表取締役社長である矢嶋弘毅が、対象者の取締役を兼務しており、本公開買付け後も

引き続き兼務する予定です。

 

(3）本公開買付けに係る重要な合意等

①　対象者の賛同

　対象者プレスリリースによれば、対象者は、新規大口顧客の獲得、利益率の改善、今後需要が見込まれるモバイル・ス

マートフォンやグローバル案件等におけるＳＥＭ事業領域での新規事業拡大等の必要性を認識しており、そのような状

況の中で、当社の説明を受け、当社が対象者を連結子会社とし、より安定した資本関係を構築することで、両者のブラン

ドと事業領域、営業活動の独自性を保ち独立性を維持しつつ、健全な競争環境下において、当社グループのもつ顧客、経

営基盤等を対象者が当社グループの一員としての立場で活用することにより、さらなる事業規模の拡大、利益率の改善

を図ることができると考えているとのことです。そして、対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けの成

立を前提とした安定した資本関係に基礎を置きつつ、本資本業務提携契約書を締結し、当社との間でより強固な提携関

係を構築することが、対象者の企業価値ひいては株主共同の利益の向上に資すると判断し、本公開買付けに関する諸条

件その他諸般の事情について慎重に検討した上で、平成22年10月27日、審議及び決議に参加しなかった対象者代表取締

役で大株主である髙山雅行氏及び対象者社外取締役を兼務する当社代表取締役の矢嶋弘毅氏を除き、決議に参加した取

締役全員一致により本公開買付けに賛同する旨を決議しているとのことであり、また、いずれの監査役も、対象者取締役

会が本公開買付けに賛同するとの意見を表明することに特に異議がない旨の意見を述べているとのことです。また、対

象者プレスリリースによれば、本公開買付けの後も大阪証券取引所のＪＡＳＤＡＱ市場において対象者株式の上場が維

持されることを企図しているため、対象者の株主及び新株予約権者の皆様が本公開買付けに応募される否かについて

は、株主及び新株予約権者の皆様に判断を委ねる旨も、あわせて決議しているとのことです。なお、対象者プレスリリー

スによれば、(あ)対象者代表取締役の髙山雅行氏は、対象者の大株主であり、かつ、当社との間で保有する対象者株式の

一部について本公開買付けに応募する旨の合意をしており、対象者と利益が相反する可能性を否定できないため、取引

の公正性に万全を期す意味から、本公開買付けに係る意見表明に関する全ての審議及び決議には参加しておらず、さら

に、(い)対象者社外取締役の矢嶋弘毅氏は、当社の代表取締役を兼任しているため、利益相反の見地から、本公開買付け

に係る意見表明に関する全ての審議及び決議に参加していないとのことです。

 

②　本公開買付けに係る重要な合意

　当社は、本公開買付けに際し、平成22年10月27日付けで、対象者との間で本資本業務提携契約書を、髙山雅行氏との間で

本合意書をそれぞれ締結しております。

(a）本資本業務提携契約書

　本資本業務提携契約書の概要は以下のとおりです。

(ⅰ）業務提携

　当社及び対象者は、本公開買付けが成立し、対象者が当社の連結子会社に該当することとなったことを条件とし

て、以下に掲げる各施策を実施するものとする。なお、かかる各施策の具体的な内容、時期等の詳細については、当社

及び対象者が別途協議の上決定するものとする。但し、当社は、対象者の企業価値創造の源泉が対象者の経営におけ

る独立性とこれに裏付けられた対象者の役員及び従業員の自主独立性及び創造性にあることを理解し、対象者の経

営における独立性を尊重するものとする。

・レリバンシー・プラスを対象者の完全子会社としたうえで、事業シナジー追求や管理費用削減を行うことによる

当社グループ全体としての更なる経営効率化の推進

・当社が保有するインターネット広告テクノロジーと対象者が持つＳＥＭ関連テクノロジーの融合による新しい

ＳＥＭ周辺領域事業の開発

・対象者におけるＳＥＭ領域でのモバイル端末へのサービスやＳＥＭ領域の周辺領域であるクリエイティブ領域

等の強化、及び様々な広告周辺領域で事業を展開する当社グループ各社と対象者との共同事業の推進

・対象者による現状の「ＳＥＭ専業会社」から、その周辺領域やＳＭＭ、更には新デバイス等を含めたデジタル領

域全般のマーケティングサービスをワンストップで提供する「デジタルマーケティングエージェンシー」への

移行

・海外進出を行う当社及び対象者の取引顧客に対して、当社のインターネット広告関連ソリューション及び対象者

のＳＥＭ関連ソリューションを提供する等、グローバル領域での協業の推進

 

(ⅱ）その他の業務提携に係る合意

EDINET提出書類

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(E05195)

公開買付届出書

  5/127



・既にレリバンシー・プラスで取り扱っているクライアント、及び総合広告会社との協議により、対象者と当該総

合広告会社が協業して攻略すると合意したクライアントについては、対象者が独自にアカウント獲得推進を行わ

ない。但し、何らの前提なしに対象者が総合広告会社と競合したクライアントについては、対象者が譲歩すること

を強制されない。

・当社は、対象者の既存及び新規クライアントの広告運用状況に関する機密情報を正当な事由なく対象者に開示要

求しない。

 

(ⅲ）役員派遣等

・対象者は、本定時株主総会において、当社が指名する候補者４名（以下本(ⅲ)において「当社派遣取締役」とい

う。）を取締役として、当社指名の候補者１名を監査役として、それぞれ選任する議案を株主総会に上程する。

・対象者は、当社派遣取締役が対象者の取締役に就任するまでの間、株式又は新株予約権の発行・処分その他当社

の対象者に対する議決権割合又は持株割合を希釈化させるおそれのある行為（組織再編による場合を含む。）、

及び対象者の財務、事業、キャッシュフロー等に重大な悪影響を及ぼす行為をする場合には予め当社の同意を得

なければならない。但し、対象者の取締役としての善管注意義務及び忠実義務を履行するために必要な行為を行

う場合には、当社の同意を得ることは要しないが、事前に当社に当該行為の必要性等について説明を行うものと

する。

・当社及び対象者は、本定時株主総会後の対象者の役員構成について、事前に誠実に協議するものとする。

 

(ⅳ）レリバンシー・プラス株式の譲渡

　当社及び対象者は、本公開買付けが成立することを条件として、本公開買付けの成立後速やかに、概要以下に掲げ

る条件で、当社の保有するレリバンシー・プラスの株式の全部を対象者へ譲渡する契約を締結し、当該譲渡を実行

する。

・譲渡価額：84,359,257円（平成22年９月30日時点の財務諸表に基づくレリバンシー・プラスの純資産額のうち

当社の保有するレリバンシー・プラスの持分割合51.0％に相当する額）

・実行日：平成23年１月１日（予定）

・同時履行：対象者による譲渡価額の支払と引換えに当社によるその保有するレリバンシー・プラス株式に係る

株式名義書換請求書の交付

 

(ⅴ）上場維持

　当社及び対象者は、対象者の株式が上場を維持できるよう誠実に努力するものとし、本公開買付けの結果、万一、対

象者の株式が上場廃止基準に抵触するおそれが生じた場合には、同社の株式の上場廃止を回避するための具体的な

方策を誠実に協議し、合意された方策を実行するものとする。なお、対象者が具体的かつ合理的な方策を提案したと

きには、当社は当該提案に合理的範囲で最大限協力するものとする。

 

(ⅵ）対象者株式の譲渡

　当社が第三者に対してその保有する対象者の株式を譲渡する場合において、当該譲渡により対象者の業務に重大

な悪影響を及ぼす場合、当社は対象者と協議するものとする。

 

(ⅶ）契約の終了

・本資本業務提携契約書は、本公開買付けが成立しなかった場合（撤回された場合を含む。）には、当然に終了す

る。

・当社及び対象者は、本公開買付けの成立後、(あ)相手方に本資本業務提携契約書上の義務の重大な違反があり、相

手方に対する催告後30日以内に当該違反が解消されない場合、(い)相手方につき、破産手続、民事再生手続、会社

更生手続、特別清算その他これらに類する法的倒産手続の開始申立がなされた場合、(う)当社が本資本業務提携

契約書に基づく第三者に対する譲渡により対象者の議決権の30％に相当する株式を保有しなくなった場合には、

相手方に対する書面による通知により、本資本業務提携契約書を将来に向けて終了させることができる。

 

(b）本合意書

　本合意書の概要は以下のとおりです。なお、本合意書において充足される必要のある前提条件はありません。

　以下の概要に記載のとおり、本合意書において、当社は、髙山雅行氏より、同氏が所有する対象者株式12,881株（株式

所有割合にして46.40％）の一部について本公開買付けに応募する旨の確約を得ておりますが、当該応募株式数は、本

合意書に基づき同氏が本公開買付けに応募することにより、同氏以外の株主様の応募数如何にかかわらず、可及的に

応募株券等の数が応募株券等の買付予定数の下限（8,337株（株式所有割合にして30.03％））を満たし本公開買付
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けが成立するよう、公開買付期間の末日の正午時点の髙山雅行氏以外の株主様の応募数に応じて、4,212株から8,615

株（株式所有割合にして15.17％から31.03％）の範囲内において確定することとされております（以下かかる応募

株式数の最大数（8,615株）を「髙山氏最大応募株式数」といいます。）。なお、本合意書において、髙山雅行氏は、当

社の同意を得ない限り、かかる応募株式数の対象者株式の応募の他に、対象者の株券等を本公開買付けに応募しては

ならないこととされておりますので、同氏が別途対象者株式を処分しない限り、本公開買付け終了時点の同氏の所有

株式数は4,266株から8,669株（株式所有割合にして15.37％から31.23％）となることが見込まれます（以下かかる

所有株式数の最低数（4,266株）を「髙山氏最低不応募株式数」といいます。）。

(ⅰ）応募の合意

　髙山雅行氏は、当社に対し、公開買付期間（延長した場合も含みます。以下同じです。）の末日の14時までに、(あ)

その所有する対象者株式のうち、4,212株（以下本(ⅰ)において「最低応募株式数」といいます。株式所有割合にし

て15.17％）を本公開買付けに応募すること、(い)但し、当社が公開買付代理人に確認した公開買付期間の末日の正

午における本公開買付けに応募されている対象者株式数（髙山雅行氏により応募されている対象者株式数は除き

ます。以下本(ⅰ)において「基準時応募株式数」といいます。）に最低応募株式数を加算した株式数が8,615株（以

下本(ⅰ)において「最大応募株式数」といいます。株式所有割合にして31.03％）に満たない場合は、最大応募株式

数（8,615株）から基準時応募株式数を控除した数の対象者株式を本公開買付けに応募することを確約する。

 

(ⅱ）不応募の合意

　髙山雅行氏は、(ⅰ)に基づき本公開買付けに応募する対象者株式を除き、当社の書面による事前の同意がない限

り、対象者の株券等を本公開買付けに応募してはならない。

 

(ⅲ）定時株主総会における議決権行使

　髙山雅行氏は、当社に対し、本定時株主総会における自らの議決権行使について、以下の事項を確約する。

・本資本業務提携契約書に基づき当社が指名する取締役候補者４名及び監査役候補者１名を対象者の取締役及び

監査役に選任する旨の議案に賛成の議決権行使を行うこと。

・対象者の剰余金の配当議案に関し、平成22年９月15日付「平成22年９月期期末配当予想の修正に関するお知ら

せ」により公表された１株当たり1,500円（但し、最終的な会社提案議案における金額が1,500円より小さい場合

は当該金額）を超える金額の剰余金の配当議案（修正動議によるものを含む。）には反対の議決権行使を行うこ

と。

 

(ⅳ）損害賠償

　本合意書の当事者が自己の責めに帰すべき事由により本合意書に定める義務に違反した場合、当該当事者は、かか

る違反に起因又は関連して相手方当事者が被った損害、損失又は費用（弁護士その他のアドバイザー費用を含

む。）について、相手方に対し賠償又は補償する。

 

(4）本公開買付けの後、対象者の株券等を更に取得する予定の有無、理由、内容

　当社は、対象者を連結子会社とすることを企図しており、本公開買付けによりその目的を達した場合には、対象者の株券

等の追加取得を行うことは予定しておりません。

 

(5）上場廃止となる見込み及びその理由

　対象者の株式は、本書提出日現在、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱグロース市場に上場されているところ、対象者は本公開

買付け後も対象者株式について上場を維持することを希望しており、また、当社も、対象者の株式の上場廃止を企図してお

りません。

　もっとも、本公開買付け後の株券等所有割合が３分の２以上となるため、本公開買付けには応募株券等の買付予定数の上

限が設定されていないことから、本公開買付けの結果次第では、対象者の株式は、下記のような大阪証券取引所の定める上

場廃止基準に該当し、所定の手続を経て、上場廃止となる可能性があります。

・事業年度の末日において、浮動株式数が500単位未満である場合において、１年以内に500単位以上とならないとき

・事業年度の末日において、株主数が150人未満である場合において、１年以内に150人以上とならないとき

・浮動株時価総額が30日間連続して１億円未満である場合において、６ヶ月の間に５日間連続して１億円（平成22年12月

末までの間は6,000万円）以上とならないとき

　本公開買付けの結果、万一、対象者の株式が大阪証券取引所の定める上場廃止基準に抵触するおそれが生じた場合には、

当社は対象者と上場廃止を回避するための具体的な方策を誠実に協議し、合意された方策を実行します。なお、当社は、対

象者が具体的かつ合理的な方策を提案したときには、当該提案に合理的範囲で最大限協力します。
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　また、当社は、本公開買付けにより対象者を連結子会社とした後、対象者との本資本業務提携契約書に基づき、対象者の企

業価値の向上を目指していく所存ですので、当社といたしましては、引き続き、対象者の株主の皆様から対象者の株主とし

てご支援をいただきたいと希望しております。なお、当社は、本合意書に基づき髙山雅行氏が本公開買付けに応募すること

により、髙山雅行氏以外の株主様の応募数如何にかかわらず、応募株券等の数が応募株券等の買付予定数の下限（8,337株

（株式所有割合にして30.03％））を満たすことを見込んでおります。

 

４【買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数】

（１）【買付け等の期間】

①【届出当初の期間】

買付け等の期間 平成22年10月28日（木曜日）から平成22年11月29日（月曜日）まで（21営業日）

公告日 平成22年10月28日（木曜日）

公告掲載新聞名
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
（電子公告アドレス　http://info.edinet-fsa.go.jp/）

 

②【対象者の請求に基づく延長の可能性の有無】

　法第27条の10第３項の規定により、対象者から買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）の延長を請求す

る旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、公開買付期間は平成22年12月10日（金曜日）（30営業日）ま

でとなります。

 

③【期間延長の確認連絡先】

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号

電話番号03－5449－6310　経理部マネージャー　　櫻井　康芳

確認受付時間　午前９時から午後５時まで（土曜、日曜及び休日を除きます。）
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（２）【買付け等の価格】

株券 普通株式１株につき、金100,000円

新株予約権証券 第１回新株予約権１個につき、金１円

第２回新株予約権１個につき、金１円

新株予約権付社債券 －

株券等信託受益証券（　　

　　　）

－

株券等預託証券（　　　　

　）

－

算定の基礎 (1）普通株式

　当社は、本公開買付けにおける対象者株式の買付価格である１株当たり100,000円を

決定するに当たり、当社及び対象者から独立した第三者機関であり、かつ関連当事者に

該当しないグローウィン・パートナーズ株式会社（以下「グローウィン」といいま

す。）に対し、対象者株式の株式価値の算定を依頼しました。

　なお、グローウィンからは買付価格の公正性に関する意見（フェアネス・オピニオ

ン）は取得しておりません。

　グローウィンは対象者株式の市場株価の動向、対象者の収益性や財務状況、将来性等

を勘案し、市場株価法、類似会社比較法及びＤＣＦ法の各手法を用いて対象者の株式価

値の算定を実施し、当社は、グローウィンより平成22年10月26日に株式価値算定書を取

得いたしました。上記それぞれの手法において算定された対象者株式１株当たりの価

値の範囲は以下のとおりです。

 ・市場株価法　　　70,742円～75,587円

　市場株価法では、平成22年10月26日の大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱグロース市場

（注）における対象者株式の普通取引終値（72,000円）、平成22年９月27日から平

成22年10月26日までの１ヵ月間における対象者の出来高加重平均株価（71,277円）

（小数点以下四捨五入）、平成22年７月27日から平成22年10月26日までの３ヵ月間

の各期間における対象者の出来高加重平均株価（70,742円）（小数点以下四捨五

入）、平成22年４月27日から平成22年10月26日までの６ヵ月間の各期間における対

象者の出来高加重平均株価（75,587円）（小数点以下四捨五入）をもとに、対象者

株式１株当たりの価値が算定されております。

 ・類似会社比較法　63,073円～110,514円

　類似会社比較法では、対象者と比較的類似する事業を手がける上場会社の市場株価

や収益性等を示す財務指標との比較を通じて対象者の株式価値を分析し、対象者株

式１株当たりの価値が算定されております。

 ・ＤＣＦ法　　　　157,101円～174,434円

　ＤＣＦ法では、対象者の事業計画に基づく将来キャッシュフローを、事業リスク及

び財務リスクに応じる適当な割引率（期待収益率）にて現在価値へ割り戻すことに

より株式価値を分析し、対象者株式１株当たりの価値が算定されております。
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 　当社は、上記の株式価値算定書を参考にしながら、髙山雅行氏との間の対象者株式取

得に係る協議・交渉、過去の発行者以外の者による株券等の公開買付けの事例におい

て、公開買付けの買付価格決定の際に付与されたプレミアムの水準の実例、対象者によ

る本公開買付けへの賛同の可否、本公開買付けの見通し及び対象者株式の市場株価の

動向等を総合的に勘案し、平成22年10月27日開催の当社取締役会において、本公開買付

けにおける対象者株式の買付価格を１株当たり100,000円と決定いたしました。

　なお、本公開買付けにおける対象者株式の買付価格である１株につき100,000円は、本

公開買付けを決議した当社取締役会開催日の前日である平成22年10月26日の大阪証券

取引所ＪＡＳＤＡＱグロース市場における対象者株式の普通取引終値72,000円に対し

て38.9％（小数点以下第二位四捨五入）、平成22年10月26日までの過去１ヶ月間の普

通取引終値の単純平均値71,357円（小数点以下四捨五入）に対して40.1％（小数点以

下第二位四捨五入）、平成22年10月26日までの過去３ヶ月間の普通取引終値の単純平

均値69,670円（小数点以下四捨五入）に対して43.5％（小数点以下第二位四捨五

入）、平成22年10月26日までの過去６ヶ月間の普通取引終値の単純平均値74,067円

（小数点以下四捨五入）に対して35.0％（小数点以下第二位四捨五入）のプレミアム

を加えた金額となります。

　なお、本公開買付けにおける対象者株式の買付価格は、本書提出日の前営業日である

平成22年10月27日の大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱグロース市場における対象者株式の

普通取引終値77,000円に対して29.9％（小数点以下第二位四捨五入）のプレミアムを

加えた金額となります。

（注）　平成22年10月12日付で、大阪証券取引所がＪＡＳＤＡＱ市場を新たに開設した

ことに伴い、ヘラクレス（グロース）市場に上場していた対象者は、ＪＡＳＤ

ＡＱグロース市場に上場しているものとみなされることとなりました。

 (2）新株予約権

　本公開買付けの対象には、本新株予約権も含まれますが、本新株予約権は、いずれも対

象者の取締役、監査役、従業員又は社外協力者に対するストック・オプションとして発

行されたものであり、本新株予約権の行使条件として、原則として、本新株予約権行使

時において、①第１回新株予約権については、新株予約権の割当を受けた者が対象者の

取締役、監査役若しくは従業員の場合は、対象者の取締役、監査役若しくは従業員たる

地位を有していること、及び新株予約権の割当を受けた者が対象者の社外協力者の場

合は、対象者と協力関係にあることを要するとされており、②第２回新株予約権につい

ては、対象者の取締役、監査役若しくは従業員たる地位を有していることを要するとさ

れております。

　従いまして、当社は、本公開買付けにより本新株予約権を買付けたとしても、これらを

行使できないと解されることから、上記のとおり、本新株予約権の買付価格は、いずれ

も１個につき１円と決定しております。
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算定の経緯 （当社における意思決定の過程）

　当社及び対象者はこれまでも対象者が強みとするＳＥＭ領域での協業を実施してまい

りましたが、当社は、多数の事業者が存在する同領域で中長期的に確固たる地位を確保し

続けるには、両者の更なる連携強化による競争力強化や両者の強みであるテクノロジー

を融合した新たなＳＥＭ周辺領域の開拓、更にはＰＣ以外の新デバイス（モバイル・ス

マートフォン等）でのサービス強化が重要だと考えております。また、当社は、新たな成

長分野で今後の急速な市場拡大が見込めるＳＭＭ領域においても、両者の経営資源を迅

速かつ効率的に投入することで両者のシナジーを最大限に発揮し、当社グループとして

デジタルマーケティング領域全般に優れたサービスをワンストップ提供する体制を構築

することが重要だと考えております。さらに、当社は、レリバンシー・プラスについても、

対象者との連携強化によるＳＥＭ領域における事業シナジー強化やスケールメリットの

追求、及び当社グループとしての更なる経営効率化のため、対象者との経営一体化を図る

必要があると考えております。

　こうした状況の中、当社は、対象者及び対象者の大株主兼代表取締役会長である髙山雅

行氏との間で、当社及び対象者の更なる成長及び企業価値の向上を目的とした諸施策に

ついて平成22年５月頃より協議・検討を重ねてまいりました。その結果、当社は、対象者

によるＳＥＭ領域における強みをいかしつつもリスティング広告、ＳＥＯ等にとどまら

ない事業展開や取引顧客の拡大と、当社によるＳＥＭ領域における対応力強化やネット

広告市場における競争力強化、対象者によるレリバンシー・プラスの完全子会社化によ

る経営効率化の推進を図るために、本公開買付けにより対象者を当社の連結子会社とす

ることとし、以下の経緯により本公開買付けにおける買付価格について決定いたしまし

た。

 (1）普通株式

①　算定の際に意見を聴取した第三者の名称

　当社は、本公開買付における対象者株式の買付価格である１株当たり100,000円を

決定するに当たり、当社及び対象者から独立した第三者機関であり、かつ関連当事者

に該当しないグローウィンに対し、対象者株式の株式価値の算定を依頼しました。当

社は、グローウィンより平成22年10月26日に株式価値算定書を取得いたしました。

 ②　当該意見の概要

　グローウィンは対象者株式の市場株価の動向、対象者の収益性や財務状況、将来性

等を勘案し、市場株価法、類似会社比較法及びＤＣＦ法の各手法を用いて対象者の株

式価値の算定を実施し、当社は、グローウィンより平成22年10月26日に株式価値算定

書を取得いたしました。上記それぞれの手法において算定された対象者株式１株当

たりの価値の範囲は以下のとおりです。

・市場株価法　　　70,742円～75,587円

・類似会社比較法　63,073円～110,514円

・ＤＣＦ法　　　　157,101円～174,434円

 ③　当該意見を踏まえて買付価格を決定するに至った経緯

　当社は、上記の株式価値算定書を参考にしながら、髙山雅行氏との間の対象者株式

取得に係る協議・交渉、過去の発行者以外の者による株券等の公開買付けの事例に

おいて、公開買付けの買付価格決定の際に付与されたプレミアムの水準の実例、対象

者による本公開買付けへの賛同の可否、本公開買付けの見通し及び対象者株式の市

場株価の動向等を総合的に勘案し、平成22年10月27日開催の当社取締役会において、

本公開買付けにおける対象者株式の買付価格を１株当たり100,000円と決定いたし

ました。
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 (2）新株予約権

　本公開買付けの対象には、本新株予約権も含まれますが、本新株予約権は、いずれも対

象者の取締役、監査役、従業員又は社外協力者に対するストック・オプションとして発

行されたものであり、本新株予約権の行使条件として、原則として、本新株予約権行使

時において、①第１回新株予約権については、新株予約権の割当を受けた者が対象者の

取締役、監査役若しくは従業員の場合は、対象者の取締役、監査役若しくは従業員たる

地位を有していること、及び新株予約権の割当を受けた者が対象者の社外協力者の場

合は、対象者と協力関係にあることを要するとされており、②第２回新株予約権につい

ては、対象者の取締役、監査役若しくは従業員たる地位を有していることを要するとさ

れております。

　従いまして、当社は、本公開買付けにより本新株予約権を買付けたとしても、これらを

行使できないと解されることから、上記のとおり、本新株予約権の買付価格は、いずれ

も１個につき１円と決定しております。

 

 （対象者における意思決定の過程）

　他方、対象者プレスリリースによれば、当社が対象者を持分法適用関連会社としており、

対象者に対して社外取締役１名を派遣している状況を考慮し、本公開買付けにおける意

思決定に関して以下のような措置を行っているとのことです。

 　まず、対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けの成立を前提とした安定

した資本関係に基礎を置きつつ、本資本業務提携契約書を締結し、当社との間でより強固

な提携関係を構築することが、対象者の企業価値ひいては株主共同の利益の向上に資す

ると判断し、本公開買付けに関する諸条件その他諸般の事情について慎重に検討した上

で、平成22年10月27日、審議及び決議に参加しなかった対象者代表取締役で大株主である

髙山雅行氏及び対象者社外取締役を兼務する当社代表取締役の矢嶋弘毅氏を除き、決議

に参加した取締役全員一致により本公開買付けに賛同する旨を決議しているとのことで

あり、また、いずれの監査役も、対象者取締役会が本公開買付けに賛同するとの意見を表

明することに特に異議がない旨の意見を述べているとのことです。また、対象者プレスリ

リースによれば、本公開買付けの後も大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場において対象者

株式の上場が維持されることを企図しているため、対象者の株主及び新株予約権者の皆

様が本公開買付けに応募される否かについては、株主及び新株予約権者の皆様に判断を

委ねる旨も、あわせて決議しているとのことです。なお、対象者プレスリリースによれば、

(あ)対象者代表取締役の髙山雅行氏は、対象者の大株主であり、かつ、当社との間で保有

する対象者株式の一部について本公開買付けに応募する旨の合意をしており、対象者と

利益が相反する可能性を否定できないため、取引の公正性に万全を期す意味から、本公開

買付けに係る意見表明に関する全ての審議及び決議には参加しておらず、さらに、(い)対

象者社外取締役の矢嶋弘毅氏は、当社の代表取締役を兼任しているため、利益相反の見地

から、本公開買付けに係る意見表明に関する全ての審議及び決議に参加していないとの

ことです。

 　次に、対象者プレスリリースによれば、上記のとおり、対象者は、対象者の株主及び新株

予約権者の皆様が本公開買付けに応募される否かについては、株主及び新株予約権者の

皆様に判断を委ねる旨を決議しておりますが、対象者の取締役会は、当該決議に先立ち、

当社及び対象者とは独立した第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティ

ング（以下「プルータス・コンサルティング」といいます。）に対象者の株式価値の算

定を依頼し、平成22年10月26日付で同社より対象者普通株式の株式価値算定書を取得し

ている（なお、対象者は、プルータス・コンサルティングから、本公開買付けの買付価格

の公正性に関する意見（フェアネス・オピニオン）は取得していない。）とのことです。
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 　対象者プレスリリースによれば、プルータス・コンサルティングは対象者の株式価値を

算定するにあたり、対象者の財務状況、対象者普通株式の市場株価の動向等について検討

を行った上で、ＤＣＦ法、市場株価法、類似会社比較法の手法を用いて対象者の株式価値

の算定を実施しており、同株式価値算定書によると、ＤＣＦ法では111,000円から168,606

円、市場株価法では69,670円から74,067円、及び類似会社比較法では82,223円から

113,667円のレンジが対象者の株式価値の算定結果となっているとのことです。なお、対

象者プレスリリースによれば、同株式価値算定書は、対象者取締役会での検討の際の参考

情報として作成されたものであり、株主及び新株予約権者の皆様の投資判断の参考情報

とすることを目的として作成されたものではないとのことです。

 

（３）【買付予定の株券等の数】

買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限

8,337（株） 8,337（株） －（株）

（注１）応募株券等の総数が買付予定数の下限（8,337株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付けを行いません。応募株

券等の総数が買付予定数の下限（8,337株）以上の場合は、応募株券等の全部の買付けを行います。

（注２）本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません。

（注３）本公開買付けにおいては、買付予定数の上限は設定しておりませんので、本公開買付けにより公開買付者が取得する対

象者の株券等の数の最大数（株式に換算したもの）は、17,789株となります。当該最大数（以下「最大買付株式数」と

いいます。）は、対象者の第13期第３四半期報告書（平成22年８月13日付提出）に記載された平成22年６月30日現在の

発行済株式総数（27,270株）に、同四半期報告書に記載された平成22年６月30日現在残存する本新株予約権の目的であ

る対象者株式の数（805株）を加え、本書提出日現在において公開買付者が保有する対象者株式の数（5,704株）、同四

半期報告書に記載された平成22年６月30日現在において対象者が保有する自己株式の数（316株）、及び特別関係者で

もある髙山雅行氏保有の対象者株式のうち髙山氏最低不応募株式数である4,266株を控除した数です。

（注４）公開買付期間の末日までに本新株予約権が行使される可能性がありますが、当該行使により発行又は移転される対象者

株式についても本公開買付けの対象となります。
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５【買付け等を行った後における株券等所有割合】

区分 議決権の数

買付予定の株券等に係る議決権の数（個）(a) 8,337

ａのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(b) 805

ｂのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決
権の数（個）(c)

－

公開買付者の所有株券等に係る議決権の数（平成22年10月28日現在）（個）(d) 5,704

ｄのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(e) －

ｅのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決
権の数（個）(f)

－

特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（平成22年10月28日現在）（個）(g) 14,661

ｇのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(h) 355

ｈのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決
権の数（個）(i)

－

対象者の総株主等の議決権の数（平成22年３月31日現在）（個）(j) 26,954

買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合
(a／j)（％）

30.03

買付け等を行った後における株券等所有割合
((a＋d＋g)／(j＋(b－c)＋(e－f)＋(h－i))×100)（％）

73.36

（注１）「買付予定の株券等に係る議決権の数(a)」は、本公開買付けにおける買付予定数（8,337株）に係る議決権の数です。

但し、応募株券等の総数が買付予定数の下限（8,337株）以上となるときは、応募株券等の全部の買付け等を行いますの

で、その場合の議決権の最大数は、最大買付株式数（17,789株）に係る議決権の数（17,789個）となります。

（注２）「ａのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(b)」は、第13期第３四半期報告書（平成22年８月13日付提出）に記載

された平成22年６月30日現在における本新株予約権の目的である株式（805株）に係る議決権の数（805個）を記載し

ております。

（注３）「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（平成22年10月28日現在）(g)」は、各特別関係者（但し、小規模所有者を

除きます。）が保有する株券等（但し、特別関係者である対象者が保有する自己株式を除きます。）に係る議決権の数の

合計を記載しております。また、「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、特別関係者である

髙山雅行氏保有の対象者株式に係る議決権の数については髙山氏最大応募株式数である8,615株のうち買付予定数に相

当する8,337株に係る議決権の数を、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（平成22年10月28日現在）(g)」から

控除しております。

（注４）公開買付者は、応募株券等の総数が買付予定数の下限（8,337株）以上となるときは、応募株券等の全部の買付け等を行

いますので、「買付け等を行った後における株券等所有割合」は最大で100.00％となる可能性があります。

（注５）「対象者の総株主等の議決権の数（平成22年３月31日現在）(j)」は、対象者の第13期第２四半期報告書（平成22年５

月14日付提出）に記載された平成22年３月31日現在の総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては、対象者

の新株予約権についても買付け等の対象としており、かつ、対象者の保有する自己株式の応募は予定されていないため、

「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株

券等所有割合」の計算においては、対象者の第13期第３四半期報告書（平成22年８月13日付提出）に記載された平成22

年６月30日現在における発行済株式総数（27,270株）から、同報告書に記載された平成22年６月30日現在の対象者の自

己株式数（316株）を控除し、同報告書に記載された平成22年６月30日現在の本新株予約権の目的である株式の数の合

計（805株）を加えた数（27,759株）に係る議決権の数（27,759個）を分母として計算しております。

（注６）「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株

券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

 

６【株券等の取得に関する許可等】

（１）【株券等の種類】

普通株式
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（２）【根拠法令】

　公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。その後の改正法を含みま

す。以下「独占禁止法」といいます。）第10条第２項に基づき、本公開買付けによる株式取得に関する計画を公正取引

委員会にあらかじめ届け出なければならず（以下、当該届出を「事前届出」といいます。）、同条第８項により事前届

出受理の日から原則として30日間を経過するまでは対象者の株式を取得することができません（以下、株式の取得が

禁止される当該期間を「待機期間」といいます。）。

　公開買付者は、平成22年10月１日（金曜日）付で公正取引委員会に対して事前届出を行い、同日付で受理されていま

す。従って、待機期間は原則として平成22年10月31日（日曜日）の経過をもって終了する予定です。本公開買付けによ

る対象者普通株式の取得については、公正取引委員会の事前相談制度は利用しておりません。なお、公開買付期間満了

の日の前日までに、公正取引委員会に対する事前届出に対し、公正取引委員会から対象者普通株式の全部又は一部の

処分や事業の一部の譲渡等を命じる内容の排除措置命令の事前通知を受けた場合、独占禁止法に基づく排除措置命令

の事前通知を受ける可能性のある期間が終了しない場合、又は、独占禁止法第10条第１項の規定に違反する疑いのあ

る行為をする者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、後記「11　その他買付け等の条件及び方

法」の「(2）公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の令第14条第１項第４号

の「許可等」が得られなかったものとして、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。公正取引委員会から独占

禁止法第49条第５項の規定に基づく事前通知及び独占禁止法第10条第９項に基づく報告等の要求を受けることなく

排除措置命令の事前通知を受ける可能性のある期間が終了した場合には、訂正届出書を提出いたします。

 

（３）【許可等の日付及び番号】

　該当事項はありません。

 

７【応募及び契約の解除の方法】

（１）【応募の方法】

①　公開買付代理人

日興コーディアル証券株式会社　　東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

②　本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをされる方（以下「応募株主等」

といいます。）は、公開買付代理人の本店若しくは国内各営業店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項

を記載し、公開買付期間の末日の15時30分までに応募してください（但し、各営業店によって営業時間又は有価証券

お取扱い時間が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等をご確認のうえ、お手続ください。）。

③　応募株券等が株式の場合の応募に際しては、応募株主等が公開買付代理人に開設した応募株主等名義の口座（以下

「応募株主口座」といいます。）に、応募株券等が記載又は記録されている必要があります。応募に際して、応募株券

等が公開買付代理人に開設された応募株主口座に記載又は記録されていない場合は、公開買付代理人が、当該応募株

券等につき、当該応募株主口座への振替手続が完了したことを確認してからの受付となります。なお、公開買付代理人

以外の金融商品取引業者を通じた応募の受付は行われません。

④　応募株券等が新株予約権の場合の応募に際しては、本新株予約権には譲渡制限が付されておりますので、新株予約権証

券及び新株予約権者の請求により対象者によって発行される譲渡承認を証する書面をご提出ください。なお、公開買

付代理人以外の金融商品取引業者を通じた応募の受付は行われません。

⑤　応募株主等は、応募に際しては、上記「公開買付応募申込書」とともに、ご印鑑をご用意ください。また、公開買付代理

人に口座を開設していない場合には、新規に口座を開設していただく必要があります。口座を開設される場合には、本

人確認書類（注１）をご提出いただく必要があります。

⑥　外国の居住者である株主等（法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。）の場合、日本国内の常任代

理人（以下「常任代理人」といいます。）を通じて応募してください。また、本人確認書類（注１）をご提出いただく

必要があります。

⑦　居住者である個人株主の場合、買付けられた株券等に係る売却代金と取得費等との差額は、原則として株式等の譲渡所

得等に関する申告分離課税（注２）の適用対象となります。

⑧　公開買付代理人の本店若しくは国内各営業店において、公開買付期間の末日の15時30分まで応募の受付をします（但

し、各営業店によって営業時間又は有価証券お取扱い時間が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間

等をご確認のうえ、お手続ください。）。

⑨　対象者の株主名簿管理人である中央三井信託銀行株式会社に開設された特別口座に記載又は記録されている株券等に

ついては、特別口座に記載又は記録されている状態では応募することができません。当該応募株券等につき公開買付

代理人に開設された応募株主口座への振替手続を行う必要があります。公開買付代理人が、当該応募株券等につき、公

開買付代理人に開設された応募株主口座への振替手続が完了して公開買付代理人に開設された応募株主口座に記載
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又は記録されていることを確認してからの受付となります。なお、振替手続には一定の日数を要する場合があります

のでご注意ください。また、一度応募株主口座へ振替られた応募株券等については再度特別口座へ記載又は記録する

ことはできません。

⑩　公開買付期間の末日までに、本新株予約権の行使により発行又は移転される対象者の普通株式も本公開買付けの対象

となります。

（注１）本人確認書類について

公開買付代理人に新規に口座を開設して応募される場合、又は外国人株主等が常任代理人を通じて応募される場

合には、次の本人確認書類が必要になります。

個人

〔有効期限内の原本〕

運転免許証、各種健康保険証、各種年金手帳、各種福祉手帳、住民基本台帳カード（氏名・住所及び生年月日

の記載のあるもの）、パスポート、外国人登録証明書

〔発行から６ヶ月以内の原本〕

住民票の写し、印鑑証明書、住民票の記載事項証明書、外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証

明書

※　住民票の写し等は発行者の印・発行日が記載されているページまで必要となります。

※　各種健康保険証の場合には、ご住所の記載もれ等がないかをご確認ください。

※　郵送でのお申込みの場合、いずれかの書類の原本かコピーをご用意ください。運転免許証等の裏面にご住

所の訂正が記載されている場合は裏面のコピーもご提出ください。

法人

①　登記簿謄本

②　法人自体の本人確認に加え、代表者若しくは代理人・取引担当者個人（契約締結の任に当たる者）の本人

確認書類（上記「個人」と同様）

外国人株主等

常任代理人に係る上記書類に加えて、常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約書（当該外国人株主

等の氏名又は名称、代表者の氏名及び国外の所在地の記載のあるものに限ります。）の写し、並びに常任代理人

が金融機関以外の場合には日本国政府が承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これ

に類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの

（注２）株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について（居住者である個人株主の場合）

個人株主の方につきましては、株式等の譲渡は原則として申告分離課税の適用対象となります。税務上の具体的

なご質問等は税理士等の専門家に各自ご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。
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（２）【契約の解除の方法】

　応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。

　契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の15時30分までに、下記に指定する者に本公開買付けに係る契約の解

除を行う旨の書面（以下「解除書面」といいます。）を交付又は送付してください（但し、各営業店によって営業時

間又は有価証券お取扱い時間が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等をご確認のうえ、お手続き

ください。）。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間の末日の15時30分までに、下記に指定する者に到達するこ

とを条件とします（但し、各営業店によって営業時間又は有価証券お取扱い時間が異なります。事前にご利用になら

れる営業店の営業時間等をご確認のうえ、お手続きください。）。

 

解除書面を受領する権限を有する者

日興コーディアル証券株式会社　　東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

（その他の日興コーディアル証券株式会社国内各営業店）

 

（３）【株券等の返還方法】

　応募株主等が上記「(2）契約の解除の方法」に記載の方法により本公開買付けに係る契約の解除をした場合には、

解除手続終了後速やかに、後記「10　決済の方法」の「(4）株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返

還します。

 

（４）【株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

日興コーディアル証券株式会社　　東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

 

８【買付け等に要する資金】

（１）【買付け等に要する資金等】

買付代金（円）(a) 833,700,000

金銭以外の対価の種類 －

金銭以外の対価の総額 －

買付手数料（円）(b) 30,000,000

その他（円）(c) 7,000,000

合計（円）(a)＋(b)＋(c) 870,700,000

（注１）「買付代金(a)」欄は、買付予定数（8,337株）に、対象者の株式１株当たりの買付価格（100,000円）を乗じた金額を記

載しております。但し、本公開買付けにおいては買付予定数の上限は設定しておらず、応募株券等の総数が買付予定数の

下限（8,337株）以上の場合は、応募株券等の全部の買付けを行いますので、その場合における買付代金の最大金額は、

最大買付株式数（17,789株）に、対象者の株式１株当たりの買付価格（100,000円）を乗じた金額である1,778,900,000

円となります。また、この場合における「買付手数料（円）(b)」の最大金額は40,000,000円及び「その他（円）(c)」

の最大金額は7,000,000円となるため、その合計の最大金額は1,825,900,000円になります。

（注２）「買付手数料(b)」欄（注１記載の買付手数料も含みます。）は、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載してお

ります。

（注３）「その他(c)」欄（注１記載のその他も含みます。）は、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類

の印刷費その他の諸費用につき、その見積額を記載しております。

（注４）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

（注５）その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は本公開買付け終了後まで未定で

す。
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（２）【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】

①【届出日の前々日又は前日現在の預金】

種類 金額（千円）

普通預金 5,396,281

定期預金 305,000

計(a) 5,701,281

 

②【届出日前の借入金】

イ【金融機関】

 借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円）

１ － － － －

２ － － － －

計 －

 

ロ【金融機関以外】

借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円）

－ － － －

－ － － －

計 －

 

③【届出日以後に借入れを予定している資金】

イ【金融機関】

 借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円）

１ － － － －

２ － － － －

計(b) －

 

ロ【金融機関以外】

借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円）

－ － － －

－ － － －

計(c) －

 

④【その他資金調達方法】

内容 金額（千円）

－ －

計(d) －
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⑤【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計】

5,701,281千円（(a)＋(b)＋(c)＋(d)）

 

（３）【買付け等の対価とする有価証券の発行者と公開買付者との関係等】

　該当事項はありません。

 

９【買付け等の対価とする有価証券の発行者の状況】

　該当事項はありません。

 

１０【決済の方法】

（１）【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

日興コーディアル証券株式会社　　東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

 

（２）【決済の開始日】

　平成22年12月３日（金曜日）

　なお、法第27条の10第３項の規定により公開買付期間が延長される場合には、平成22年12月16日（木曜日）となりま

す。

 

（３）【決済の方法】

　公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等（外国人株主等の場合にはその

常任代理人）の住所又は所在地宛に郵送します。

　買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等の指示により、決済の開始日以後遅

滞なく、公開買付代理人から応募株主等（外国人株主等の場合にはその常任代理人）の指定した場所へ送金します。

 

（４）【株券等の返還方法】

　後記「11　その他買付け等の条件及び方法」の「(1）法第27条の13第４項各号に掲げる条件の有無及び内容」及び

「(2）公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全

部を買付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、返還することが必要な株券等を、公開買付期間の末日の

翌々営業日（本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日）以後遅滞なく、公開買付代理人の応募株主口

座上で、応募が行われた時の状態（応募が行われた時の状態とは、本公開買付けへの応募注文の執行が解除された状

態を意味します。）に戻します。新株予約権については、応募に際して提出された、前記の「７　応募及び契約の解除の

方法」の「(1）応募の方法」④に記載した書類を応募株主等（外国の居住者である新株予約権者の場合はその常任

代理人）に対して郵送又は交付します。

 

１１【その他買付け等の条件及び方法】

（１）【法第27条の13第４項各号に掲げる条件の有無及び内容】

　応募株券等の総数が買付予定数の下限（8,337株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付けを行いません。応

募株券等の総数が買付予定数の下限（8,337株）以上の場合は、応募株券等の全部の買付けを行います。

 

（２）【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】

　令第14条第１項第１号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第２号、第３号イ乃至チ及びヌ、第４号、第５号並びに同条第２項第３

号乃至第６号に定める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

　なお、公開買付期間満了の日の前日までに、前記「６　株券等の取得に関する許可等」に記載した公正取引委員会に

対する事前届出に対し、公正取引委員会から対象者普通株式の全部又は一部の処分や事業の一部の譲渡等を命じる内

容の排除措置命令の事前通知を受けた場合、独占禁止法に基づく排除措置命令の事前通知を受ける可能性のある期間

が終了しない場合、又は、独占禁止法第10条第１項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の緊急停

止命令の申立てを受けた場合には、令第14条第１項第４号の「許可等」が得られなかったものとして本公開買付けの

撤回等を行うことがあります。

　また、本公開買付けにおいて、令第14条第１項第３号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、

対象者が過去に提出した法的開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の

記載が欠けていることが判明した場合に該当する事実をいいます。

　撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行いその旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日まで
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に公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

 

（３）【買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法】

　対象者が公開買付期間中に、法第27条の６第１項第１号の規定により令第13条第１項に定める行為を行った場合は、

府令第19条第１項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを行うことがあります。買付け等の価格の引

下げを行おうとする場合は、電子公告を行いその旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公

告を行うことが困難な場合には、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

　買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等

の価格により買付けを行います。

 

（４）【応募株主等の契約の解除権についての事項】

　応募株主等は、公開買付期間中、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。解除の方法について

は、前記「７　応募及び契約の解除の方法」の「(2）契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。

　なお、公開買付者は、応募株主等による契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求すること

はありません。

 

（５）【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】

　公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の６及び令第13条により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行う

ことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経

済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法に

より公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券

等についても、変更後の買付条件等により買付けを行います。

 

（６）【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】

　訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載

した内容に係るものを、府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既

に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。但し、訂正

の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を

応募株主等に交付することにより訂正します。

 

（７）【公開買付けの結果の開示の方法】

　本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第９条の４及び府令第30条の２に規定する方法に

より公表します。
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（８）【その他】

　本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また米国の郵便

その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通

信を含みますが、これらに限りません。）を使用して行われるものではなく、更に米国の証券取引所施設を通じて行わ

れるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募す

ることはできません。

　また、本書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて又は米国内から、郵送その他の方法に

よって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に

違反する本公開買付けへの応募はお受けいたしません。

　本公開買付けに応募する方（外国人株主等の場合はその常任代理人）はそれぞれ、以下の表明・保証を行うことを

要求されます。

　応募者が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと、応募者が

本公開買付けに関するいかなる情報若しくは買付けに関する書類を、米国内において、若しくは米国に向けて、又は米

国内からこれを受領したり送付したりしていないこと、買付け若しくは公開買付応募申込書の署名乃至交付に関し

て、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（電話、テレックス、ファクシミ

リ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。）又は米国内の証券取引所施設を使用して

いないこと、及び、他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動している者ではないこと（当該他の

者が買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。）。
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第２【公開買付者の状況】
 

１【会社の場合】

（１）【会社の概要】

①【会社の沿革】

年月 沿革

平成８年12月 ㈱博報堂、㈱アサツー　ディ・ケイ（旧㈱旭通信社、旧第一企画㈱）、㈱読売広告社、㈱アイアン

ドエス・ビービーディオー（旧㈱アイアンドエス）、㈱デジタルガレージ、㈱徳間書店の共同出

資により資本金１億2,000万円でインターネット広告代理店、デジタル・アドバタイジング・コ

ンソーシアム㈱を設立、営業を開始した。本店は東京都渋谷区上原。

平成10年１月 本店を東京都渋谷区恵比寿西に移転。

平成10年３月 資本金１億8,000万円に増資、㈱大広、㈱日本経済社が株主に加わる。

平成11年12月本店を東京都渋谷区東に移転。

平成12年11月資本金を22億3,375万円に増資。

平成12年12月大阪市に関西支社を開設。

平成13年１月 ㈲デジタル・アド・テック（現連結子会社）を設立。

平成13年７月 ㈱大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場（現ジャスダック市場）に上場。資本金を

32億4,535万円に増資。

平成13年10月ニューヨーク事務所開設。

平成15年12月㈱アド・マーケットプレイスを改組し、㈱スパイスボックス（現関連会社）として発足。

平成16年７月 ㈱エルゴ・ブレインズを関連会社化。

平成16年11月㈱デジタルブティックへ出資し、同社を関連会社化。

平成16年12月㈱アド・プロ（現連結子会社）を設立。

平成17年３月 本店を現住所（渋谷区恵比寿四丁目）に移転。

 １株につき２株の株式分割。

平成17年９月 共同出資により㈱トライサーキット（現連結子会社）を設立。

平成17年10月共同出資により北京迪愛慈商務諮詢有限公司（現・北京迪愛慈広告有限公司、連結子会社）を

設立。

平成18年３月 ㈱エルゴ・ブレインズの第三者割当増資を引き受けて同社を子会社化（現連結子会社）。

平成18年３月 ㈱インタースパイアへ出資し、同社を子会社化（現連結子会社）。

平成18年４月 共同出資により㈱アイメディアドライブ（現連結子会社）を設立。

平成19年１月 「㈱よかよかねっと」と九州地区におけるインターネット広告の営業・販売で業務提携。

平成19年12月共同出資により㈱レリバンシー・プラス（現連結子会社）を設立。

平成20年２月 主要テレビ局を中心に第三者割当を実施。

平成20年６月 名古屋市に中部オフィスを開設。

平成21年２月 ㈱博報堂を引受先とする第三者割当増資を実施。

 ㈱博報堂アイ・スタジオへ出資し、同社を子会社化（現連結子会社）。

平成21年５月 ㈱エルゴ・ブレインズが㈱インタースパイアを吸収合併し、商号を㈱スパイアへ変更（現連結

子会社）。

平成21年６月 ㈱アイレップに出資し、同社を関連会社化。

平成22年３月 ㈱インターナショナルスポーツマーケティングへ出資し同社を子会社化（現連結子会社）。

平成22年３月 ㈱凸風を新規設立（現連結子会社）。

平成22年７月 Charm Communications Inc.（中国・北京市）と業務提携。
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②【会社の目的及び事業の内容】

１）会社の目的

　当社は、次の事業を営むことを目的とします。

１．インターネット等デジタルネットワーク上の広告スペースの購入、販売、斡旋及びその企画並びにコンサル

ティング

２．インターネット等デジタルネットワークを利用した広告、マーケティング、プロモーション、パブリックリレー

ションズ活動の企画、運営、コンサルティング

３．インターネット等デジタルネットワーク上の広告に関する効果の調査受託

４．インターネット等デジタルネットワークを利用した広告に関する情報提供サービスおよび研究開発

５．インターネット等デジタルネットワークを利用した広告に関連する情報システムの販売

６．インターネット等デジタルネットワークを利用した広告の購入、販売、斡旋業務に関連する情報システムの販

売

７．インターネット等デジタルネットワークに関連した事業の企画およびコンサルティング並びに情報システム

の販売

８．インターネット等デジタルネットワークを利用した広告の購入、販売、斡旋業務に関連する業務受託

９．子会社・関連会社の総務、人事、経理等の経営管理業務およびシステム管理・保守等業務の受託

10．労働者派遣事業

11．前各号に附帯する一切の業務

 

２）事業の内容

　当社グループは、当社、当社の親会社、子会社11社、関連会社６社及びその他の関係会社１社により構成され、イン

ターネット広告枠の販売事業を中心とした様々なインターネット広告関連サービスを提供しております。

　当社及び主要関係会社の事業の概要並びに事業系統図は以下のとおりです。

（当社）

・デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱

　インターネット上の広告メディアを取り扱うメディア・レップとして、インターネットや商用オンライン・サー

ビス等のネットワーク上の広告及び関連サービスを提供しております。

（子会社）

・㈱アド・プロ

　当社が議決権の100.0％を所有する法人であります。同社は、広告掲載に関する送稿その他の管理進行業務等の

サービス提供を主な事業内容としております。

・㈱スパイア

　当社が議決権の54.9％を所有する法人であります。同社は、オプトインメール事業、インターネットリサーチ、モバ

イルメディア事業及びモバイルメディアレップ事業を主な事業内容としております。

・㈱レリバンシー・プラス

　当社が議決権の51.0％を所有する法人であります。同社は、リスティング広告、ＳＥＯ（Search Engine

Optimization）及びその周辺領域サービスの提供を主な事業内容としております。

・㈱アイメディアドライブ

　当社が議決権の80.1％を所有する法人であります。同社は、アドネットワークの運営および広告枠の販売を主な事

業内容としております。

・北京迪愛慈広告有限公司

　当社が議決権の50.2％を所有する法人であります。同社は、中国においてインターネット広告事業を営んでおりま

す。

・㈱博報堂アイ・スタジオ

　当社が議決権の60.0％を所有する法人であります。同社は、インターネットサイトやコンテンツの企画・制作事

業、システム開発事業及びＣＲＭ事業等を実施しております。
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［事業系統図］

 

③【資本金の額及び発行済株式の総数】

 平成22年10月28日現在

資本金の額（千円） 発行済株式の総数（株）

4,031,837 534,423
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④【大株主】

  平成22年５月31日現在

氏名又は名称 住所又は所在地
所有株式の数
（株）

発行済株式の総数
に対する所有株式
の数の割合（％）

㈱博報堂ＤＹメディアパート
ナーズ

東京都港区赤坂5-3-1 236,928 44.33

㈱アサツー　ディ・ケイ 東京都中央区築地1-13-1 130,176 24.36

㈱博報堂 東京都港区赤坂5-3-1 45,000 8.42

㈱東急エージェンシー 東京都港区赤坂4-8-18 10,000 1.87

㈱日本経済社 東京都中央区銀座7-13-20 4,000 0.75

大阪証券金融㈱ 大阪府大阪市中央区北浜2-4-6 1,598 0.30

Ｄ．Ａ．コンソーシアム従業
員持株会

東京都渋谷区恵比寿4-20-3 1,532 0.29

㈱テレビ朝日 東京都港区六本木6-9-1 1,500 0.28

日本テレビ放送網㈱ 東京都港区東新橋1-6-1 1,500 0.28

㈱東京放送ホールディングス 東京都港区赤坂5-3-6 1,500 0.28

㈱フジ・メディア・ホール
ディングス

東京都港区台場2-4-8 1,500 0.28

計 － 435,234 81.44

（注）　自己株式が平成22年10月28日現在8,830株あります（公開買付者が平成22年10月28日付で行った自己株式の取得の結果

として取得する株式4,000株を含みます。）。
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⑤【役員の職歴及び所有株式の数】

    平成22年10月28日現在

役名 職名 氏名 生年月日 職歴
所有株式数
（株）

取締役社長
（代表取締
役）

 矢嶋　弘毅 昭和36年３月９日生

昭和59年４月　㈱博報堂入社

平成８年４月　同社マーケティングディレク

ター

平成８年12月　当社代表取締役社長

平成14年２月　当社代表取締役社長執行役員

（現任）

1,172

取締役 経営管理本部長 寺井　久春 昭和31年３月７日生

昭和54年４月　三菱電機㈱入社

昭和63年５月　㈱日本長期信用銀行（現　㈱新生

銀行）入行

平成10年７月　ＵＢＳ信託銀行㈱入行

平成12年６月　当社入社

平成12年７月　当社取締役経営企画室長

平成12年10月　当社取締役経営管理本部長兼ｅ

－ビジネス本部長

平成14年２月　当社取締役執行役員経営管理本

部長（現任）

1,270

取締役 営業本部長 島田　雅也 昭和41年４月１日生

平成２年４月　㈱博報堂入社

平成12年10月　当社入社

当社経営管理本部経営統括部長

平成14年２月　当社執行役員経営管理本部経営

統括部長

平成16年12月　当社執行役員社長室長

平成17年12月　当社執行役員戦略統括本部長

平成18年２月　当社取締役執行役員戦略統括本

部長

平成19年９月　当社取締役執行役員営業本部長

（現任）

440

取締役
ｅ－ビジネス本
部長

徳久　昭彦 昭和37年８月21日生

昭和60年４月　㈱東芝入社

平成12年10月　インフォ・アベニュー㈱入社

平成13年５月　当社入社

当社ｅ－ビジネス本部システム

ソリューション部長

平成14年２月　当社執行役員ｅ－ビジネス本部

長

平成18年２月　当社取締役執行役員ｅ－ビジネ

ス本部長（現任）

平成22年９月　FRUITS BEAR　推進室長（現任）

363
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役名 職名 氏名 生年月日 職歴
所有株式数
（株）

取締役 戦略統括本部長 大塔　達也 昭和40年１月11日生

平成元年４月　㈱リクルート入社

平成13年10月　㈱インべステック取締役ＣＦＯ

平成16年４月　㈱エルゴ・ブレインズ（現　㈱ス

パイア）常務執行役員ＣＦＯ

平成17年10月　当社入社

平成17年12月　当社戦略統括本部副本部長

平成18年２月　当社執行役員戦略統括本部副本

部長

平成19年９月　当社執行役員戦略統括本部長

平成21年２月　当社取締役執行役員戦略統括本

部長（現任）

68

取締役 メディア本部長 高梨　秀一 昭和44年４月９日生

平成２年４月　第一企画㈱（現　㈱アサツー　

ディ・ケイ）入社

平成10年２月　当社出向

平成12年10月　当社転籍メディア本部モバイル

メディア部長

平成13年１月　当社営業本部第一営業部長

平成17年12月　当社営業本部副本部長

平成18年２月　当社執行役員営業本部副本部長

平成18年４月　当社執行役員メディア本部長

平成21年２月　当社取締役執行役員メディア本

部長（現任）

337

取締役  横山　隆治 昭和33年９月29日生

昭和57年４月　㈱旭通信社（現　㈱アサツー　

ディ・ケイ）入社

平成５年１月　同社第３営業本部企画推進室副

部長

平成８年10月　同社総合デジタル本部サイバー

ビジネス開発室室長

平成８年12月　当社代表取締役副社長

平成18年６月　当社代表取締役

平成18年７月　当社取締役（現任）

㈱アサツー　ディ・ケイ執行役

員兼ＡＤＫインタラクティブＣ

ＯＯ

平成20年８月　㈱ＡＤＫインタラクティブ代表

取締役社長（現任）

平成21年１月　㈱アサツー　ディ・ケイ執行役員

メディア・コンテンツ部門

平成21年７月　㈱アサツー　ディ・ケイ顧問（現

任）

1,260
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役名 職名 氏名 生年月日 職歴
所有株式数
（株）

取締役  永井　秀之 昭和20年10月７日生

昭和44年４月　第一企画㈱（現　㈱アサツー　

ディ・ケイ）入社

平成２年７月　同社取締役

平成９年７月　同社常務取締役

平成11年１月　合併により㈱アサツー　ディ・ケ

イ常務取締役

平成12年３月　同社取締役退任

平成12年４月　同社業務役員

平成15年２月　当社取締役（現任）

平成16年１月　㈱アサツー　ディ・ケイ　メディ

ア部門担当兼コンテンツセン

タープレジデント

平成16年３月　同社取締役

平成16年４月　同社執行役員兼務

平成17年１月　同社インタラクティブコミュニ

ケーションセンター担当兼務

平成17年４月　同社常務執行役員兼務

平成18年１月　同社メディア・コンテンツ部門

担当（現任）

平成22年３月　同社特別顧問（現任）

20

取締役  
新倉　雄二
（注５）

昭和31年１月16日生

昭和53年４月　㈱博報堂入社

平成13年12月　同社国際総局中国事業推進局長

兼エグゼクティブインターナ

ショナルディレクター

平成16年５月　㈱博報堂ＤＹメディアパート

ナーズアカウント戦略局長

平成19年４月　同社執行役員総合プロデュース

統括担当補佐（アカウント戦略

局担当）兼アカウント戦略局長

平成20年２月　当社取締役（現任）

平成20年４月　㈱博報堂ＤＹメディアパート

ナーズ執行役員プロデュース部

門統括担当

平成21年４月　同社執行役員ラジオ、ビジネス開

発（ｉ－メディアビジネス、ソ

リューション）担当、プロ

デュース担当補佐

平成22年４月　同社執行役員ラジオ、ｉ－メディ

ア、ソリューション、プロデュー

ス、総合コミュニケーションビ

ジネス推進担当（現任）

－
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役名 職名 氏名 生年月日 職歴
所有株式数
（株）

取締役  松崎　光正 昭和29年６月11日生

昭和52年４月　㈱博報堂入社

平成14年４月　同社第三広告カンパニー第七営

業局長

平成17年４月　同社営業統括局長

平成18年４月　同社執行役員営業統括局長

平成20年４月　同社執行役員営業統括担当補佐

㈱博報堂ＤＹホールディングス

経営企画局長

平成20年６月　㈱博報堂ＤＹホールディングス

取締役グループ戦略統括担当補

佐、経営企画局長

㈱博報堂ＤＹメディアパート

ナーズ取締役

平成21年２月　当社取締役（現任）

平成22年６月　㈱博報堂ＤＹホールディングス

常務取締役（現任）

㈱博報堂取締役常務執行役員

（現任）

－

常勤監査役  重松　義成 昭和26年２月８日生

昭和48年４月　㈱博報堂入社

平成５年12月　同社ラジオ局業務推進部長

平成８年12月　同社ラジオ局局長代理兼業務推

進部長

平成15年10月　同社ラジオ局長

平成15年12月　㈱博報堂ＤＹメディアパート

ナーズラジオ局長

平成19年４月　同社関西支社支社長代理

平成21年２月　当社常勤監査役（現任）

－

監査役  本多　昭次 昭和20年１月９日生

昭和46年４月　㈱三菱銀行（現　㈱三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行）入行

平成８年９月　㈱東京三菱銀行（現　㈱三菱東京

ＵＦＪ銀行）大森支店長

平成11年２月　東京ダイヤモンド・グローバル

サービス㈱常務取締役

平成14年３月　㈱アサツー　ディ・ケイ監査役

平成15年２月　当社監査役（現任）

平成19年３月　㈱アサツー　ディ・ケイ取締役

同社執行役員兼務

同社財経部門担当

平成21年３月　同社顧問（現任）

20

監査役  今泉　智幸 昭和32年８月25日生

昭和57年４月　㈱博報堂入社

平成10年12月　同社第四広告カンパニー第四計

画管理室グループマネージャー

平成13年４月　同社経営企画局グループマネー

ジャー

平成17年４月　㈱博報堂ＤＹメディアパート

ナーズ経営計画室長

平成18年２月　当社監査役（現任）

平成22年４月　同社執行役員総合計画室長（現

任）

－

    計 4,950
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（注１）取締役永井秀之、新倉雄二及び松崎光正の３名は、社外取締役であります。

（注２）監査役重松義成、本多昭次及び今泉智幸の３名は、社外監査役であります。

（注３）所有株式数にはＤ．Ａ．コンソーシアム役員持株会における平成22年９月30日現在の各自の持分を含めた実質持株数

を記載しております。

（注４）当社では、経営の意思決定・監督の機能と業務執行の機能を分離することを目的に執行役員制度を導入しております。

（注５）新倉雄二の戸籍上の表記は、高橋雄二であります。

（注６）矢嶋弘毅、寺井久春、徳久昭彦、高梨秀一の所有株式数には、公開買付者が平成22年10月28日付で行った自己株式の取得

（取得する株式の総数4,000株、取得価額の総額180,000,000円）において売却される株式数を含んでおりません。

（注７）当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役１名を選任

しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 職歴
所有株式数
（株）

川口　和秋 昭和20年５月５日生

昭和45年４月　㈱博報堂入社

平成４年12月　同社ＰＵ　ＳＰ局ダイレクトマーケティング部長

平成９年12月　同社ＭＤＵプロモーションデザイン局長

平成10年12月　同社ＭＤＵプロモーションネットワークセンター室長

平成12年12月　同社ＭＤＵ協働計画室長

平成14年４月　同社メディア・コンテンツカンパニーアウトドアメディ

ア局長

平成15年12月　㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズアウトドアメディア

局長

平成16年２月　当社常勤監査役

平成20年２月　当社常勤監査役退任

当社補欠監査役（現任）

35
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（２）【経理の状況】

１．連結財務諸表及び四半期連結財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、第12期連結会計年度（平成19年12月１日から平成20年11月30日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に

基づき、第13期連結会計年度（平成20年12月１日から平成21年11月30日まで）は、改正後の連結財務諸表規則

に基づいて作成しております。

　

(2）当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年

内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、第13期第３四半期連結会計期間（平成21年６月１日から平成21年８月31日まで）及び第13期第３四半

期連結累計期間（平成20年12月１日から平成21年８月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づ

き、第14期第３四半期連結会計期間（平成22年６月１日から平成22年８月31日まで）及び第14期第３四半期連

結累計期間（平成21年12月１日から平成22年８月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて

作成しております。

　

２．監査証明について

(1）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第12期連結会計年度（平成19年12月１日から平

成20年11月30日まで）及び第13期連結会計年度（平成20年12月１日から平成21年11月30日まで）の連結財務

諸表について、あずさ監査法人により監査を受けております。

　

(2）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第13期第３四半期連結会計期間（平成21年６月

１日から平成21年８月31日まで）及び第13期第３四半期連結累計期間（平成20年12月１日から平成21年８月

31日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに第14期第３四半期連結会計期間（平成22年６月１日から平成22

年８月31日まで）及び第14期第３四半期連結累計期間（平成21年12月１日から平成22年８月31日まで）に係

る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査法人

となっております。
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【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

（単位：千円）

　 　 　 　 　
第12期連結会計年度
（平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（平成21年11月30日）

資産の部 　 　

　 流動資産 　 　

　 　 現金及び預金 ※2　　5,344,279 ※2　　5,678,796

　 　 受取手形及び売掛金 4,981,095 5,047,038

　 　 有価証券 96,571 100,963

　 　 その他 383,907 881,451

　 　 貸倒引当金 △4,925 △3,732

　 　 流動資産合計 10,800,928 11,704,516

　 固定資産 　 　

　 　 有形固定資産 　 　

　 　 　 建物 308,209 293,511

　 　 　 　 減価償却累計額 △133,888 △142,316

　 　 　 　 建物（純額） 174,321 151,195

　 　 　 工具、器具及び備品 537,093 632,243

　 　 　 　 減価償却累計額 △330,239 △414,717

　 　 　 　 工具、器具及び備品（純額） 206,853 217,525

　 　 　 リース資産 － 3,848

　 　 　 　 減価償却累計額 － △855

　 　 　 　 リース資産（純額） － 2,993

　 　 　 有形固定資産合計 381,174 371,714

　 　 無形固定資産 　 　

　 　 　 のれん 364,889 673,826

　 　 　 ソフトウエア 370,620 549,442

　 　 　 ソフトウエア仮勘定 185,808 50,086

　 　 　 特許権 1,233 2,520

　 　 　 その他 8,332 8,323

　 　 　 無形固定資産合計 930,885 1,284,200

　 　 投資その他の資産 　 　

　 　 　 投資有価証券 ※1　　1,502,210 ※1　　1,369,207

　 　 　 繰延税金資産 144,932 172,823

　 　 　 その他 675,965 725,680

　 　 　 貸倒引当金 △128,167 △128,309

　 　 　 投資その他の資産合計 2,194,941 2,139,402

　 　 固定資産合計 3,507,001 3,795,316

　 資産合計 14,307,930 15,499,833
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（単位：千円）

　 　 　
第12期連結会計年度
（平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（平成21年11月30日）

負債の部 　 　

　 流動負債 　 　

　 　 買掛金 ※2　　4,351,213 ※2　　4,168,747

　 　 短期借入金 50,000 －

　 　 1年内返済予定の長期借入金 173,328 62,220

　 　 未払金 431,480 446,330

　 　 未払法人税等 262,858 256,257

　 　 役員賞与引当金 35,000 19,587

　 　 賞与引当金 － 113,147

　 　 ポイント引当金 － 13,709

　 　 その他 209,972 192,794

　 　 流動負債合計 5,513,852 5,272,794

　 固定負債 　 　

　 　 長期借入金 122,234 60,014

　 　 退職給付引当金 92,268 121,752

　 　 役員退職慰労引当金 94,397 －

　 　 ポイント引当金 21,057 16,213

　 　 その他 1,316 105,042

　 　 固定負債合計 331,273 303,021

　 負債合計 5,845,125 5,575,816

純資産の部 　 　

　 株主資本 　 　

　 　 資本金 3,387,977 4,031,837

　 　 資本剰余金 2,741,944 3,369,621

　 　 利益剰余金 2,051,448 2,193,472

　 　 自己株式 △447,001 △448,094

　 　 株主資本合計 7,734,368 9,146,836

　 評価・換算差額等 　 　

　 　 その他有価証券評価差額金 △61,131 △47,948

　 　 為替換算調整勘定 △34 △10,244

　 　 評価・換算差額等合計 △61,165 △58,192

　 新株予約権 ※3　　79,501 ※3　　127,886

　 少数株主持分 710,100 707,486

　 純資産合計 8,462,804 9,924,016

負債純資産合計 14,307,930 15,499,833
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②【連結損益計算書】

（単位：千円）

　 　
第12期連結会計年度

（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日）

売上高 45,826,187 47,915,379

売上原価 39,077,095 40,436,373

売上総利益 6,749,091 7,479,005

販売費及び一般管理費 ※1　　5,343,057 ※1　　6,535,481

営業利益 1,406,033 943,524

営業外収益 　 　

　 受取利息 15,984 7,815

　 受取配当金 1,970 4,731

　 為替差益 4,699 8,812

　 ポイント引当金戻入額 － 3,775

　 その他 6,581 9,171

　 営業外収益合計 29,237 34,306

営業外費用 　 　

　 支払利息 8,889 6,473

　 支払手数料 － 25,000

　 持分法による投資損失 54,909 39,319

　 投資有価証券評価差額 10,072 －

　 不動産賃貸費用 － 13,022

　 その他 14,645 12,184

　 営業外費用合計 88,517 96,001

経常利益 1,346,753 881,829

特別利益 　 　

　 投資有価証券売却益 11,854 49

　 持分変動利益 5,271 93,827

　 固定資産売却益 － ※3　　13

　 その他 393 4,628

　 特別利益合計 17,519 98,519

特別損失 　 　

　 投資有価証券評価損 99,764 275,428

　 投資有価証券売却損 852 252

　 固定資産除却損 ※2　　41,193 ※2　　48,452

　 固定資産売却損 － ※4　　13,643

　 減損損失 － ※5　　56,550

　 特別退職金 － 26,608

　 その他 3,537 11,523

　 特別損失合計 145,347 432,459

税金等調整前当期純利益 1,218,925 547,890

法人税、住民税及び事業税 481,546 426,510

法人税等調整額 △53,731 △7,949

法人税等合計 427,815 418,561

少数株主損失（△） △52,028 △166,774

当期純利益 843,137 296,102
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③【連結株主資本等変動計算書】

（単位：千円）

　 　 　 　
第12期連結会計年度

（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日）

株主資本 　 　

　 資本金 　 　

　 　 前期末残高 3,387,977 3,387,977

　 　 当期変動額 　 　

　 　 　 新株の発行 － 643,860

　 　 　 当期変動額合計 － 643,860

　 　 当期末残高 3,387,977 4,031,837

　 資本剰余金 　 　

　 　 前期末残高 2,800,445 2,741,944

　 　 当期変動額 　 　

　 　 　 自己株式の処分 △58,501 △16,182

　 　 　 新株の発行 － 643,860

　 　 　 当期変動額合計 △58,501 627,677

　 　 当期末残高 2,741,944 3,369,621

　 利益剰余金 　 　

　 　 前期末残高 1,281,112 2,051,448

　 　 当期変動額 　 　

　 　 　 剰余金の配当 △72,066 △154,078

　 　 　 新規連結による減少 △736 －

　 　 　 当期純利益 843,137 296,102

　 　 　 当期変動額合計 770,335 142,024

　 　 当期末残高 2,051,448 2,193,472

　 自己株式 　 　

　 　 前期末残高 △544,752 △447,001

　 　 当期変動額 　 　

　 　 　 自己株式の取得 △362,045 △33,498

　 　 　 自己株式の処分 459,796 32,404

　 　 　 当期変動額合計 97,750 △1,093

　 　 当期末残高 △447,001 △448,094

　 株主資本合計 　 　

　 　 前期末残高 6,924,783 7,734,368

　 　 当期変動額 　 　

　 　 　 新株の発行 － 1,287,720

　 　 　 剰余金の配当 △72,066 △154,078

　 　 　 新規連結による減少 △736 －

　 　 　 当期純利益 843,137 296,102

　 　 　 自己株式の取得 △362,045 △33,498

　 　 　 自己株式の処分 401,295 16,222

　 　 　 当期変動額合計 809,585 1,412,468

　 　 当期末残高 7,734,368 9,146,836
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（単位：千円）

　 　 　 　
第12期連結会計年度

（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日）

評価・換算差額等 　 　

　 その他有価証券評価差額金 　 　

　 　 前期末残高 1,823 △61,131

　 　 当期変動額 　 　

　 　 　 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △62,955 13,182

　 　 　 当期変動額合計 △62,955 13,182

　 　 当期末残高 △61,131 △47,948

　 為替換算調整勘定 　 　

　 　 前期末残高 281 △34

　 　 当期変動額 　 　

　 　 　 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △315 △10,210

　 　 　 当期変動額合計 △315 △10,210

　 　 当期末残高 △34 △10,244

　 評価・換算差額等合計 　 　

　 　 前期末残高 2,105 △61,165

　 　 当期変動額 　 　

　 　 　 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △63,270 2,972

　 　 　 当期変動額合計 △63,270 2,972

　 　 当期末残高 △61,165 △58,192

新株予約権 　 　

　 前期末残高 22,243 79,501

　 当期変動額 　 　

　 　 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 57,258 48,384

　 　 当期変動額合計 57,258 48,384

　 当期末残高 79,501 127,886

少数株主持分 　 　

　 前期末残高 604,577 710,100

　 当期変動額 　 　

　 　 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 105,522 △2,613

　 　 当期変動額合計 105,522 △2,613

　 当期末残高 710,100 707,486

純資産合計 　 　

　 前期末残高 7,553,709 8,462,804

　 当期変動額 　 　

　 　 新株の発行 － 1,287,720

　 　 剰余金の配当 △72,066 △154,078

　 　 新規連結による減少 △736 －

　 　 当期純利益 843,137 296,102

　 　 自己株式の取得 △362,045 △33,498

　 　 自己株式の処分 401,295 16,222

　 　 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 99,509 48,744

　 　 当期変動額合計 909,094 1,461,212

　 当期末残高 8,462,804 9,924,016
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

　 　
第12期連結会計年度

（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 　 　

　 税金等調整前当期純利益 1,218,925 547,890

　 減価償却費 235,263 278,910

　 のれん償却額 67,308 94,119

　 貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,769 △1,050

　 退職給付引当金の増減額（△は減少） 30,048 29,484

　 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △616 △94,397

　 ポイント引当金の増減額（△は減少） 2,121 7,633

　 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 5,000 △15,412

　 投資有価証券評価差額 10,072 －

　 投資有価証券売却益 △11,854 △49

　 投資有価証券売却損 852 252

　 投資有価証券評価損益（△は益） 99,764 275,428

　 受取利息及び受取配当金 △17,955 △12,547

　 支払利息 8,889 6,473

　 持分法による投資損益（△は益） 54,909 39,319

　 固定資産除売却損益（△は益） 41,193 62,082

　 持分変動損益（△は益） △5,271 △93,827

　 売上債権の増減額（△は増加） △716,672 610,918

　 たな卸資産の増減額（△は増加） △43,546 46,535

　 前渡金の増減額（△は増加） △9,872 －

　 仕入債務の増減額（△は減少） 325,568 △370,627

　 未払金の増減額（△は減少） 84,805 △13,462

　 未払消費税等の増減額（△は減少） 2,170 △28,381

　 その他 469,453 24,202

　 小計 1,852,328 1,393,495

　 利息及び配当金の受取額 17,978 12,968

　 利息の支払額 △9,328 △6,473

　 法人税等の支払額 △396,709 △528,329

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,464,268 871,661
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（単位：千円）

　 　
第12期連結会計年度

（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日）

投資活動によるキャッシュ・フロー 　 　

　 定期預金の預入による支出 △5,000 －

　 定期預金の払戻による収入 20,000 －

　 投資有価証券の取得による支出 △300,000 △2,700

　 投資有価証券の売却及び償還による収入 164,290 200,000

　 有形固定資産の取得による支出 △190,469 △113,598

　 無形固定資産の取得による支出 △268,689 △252,762

　 子会社株式の取得による支出 △43 －

　 差入保証金の支払による支出 △50,946 △82,307

　 差入保証金の回収による収入 8,413 102,355

　 長期前払費用の支払による支出 △19,282 －

　 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 － ※2　　8,704

　 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 － ※2　　△878,262

　 関係会社株式の取得による支出 － △372,643

　 保険積立金の払戻による収入 － 12,729

　 その他 △59,747 △14,557

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △701,476 △1,393,042

財務活動によるキャッシュ・フロー 　 　

　 短期借入金の純増減額（△は減少） △41,899 △50,000

　 長期借入金の返済による支出 △103,873 △173,328

　 長期借入れによる収入 200,000 －

　 社債の償還による支出 △200,000 －

　 株式の発行による収入 － 1,283,130

　 自己株式の取得による支出 △362,045 △33,498

　 自己株式の売却による収入 401,295 16,222

　 少数株主への株式の発行による収入 98,000 26,280

　 配当金の支払額 △71,283 △158,327

　 少数株主への配当金の支払額 － △38,800

　 その他 － △897

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △79,806 870,781

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,725 △14,878

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 681,260 334,521

現金及び現金同等物の期首残高 4,653,876 5,337,297

新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 2,161 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※1　　5,337,297 ※1　　5,671,819
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
第12期連結会計年度

（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日）

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数　　10社 (1) 連結子会社の数　　11社

 (2) 連結子会社の名称

株式会社トライサーキット

　   有限会社デジタル・アド・テック

株式会社アド・プロ

株式会社インタースパイア

株式会社インターライド

　　 株式会社エルゴ・ブレインズ

株式会社スパイスボックス

　　 株式会社テトテ

　 　株式会社レリバンシー・プラス

北京迪愛慈広告有限公司

（注）株式会社テトテ及び株式会社レ

リバンシー・プラスは、当連結会

計年度において新たに設立したた

め、連結の範囲に含めております。

　前連結会計年度において非連結

子会社でありました有限会社デジ

タル・アド・テックは、重要性が

増したため当連結会計年度から、

連結の範囲に含めております。

(2) 連結子会社の名称

DACビジネスパートナーズ株式会社

　   有限会社デジタル・アド・テック

株式会社アド・プロ

株式会社アイメディアドライブ

　　 株式会社博報堂アイ・スタジオ

株式会社スパイア

　　 株式会社インターライド

     株式会社スパイスボックス

　 　株式会社テトテ

　　 株式会社レリバンシー・プラス

北京迪愛慈広告有限公司

（注）株式会社博報堂アイ・スタジオは、

当連結会計年度において新たに株式

を取得したため、株式会社アイメディ

アドライブは、当連結会計年度におい

て株式を追加で取得したため、連結の

範囲に含めております。

 　株式会社インタースパイアは、平成

21年５月１日に株式会社エルゴ・ブ

レインズを存続会社とする吸収合併

方式で解散しており、同日株式会社エ

ルゴ・ブレインズは、商号を株式会社

スパイアへ変更いたしました。

 　株式会社トライサーキットは、平成

21年７月30日に商号をDACビジネス

パートナーズ株式会社へ変更しまし

た。

 (3) 主要な非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称

ERGO BRAINS,INC.（米国）

（注）前連結会計年度において非連結子

会社でありました有限会社デジタル

・アド・テックは、重要性が増した

ため当連結会計年度から、連結の範

囲に含めております。

(3) 主要な非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称

ERGO BRAINS,INC.（米国）

　

 （連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模会社であり、合

計の総資産、売上高、当期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためでありま

す。

（連結の範囲から除いた理由）

同左
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項目
第12期連結会計年度

（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日）

２．持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法適用の関連会社の数　５社

(2) 会社名

株式会社アイメディアドライブ

株式会社デジタルブティック

　 　株式会社ＡＤＫインタラクティブ

株式会社アイズファクトリー

株式会社グリッド・ソリューション　　

　ズ

（注）株式会社ＡＤＫインタラクティ

ブは、当連結会計年度において新

たに設立したため、持分法適用会

社となりました。

(1) 持分法適用の関連会社の数　７社

(2) 会社名

株式会社アイレップ

株式会社あいけあ

株式会社デジタルブティック

　 　株式会社ＡＤＫインタラクティブ

イーマネー・マーケティング・ユナイ

テッド有限責任事業組合

　　 株式会社アイズファクトリー

株式会社グリッド・ソリューション　　

　ズ

（注）イーマネー・マーケティング・ユナ

イテッド有限責任事業組合は、当連結

会計年度に新たに設立したため、株式

会社アイレップ及び株式会社あいけあ

は、当連結会計年度に新たに株式を取

得したため、持分法適用会社となりま

した。

　株式会社アイメディアドライブは、当

連結会計年度に株式を追加取得し、子

会社化したため、持分法の適用範囲か

ら除外しております。

 (3) 持分法を適用しない非連結子会社

ERGO BRAINS,INC.（米国）

（注）前連結会計年度において非連結子

会社でありました有限会社デジタル

・アド・テックは、重要性が増した

ため当連結会計年度から、連結の範

囲に含めております。

(3) 持分法を適用しない非連結子会社

ERGO BRAINS,INC.（米国）

　

 （持分法を適用しない理由）

持分法非適用会社は、当期純損益及び

利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体として重要性がないため持

分法の適用範囲から除外しております。

（持分法を適用しない理由）

同左

 (4) 持分法適用会社のうち、決算日が異な

る会社については、当該会社の直近の四

半期決算を基にした仮決算により作成し

た財務諸表を使用しております。

(4) 　　　　　　同左
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項目
第12期連結会計年度

（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日）

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の株式会社スパイスボック

ス、株式会社テトテ及び株式会社レリバン

シー・プラスの決算日は９月30日でありま

す。連結財務諸表の作成にあたっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、同決算日から連結決算日までの期

間に重要な取引が生じた場合には、連結上、

必要な調整を行うこととしております。

また、連結子会社の株式会社トライサー

キット、北京迪愛慈広告有限公司及び株式

会社エルゴ・ブレインズの決算日は12月31

日、株式会社インタースパイア及び株式会

社インターライドの決算日は３月31日であ

ります。連結財務諸表の作成にあたっては、

直近の四半期決算を基にした仮決算により

作成した財務諸表を使用しております。た

だし、同四半期決算日から連結決算日まで

の期間に重要な取引が生じた場合には、連

結上、必要な調整を行うこととしておりま

す。

連結子会社のうち株式会社スパイスボッ

クス、株式会社テトテ及び株式会社レリバ

ンシー・プラスの決算日は９月30日であり

ます。連結財務諸表の作成にあたっては、同

決算日現在の財務諸表を使用しておりま

す。

ただし、同決算日から連結決算日までの

期間に重要な取引が生じた場合には、連結

上、必要な調整を行うこととしております。

また、連結子会社の株式会社アイメディ

アドライブの決算日は６月30日、連結子会

社のDACビジネスパートナーズ株式会社、北

京迪愛慈広告有限公司及び株式会社スパイ

アの決算日は12月31日、株式会社博報堂ア

イ・スタジオ及び株式会社インターライド

の決算日は３月31日であります。連結財務

諸表の作成にあたっては、直近の四半期決

算を基にした仮決算により作成した財務諸

表を使用しております。

ただし、同四半期決算日から連結決算日

までの期間に重要な取引が生じた場合に

は、連結上必要な調整を行うこととしてお

ります。

４．会計処理基準に関する事

項

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①有価証券

　満期保有目的の債券

償却原価法を採用しております。

①有価証券

　満期保有目的の債券

同左

 その他有価証券

時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は、移動平均法に

より算定）を採用しております。

　なお、組込デリバティブを区分して測

定することができない複合金融商品等

は、全体を時価評価し、評価差額を当期

の損益に計上しております。

その他有価証券

時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は、移動平均法により算

定）を採用しております。

 時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用して

おります。

時価のないもの

同左

 ②たな卸資産　

　商品

　移動平均法による原価法を採用して

おります。　

②たな卸資産　

　商品

　移動平均法による原価法（収益性の低

下による簿価切下げの方法）を採用して

おります。
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項目
第12期連結会計年度

（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産

（イ）平成19年３月31日以前に取得した有

形固定資産

　当社及び国内連結子会社は法人税法の

定めと同一の基準による旧定率法（ただ

し、建物（附属設備を除く）については

法人税法の定めと同一の基準による旧定

額法）を、また、在外連結子会社は定額法

によっております。

①有形固定資産（リース資産を除く）　

同左

　 （ロ）平成19年４月１日以後に取得した有

形固定資産

　当社及び国内連結子会社は法人税法の

定めと同一の基準による定率法（ただ

し、建物（附属設備を除く）については

法人税法の定めと同一の基準による定額

法）を、また、在外連結子会社は定額法に

よっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物　　　　８～15年

器具備品　　３～20年

　

 (追加情報)

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に到達した事

業年度の翌事業年度より取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５年間にわ

たり均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。これによる、損益に与え

る影響は軽微であります。

――――

 ②無形固定資産

定額法を採用しております。

　　なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における見込利用可能期間（主

に５年）に基づく定額法を採用しており

ます。

②無形固定資産（リース資産を除く）

同左

 ③　　　　　――――― ③リース資産

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引

に係るリース資産

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

ゼロとする定額法を採用しております。

　　なお、所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引のうち、リース取引開始日が平成

20年11月30日以前のリース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。　　
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項目
第12期連結会計年度

（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日）

 ④繰延資産の処理方法　

開業費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

―――――

④繰延資産の処理方法

――――　

　

　

　株式交付費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

(3）重要な引当金の計上基

準

①　　　　　――――― ①賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額の当連結会計年

度負担額を計上しております。

　 ②貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に備えるため、当

社及び国内連結子会社は一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上してお

ります。在外連結子会社は個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を計上し

ております。

②貸倒引当金

同左

 ③退職給付引当金

　当社の従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付債務

の見込額に基づき計上しております。

③退職給付引当金

同左

 ④役員退職慰労引当金

　当社の役員の退職金支給に備えるため、

会社内規により算出した期末要支給額を

計上しております。

④役員退職慰労引当金

（追加情報）　

　役員の退職慰労金の支出に充てるため、

会社内規に基づく期末における要支給額

を計上しておりましたが、平成21年２月

26日開催の株主総会において、役員退職

慰労金制度を廃止し、制度廃止時の要支

給額を打切り支給することを決議しまし

た。この役員退職慰労金制度の廃止に伴

い、制度廃止時における未支給額を固定

負債（その他）として計上しておりま

す。

 ⑤役員賞与引当金

　当社は、役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基づき計

上しております。

⑤役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、支給見込額に基づき計上して

おります。

 ⑥ポイント引当金

　連結子会社である株式会社エルゴ・ブ

レインズはドリームメール会員に対し、

メール受信・アンケート回答等に関して

付与したポイントの使用により今後発生

すると見込まれる景品交換費用に備える

ため、当連結会計年度末において将来使

用されると見込まれる額を計上しており

ます。

⑥ポイント引当金

　当社及び連結子会社である株式会社ス

パイアは、会員等に対して付与したポイ

ントの使用により今後発生すると見込ま

れる景品交換費用等に備えるため、当連

結会計年度末において将来使用されると

見込まれる額を計上しております。 
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項目
第12期連結会計年度

（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日）

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。

　なお、在外連結子会社等の資産及び負債並

びに収益及び費用は、連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は純

資産の部における為替換算調整勘定及び少

数株主持分に含めて表示しております。

同左

(5) 収益及び費用の計上基

準

メディアサービス売上高及びメディア

サービス売上原価をそれぞれ両建計上し、

契約金額を広告掲載期間における日数で按

分し、売上高及び売上原価を計上しており

ます。

同左

(6) 重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。

――――

(7）重要なヘッジ会計の方

法

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。な

お、特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップ等に関しては、特例処理を採用して

おります。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段・・・金利スワップ

　　ヘッジ対象・・・借入金

③ヘッジ方針

リスク管理方針に基づき、金利変動リス

クをヘッジしております。

④ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満たし

ているものに限定することで有効性の評価

としております。

――――

　

　

　

　

――――

　

　

――――

　

　

――――

(8）その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によって

おります。

消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．のれん償却に関する事項 　のれん償却については、その効果が発現す

る期間を個別に見積り、主に10年間で均等

償却しております。 

同左

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。

同左
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

第12期連結会計年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日）

───── （たな卸資産）

　当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計

基準第９号）を適用し、原価法から原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）に変更しております。この結

果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の

営業利益及び経常利益は174千円それぞれ減少し、税金等

調整前当期純利益は7,638千円減少しております。

───── （リース取引に関する会計基準等）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業

会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））および

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計

士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を

適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用してお

ります。

　これに伴う影響は軽微であります。　

　

【表示方法の変更】

第12期連結会計年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日）

（連結貸借対照表）  

前連結会計年度まで投資その他の資産の「その他」に含

めて表示しておりました「繰延税金資産」（固定）（前

連結会計年度は70,203千円）は、資産の総額の100分の１

を超えたため、当連結会計年度より区分掲記することに

いたしました。

（連結貸借対照表）  

前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて表示

しておりました「ポイント引当金」（前連結会計年度は

 1,232千円）は重要性が増したため、当連結会計年度よ

り区分掲記することにいたしました。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

①前連結会計年度まで区分掲記しておりました「未収入

金の増加額」（当連結会計年度は10,438千円）は重要性

が乏しくなったため、当連結会計年度より営業活動によ

るキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示するこ

とにいたしました。

　②前連結会計年度まで区分掲記しておりました「前払費

用の増加額」（当連結会計年度は△650千円）は重要性

が乏しくなったため、当連結会計年度より営業活動によ

るキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示するこ

とにいたしました。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

①前連結会計年度まで区分掲記しておりました「前渡金

の増減額」（当連結会計年度は△9,790千円）は重要性

が乏しくなったため、当連結会計年度より営業活動によ

るキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示するこ

とにいたしました。

　②前連結会計年度まで区分掲記しておりました「長期前

払費用の支払による支出」（当連結会計年度は△5,472

千円）は重要性が乏しくなったため、当連結会計年度よ

り投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含

めて表示することにいたしました。
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【注記事項】

（連結貸借対照表関係）

第12期連結会計年度
（平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（平成21年11月30日）

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

投資有価証券（株式） 152,317千円

投資有価証券（社債） 9,990千円　

投資有価証券（株式） 472,867千円

投資有価証券（社債） 9,360千円　

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

定期預金 9,000千円 定期預金 9,000千円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

買掛金 61,148千円 買掛金 77,429千円

※３　新株引受権（676千円）は、「新株予約権」に含めて

表示しております。

※３　新株引受権（676千円）は、「新株予約権」に含めて

表示しております。

　 　４　受取手形裏書譲渡高　　　　 　　145,696千円
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（連結損益計算書関係）

第12期連結会計年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は

次のとおりであります。

役員報酬 298,085千円

従業員人件費 2,498,412千円

人材派遣費及び業務委託費 337,605千円

不動産賃借料 546,685千円

減価償却費 164,154千円

のれん償却額 67,308千円

役員賞与引当金繰入額 35,000千円

役員退職慰労引当金繰入額 16,427千円

退職給付費用 73,394千円

ポイント引当金繰入額 1,972千円

貸倒引当金繰入 2,465千円

役員報酬 393,073千円

従業員人件費 3,195,687千円

人材派遣費及び業務委託費 606,497千円

不動産賃借料 633,200千円

減価償却費 219,274千円

のれん償却額 94,119千円

役員賞与引当金繰入額 14,000千円

役員退職慰労引当金繰入額 7,503千円

退職給付費用 88,302千円

※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物 21,493千円

器具備品 4,957千円

ソフトウェア 13,585千円

原状回復費用 1,156千円

合計 41,193千円

建物 17,231千円

工具器具備品 6,688千円

ソフトウェア 1,973千円

原状回復費用 22,559千円

合計 48,452千円
　

　 ※３　固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

工具器具備品 13千円
　

　 ※４　固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

工具器具備品 6千円

ソフトウェア 9,742千円

ゴルフ会員権 3,894千円

合計 13,643千円
　

　 ※５減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グ

ループについて減損損失を計上いたしました。　

場所 用途　 種類　

　東京都港区
　インターネット広

告事業

工具器具備品

ソフトウェア

のれん

　東京都渋谷区
　インターネット広

告事業

ソフトウェア

商標権

　
　当社グループは、原則としてセグメント別に資産グループ
化を行っております。

　営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなってお

り、かつ将来キャッシュ・フローの見積り総額が帳簿価額

を下回る資産グループについて、帳簿価額を回収可能限度

額まで減額し、当該減少額を減損損失（56,550千円）とし

て特別損失に計上しております。その内訳は、工具器具備品

2,049千円、ソフトウェア32,137千円、商標権541千円及びの

れん21,821千円であります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、零として評価しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

　　　第12期連結会計年度（自　平成19年12月１日　至　平成20年11月30日）

　　　１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数
（株）

当連結会計年度
増加株式数
（株）

当連結会計年度
減少株式数
（株）

当連結会計年度末
株式数
（株）

発行済株式     

普通株式 489,423 ― ― 489,423

合計 489,423 ― ― 489,423

自己株式     

普通株式（注）１、２ 8,968 6,459 7,500 7,927

合計 8,968 6,459 7,500 7,927

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加6,459株は、平成19年10月31日及び平成20年10月29日開催の当社取締役会

決議に基づく買い付けによるものであります。

　　　２．普通株式の自己株式の株式数の減少7,500株は、平成20年２月26日開催の当社取締役会決議に基づく自己株式の処

分によるものであります。　

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の目
的となる株式の
種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

第１回無担保社債

（新株引受権付）
普通株式 3,757 ― ― 3,757 676

平成14年４月

新株引受権
普通株式 980 ― ― 980 ―

平成16年４月

新株予約権

(注)１

普通株式 3,760 ― 400 3,360 ―

平成17年７月

新株予約権

(注)２

普通株式 5,430 ― 210 5,220 ―

平成18年４月

新株予約権

(注)３

普通株式 9,160 ― 485 8,675 ―

 

平成19年７月

新株予約権

(注)４

普通株式 1,800 ― ― 1,800 39,509

 

平成19年７月

新株予約権

(注)５、６

普通株式 1,910 ― 60 1,850 39,316

合計 － 26,797 ― 1,155 25,642 79,501

(注）１．平成16年４月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

２．平成17年７月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

３．平成18年４月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

４．平成19年７月新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

５．平成19年７月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

６．平成19年７月新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
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区分 新株予約権の内訳
新株予約権の目
的となる株式の
種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

連結子会社

（㈱エルゴ・

ブレインズ）

平成13年５月

新株引受権

(注)１

普通株式 304,000 ― 5,100 298,900 ―

平成13年11月

新株引受権

(注)２

普通株式 3,700 ― 900 2,800 ―

平成15年６月

新株予約権

(注)３

普通株式 55,400 ― 55,400 ― ―

平成17年12月

新株予約権

(注)４

普通株式 113,100 ― 11,900 101,200 ―

平成18年４月

新株予約権

(注)５、６

普通株式 76,500 ― 7,000 69,500 ―

合計  552,700 ― 80,300 472,400 ―

連結子会社

（㈱スパイス

ボックス）

平成18年４月

新株予約権
普通株式 684 ― ― 684 ―

　合計  684 ― ― 684 ―

連結子会社　

(㈱インター

スパイア）

平成20年３月　

　新株予約権

(注)７、８、９

普通株式　 ― 1,119 5 1,114 ―

合計  ― 1,119 5 1,114 ―

（注）１．平成13年５月新株引受権の当連結会計年度の減少は、新株引受権の消却によるものであります。

２．平成13年11月新株引受権の当連結会計年度の減少は、新株引受権の消却によるものであります。

３．平成15年６月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却及び行使期間満了によるものであり

ます。

４. 平成17年12月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

５．平成18年４月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

６．平成18年４月新株予約権は、権利行使期日の初日が到来しておりません。

７．平成20年３月新株予約権の当連結会計年度の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

　　　８．平成20年３月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

９．平成20年３月新株予約権は、権利行使期日の初日が到来しておりません。

　　　３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年２月28日

定時株主総会
普通株式 72,066 150 平成19年11月30日平成20年２月29日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成21年２月26日

定時株主総会
普通株式 154,078利益剰余金 320平成20年11月30日平成21年２月27日
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　　　第13期連結会計年度（自　平成20年12月１日　至　平成21年11月30日）

　　　１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数
（株）

当連結会計年度
増加株式数
（株）

当連結会計年度
減少株式数
（株）

当連結会計年度末
株式数
（株）

発行済株式     

普通株式（注）１ 489,423 45,000 － 534,423

合計 489,423 45,000 － 534,423

自己株式     

普通株式（注）２、３ 7,927 1,217 560 8,584

合計 7,927 1,217 560 8,584

（注）１．発行済株式の普通株式の増加45,000株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。

　　　２．普通株式の自己株式の株式数の増加1,217株は、平成20年10月29日開催の当社取締役会決議に基づく買い付けによ

るものであります。

　　　３．普通株式の自己株式の株式数の減少560株は、新株引受権の行使により自己株式を充当したことによるものであり

ます。　

　　　２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の目
的となる株式の
種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

 

第１回無担保社債

（新株引受権付）
普通株式 3,757 ― ― 3,757 676

平成14年４月

新株引受権

（注）１　

普通株式 980 ― 980 ― ―

平成16年４月

新株予約権

(注)２

普通株式 3,360 ― 240 3,120 　―

平成17年７月

新株予約権

(注)３

普通株式 5,220 　― 150 5,070 ―

平成18年４月

新株予約権

(注)４

普通株式 8,675 ― 335 8,340 ―

平成19年７月

新株予約権
普通株式 1,800 ― － 1,800 56,057

平成19年７月

新株予約権

(注)５

普通株式 1,850 　― 60 1,790 53,973

平成21年３月

新株予約権

(注)６

普通株式 ― 616 ― 616 17,179

合計 　― 25,642 616 1,765 24,493　 127,886

(注）１．平成14年４月新株引受権の当連結会計年度の減少は、権利行使および新株予約権の償却によるものでありま

す。

２．平成16年４月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

３．平成17年７月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

４．平成18年４月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

５．平成19年７月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

６．平成21年３月新株予約権の当連結会計年度の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
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区分 新株予約権の内訳
新株予約権の目
的となる株式の
種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

連結子会社

（㈱スパイ

ア）　

平成13年５月

新株引受権

(注)１

普通株式 298,900 ― 7,300 291,600 　―　

平成13年11月

新株引受権

(注)２

普通株式 2,800　 ― 500 2,300 ―

平成17年12月

新株予約権

(注)３

普通株式 101,200 ― 13,100 88,100 ―

平成18年４月

新株予約権

(注)４、５

普通株式 69,500 ― 15,000 54,500 ―

平成21年５月

新株予約権

(注)６、７，８

普通株式 ― 513,372 17,208 496,164 ―

平成21年５月

新株予約権

(注)９、10、11

普通株式 ― 76,958 26,290 50,668 ―　

合計  ― 472,400 590,330 79,398 983,332 ―

連結子会社

（㈱スパイス

ボックス）

平成18年４月

新株予約権

（注）12、13　

普通株式 684 371 20 1,035 ―

　合計  ― 684 371 20 1,035 ―

連結子会社　

(㈱アイメ

ディアドライ

ブ）

平成20年７月　

　新株予約権

（注）14　

普通株式　 ―　 200 ― 200 ―

合計  ― ― 200　 ― 200 ―

（注）１．平成13年５月新株引受権の当連結会計年度の減少は、新株引受権の消却によるものであります。

２．平成13年11月新株引受権の当連結会計年度の減少は、新株引受権の消却によるものであります。

３．平成17年12月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

４. 平成18年４月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

５．平成18年４月新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

６．平成21年５月新株予約権の当連結会計年度の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

　　　７．平成21年５月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

　　　８．平成21年５月新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。　

　　　９．平成21年５月新株予約権の当連結会計年度の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

　　　10．平成21年５月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

　　　11．平成20年５月新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

　　　12．平成18年４月新株予約権の当連結会計年度の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

　　　13．平成18年４月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものあります。

14．平成20年７月新株予約権の当連結会計年度の増加は、㈱アイメディアドライブを連結子会社化したことによる

ものであります。　
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　　　３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成21年２月26日

定時株主総会
普通株式 154,078 320 平成20年11月30日平成21年２月27日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成22年２月25日

定時株主総会
普通株式 105,167利益剰余金 200平成21年11月30日平成22年２月26日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

第12期連結会計年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係

（平成20年11月30日現在）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係

（平成21年11月30日現在）

現金及び預金 5,344,279千円

有価証券 96,571千円

計 5,440,850千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金
△9,000千円

ＭＭＦ等以外の有価証券 △94,552千円

現金及び現金同等物 5,337,297千円

　

現金及び預金 5,678,796千円

有価証券 100,963千円

計 5,779,759千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金
△9,000千円

ＭＭＦ等以外の有価証券 △98,940千円

現金及び現金同等物 5,671,819千円

　
　 ※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに㈱博報堂アイ・スタジオ及

び㈱アイメディアドライブを連結したことに伴う連結

開始時の資産及び負債の内訳並びに各社の株式の取得

価額と各社の取得のための支出及び収入の関係は次の

とおりであります。

　 　㈱博報堂アイ・スタジオ

流動資産 1,001,872千円

固定資産 183,046千円

のれん 447,324千円

流動負債 △430,459千円

少数株主持分 △301,783千円

㈱博報堂アイ・スタジオ株式の取得価額 900,000千円

㈱博報堂アイ・スタジオの現金及び現金

同等物

△21,737千円

差引：㈱博報堂アイ・スタジオ株式取得

による支出

878,262千円

　
　㈱アイメディアドライブ

流動資産 122,653千円

固定資産 33,338千円

のれん △253千円

流動負債 △124,271千円

小計 31,466千円

支配獲得時の持分法適用簿価 △13,454千円　

㈱アイメディアドライブ株式の取得価額 18,011千円

㈱アイメディアドライブの現金及び現金

同等物

△26,715千円

差引：㈱アイメディアドライブ株式取得

による収入

△8,704千円

　
　 　３　重要な非資金取引の内容

当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・

リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ3,848

千円であります。
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（リース取引関係）

第12期連結会計年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

　(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

　

　 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

器具備品 219,829143,81676,012
合計 219,829143,81676,012

　

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 39,649千円

１年超 37,092千円

合計 76,742千円

　

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 48,566千円

減価償却費相当額 46,035千円

支払利息相当額 2,096千円

　

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

　

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。

　

１．ファイナンス・リース取引（借主側）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

（ア）有形固定資産

インターネット広告事業における工具、器具及び備品で

あります。

②リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４．会計処理基準に関する事項（２）重要な減価償却

資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が、平成20年11月30日以前のリース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

　
　
(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

工具器具備品 215,917177,34438,573
ソフトウェア 20,000 12,3337,666
合計 235,917189,67746,239

　

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 21,543千円

１年超 16,819千円

合計 38,363千円

　

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 40,397千円

減価償却費相当額 39,796千円

支払利息相当額 1,107千円

　

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

　

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。
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第12期連結会計年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日）

２．オペレーティング・リース取引

　　 未経過リース料

１年内 2,585千円

１年超 1,508千円

合計 4,093千円

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 1,508千円

１年超 －千円

合計 1,508千円

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありません。

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありません。
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（有価証券関係）

第12期連結会計年度（平成20年11月30日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 種類
連結貸借対照表計上
額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

時価が連結貸借対照表

計上額を超えるもの

(1）国債・地方債等 ― ― ―

(2）社債 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

時価が連結貸借対照表

計上額を超えないもの

(1）国債・地方債等 ― ― ―

(2）社債 200,000 197,170 △2,830

(3）その他 100,000 85,454 △14,546

小計 300,000 282,624 △17,376

合計 300,000 282,624 △17,376

２．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1) 株式 12,257 14,445 2,187

(2) 債券　             

①　国債・地方債等 ― ― ―

②　社債 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

小計 12,257 14,445 2,187

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1) 株式 34,655 26,285 △8,370

(2) 債券　　             

①　国債・地方債等 ― ― ―

②　社債 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

(3) その他 410,035 313,167 △96,868

小計 444,690 339,452 △105,238

合計 456,948 353,897 △103,050

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成19年12月１日　至平成20年11月30日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

164,290 11,854 852
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４．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

(1) 子会社及び関連会社株式 152,317

(2) その他有価証券  

① 非上場株式 780,558

② 債券 9,990

③ マネー・マネジメント・ファンド 2,018

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

 
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

債券     

(1) 国債・地方債等 ― ― ― ―

(2) 社債 ― 9,990 ― 200,000

(3) その他 ― ― ― 100,000

その他 ― ― ― ―

合計 ― 9,990 ― 300,000

第13期連結会計年度（平成21年11月30日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 種類
連結貸借対照表計上
額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

時価が連結貸借対照表

計上額を超えるもの

(1）国債・地方債等 － － －

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

時価が連結貸借対照表

計上額を超えないもの

(1）国債・地方債等 － － －

(2）社債 － － －

(3）その他 100,000 80,114 △19,886

小計 100,000 80,114 △19,886

合計 100,000 80,114 △19,886
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２．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1) 株式 2,110 6,464 4,354

(2) 債券　 　 　 　

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 2,110 6,464 4,354

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1) 株式 36,644 26,508 △10,136

(2) 債券　　 　 　 　

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3) その他 406,751 330,381 △76,370

小計 443,396 356,890 △86,506

合計 445,506 363,354 △82,151

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成20年12月１日　至平成21年11月30日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

800 49 252

４．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

(1) 子会社株式及び関連会社株式 472,867

(2) その他有価証券  

① 非上場株式 522,566

② 債券 9,360

③ マネー・マネジメント・ファンド 2,023

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

 
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

債券     

(1) 国債・地方債等 － － － －

(2) 社債 9,360 － － －

(3) その他 － － － 100,000

その他 － － － －

合計 9,360 － － 100,000
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

第12期連結会計年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日）

(1)取引の内容

連結子会社である株式会社エルゴ・ブレインズの利

用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であ

ります。

―――――

(2)取引に対する取組方針

連結子会社である株式会社エルゴ・ブレインズのデ

リバティブ取引は、将来の為替・金利の変動によるリス

ク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針

であります。

　

(3)取引の利用目的

連結子会社である株式会社エルゴ・ブレインズのデ

リバティブ取引は将来の金利市場における金利変動リ

スクを回避する目的で利用しております。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

　

ヘッジ会計の方針

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理

の要件を満たしている金利スワップ等に関しては、特

例処理を採用しております。

　

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　金利スワップ

ヘッジ対象　借入金

　

ヘッジ方針

連結子会社である株式会社エルゴ・ブレインズのリ

スク管理方針に基づき、金利変動リスクをヘッジして

おります。

　

ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満たしているもの

に限定することで有効性の評価としております。

　

(4)取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを

有しております。なお、取引相手先は高格付を有する金

融機関に限定しているため信用リスクはほとんどない

と認識しております。

　

(5)取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

及び取引限度額等を定めたリスク管理方針に従い、資金

管理担当部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま

す。

　

(6)取引の時価等に関する事項についての補足説明

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又

は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティ

ブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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２．取引の時価等に関する事項

第12期連結会計年度（自　平成19年12月１日　至　平成20年11月30日）

　連結子会社である株式会社エルゴ・ブレインズが利用しているデリバティブ取引については、すべてヘッジ会計を適

用しているので記載を省略しております。

　

第13期連結会計年度（自　平成20年12月１日　至　平成21年11月30日）

　該当事項はありません。　

 

（退職給付関係）

第12期連結会計年度（自　平成19年12月１日　至　平成20年11月30日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社の退職給付制度は、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。退職一時金制度については平成

12年９月より制度化し、厚生年金基金制度については日本広告業厚生年金基金へ平成12年２月１日より加入してお

ります。連結子会社は、退職給付制度を採用しておりません。

　なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次の通りであります。

(1) 制度全体の積立状況に関する事項（平成20年３月31日現在）

　年金資産の額 70,570,209千円　

　年金財政計算上の給付債務の額 86,836,614千円　

　差引額 △16,266,405千円　

(2) 制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合（給与総額割）（平成20年３月31日現在）

1.03％

(3) 補足説明

　上記(1)の差引額の要因は、年金財政計算上の当年度不足金△17,789,598千円、特別掛金収入現価△7,553,751千円

及び別途積立金9,076,944千円であります。

　なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致いたしません。

 

２．退職給付債務及びその内訳

 
前連結会計年度

（平成20年11月30日）

(1）退職給付債務（千円） 92,268

(2）未積立退職給付債務（千円） 92,268

(3）退職給付引当金（千円） 92,268

３．退職給付費用の内訳

 
前連結会計年度

（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

(1）勤務費用（千円） 73,394

(2）退職給付費用（千円） 73,394

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　　当社は簡便法を採用しておりますので基礎率等については記載しておりません。

（追加情報）

　第13期連結会計年度より「『退職給付に係る会計基準』の一部改正（その２）」（企業会計基準第14号　平成19年

５月15日）を適用しております。
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第13期連結会計年度（自　平成20年12月１日　至　平成21年11月30日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社の退職給付制度は、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。退職一時金制度については平成

12年９月より制度化し、厚生年金基金制度については日本広告業厚生年金基金へ平成12年２月１日より加入してお

ります。連結子会社は、退職給付制度を採用しておりません。

　なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次の通りであります。

(1) 制度全体の積立状況に関する事項（平成21年３月31日現在）

　年金資産の額 57,000,141千円　

　年金財政計算上の給付債務の額 90,519,035千円　

　差引額 △33,518,894千円　

(2) 制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合（給与総額割）（平成21年３月31日現在）

1.24％

(3) 補足説明

　上記(1)の差引額の要因は、年金財政計算上の当年度不足金△26,435,436千円及び特別掛金収入現価△7,083,457千

円であります。

　なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致いたしません。

 

２．退職給付債務及びその内訳

 
当連結会計年度

（平成21年11月30日）

(1）退職給付債務（千円） 121,752

(2）未積立退職給付債務（千円） 121,752

(3）退職給付引当金（千円） 121,752

３．退職給付費用の内訳

 
当連結会計年度

（自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日）

(1）勤務費用（千円） 88,302

(2）退職給付費用（千円） 88,302

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　当社は簡便法を採用しておりますので基礎率等については記載しておりません。
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（ストック・オプション等関係）

　第12期連結会計年度（自　平成19年12月１日　至　平成20年11月30日）

 １．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費 57,258千円 

　

　２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

　　(1) ストック・オプションの内容

　提出会社

 
第１回無担保社債
(新株引受権付社債)

平成14年４月
新株引受権

平成16年４月
新株予約権

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　　 4名

当社従業員　　 7名

当社取締役　　 4名

当社従業員　　27名

当社取締役　　 4名

　当社監査役　　１名

当社従業員　　14名

　当社連結子

　会社の取締役　４名

　当社連結子

　会社の従業員　２名

ストック・オプションの数

（注）４
普通株式 11,704株普通株式　2,890株 普通株式　4,000株

付与日 平成12年９月29日 平成14年４月２日 平成16年４月９日

権利確定条件

権利行使時において、

当社の取締役、監査役

又は従業員であるこ

と。(注)１

権利行使時において、

当社又は当社の子会

社、関連会社の役員

（含む監査役）又は従

業員であること。

(注)２

権利行使時において、

当社又は当社の子会

社、関連会社の役員

（含む監査役）又は従

業員であること。

(注)３

対象勤務期間 － － －

権利行使期間
自　平成12年11月１日

至　平成22年９月29日

自　平成16年３月１日

至　平成21年２月28日

自　平成18年３月１日

至　平成23年２月28日
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平成17年７月
新株予約権

平成18年４月
新株予約権

平成19年７月　
新株予約権　

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　　４名

当社監査役　　１名

当社従業員　　68名

当社連結子

会社の取締役　５名

当社連結子

会社の従業員　１名

当社取締役　　 6名

当社監査役　　 1名

当社従業員　 168名

当社連結子

会社の取締役　 6名

当社取締役　５名

当社監査役　１名　

ストック・オプションの数

（注）４
普通株式　 6,000株 普通株式　10,000株 普通株式　1,800株　

付与日 平成17年７月８日 平成18年４月６日 平成19年７月20日　

権利確定条件

権利行使時において、

当社又は当社の子会

社、関連会社の役員

（含む監査役）又は使

用人であること。

(注)３

権利行使時において、

当社又は当社の子会

社、関連会社の役員

（含む監査役）又は使

用人であること。

(注)３

権利行使時において、

当社又は当社の子会

社、関連会社の役員

（含む監査役）又は使

用人であること。

(注)３　

対象勤務期間 － －
自　平成19年７月20日　

　至　平成21年６月27日

権利行使期間
自　平成19年３月１日

至　平成24年２月28日

自　平成20年３月１日

至　平成25年２月28日

自　平成21年６月28日　

至　平成26年６月27日　

 

 
平成19年７月
新株予約権

付与対象者の区分及び数 当社従業員　　　31名

ストック・オプション数

 （注）４
普通株式　　　1,970株

付与日 平成19年７月20日

権利確定条件

権利行使時において、当社又は当社の子会社、関連会社の役員（含む監査役）

又は使用人であること。

(注)３

対象勤務期間
 自　平成19年７月20日

 至　平成21年２月28日

権利行使期間
 自　平成21年３月１日

 至　平成26年２月28日

　（注）１．但し、当社の「新株引受権の売買に関する覚書」に定める特例条件に該当する場合はこの限りではありませ

ん。

　　　　２．但し、当社の「新株引受権付与契約」に定める特例条件に該当する場合はこの限りではありません。

３．但し、当社の「新株予約権割当契約」に定める特例条件に該当する場合はこの限りではありません。

４．株式数に換算して記載しております。
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　連結子会社（㈱エルゴ・ブレインズ）

 
平成13年５月
新株引受権

平成13年11月
新株引受権

付与対象者の区分及び人数

同社取締役　　３名

同社従業員　　26名

同社認定支援者６名

同社従業員　　26名

ストック・オプションの数

（注）２
普通株式 591,700株 普通株式 49,900株

付与日 平成13年５月28日 平成13年11月16日

権利確定条件

権利行使時において、同社の役員又は使用

人であること。但し、同社認定支援者を除

く。(注)１

権利行使時において、同社の役

員又は使用人であること。

(注)１

対象勤務期間 － －

権利行使期間
自　平成13年５月28日

至　平成23年５月27日

自　平成13年11月16日

至　平成23年11月15日

 
平成17年12月
新株予約権

平成18年４月
新株予約権

付与対象者の区分及び人数
同社取締役　　３名

同社従業員　　78名

同社取締役　　８名

同社監査役　　３名

同社従業員　　64名

ストック・オプションの数

（注）２
普通株式 234,500株 普通株式 106,500株

付与日 平成17年12月22日 平成18年４月20日

権利確定条件

権利行使時において、同社又は同社の

子会社の取締役、監査役又は従業員で

あること。(注)２

権利行使時において、同社又は同社の

子会社の取締役、監査役又は従業員で

あること。(注)２

対象勤務期間 － －

権利行使期間
自　平成20年１月１日

至　平成22年５月31日

自　平成22年１月１日

至　平成26年12月31日

　（注）１．但し、同社の「新株引受権付与契約」に定める特例条件に該当する場合はこの限りではありません。

２. 但し、同社の「新株予約権割当契約」に定める特例条件に該当する場合はこの限りではありません。

３．株式数に換算して記載しております。
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連結子会社（㈱スパイスボックス）

 
平成18年４月
新株予約権

付与対象者の区分及び人数
同社取締役　　　　　　　　６名

同社従業員　 　　　　　　 13名

ストック・オプションの数

（注）２
普通株式　　　　　　　　735株

付与日 平成18年４月21日

権利確定条件
権利行使時において、同社又は同社の子会社・関連会社の取締役、監査役又は従

業員であること。(注)１

対象勤務期間 －

権利行使期間
自　平成20年５月１日

至　平成25年４月30日

　（注）１．但し、同社の「新株予約権割当契約」に定める特例条件に該当する場合は、この限りではありません。

２．株式数に換算して記載しております。

　連結子会社（㈱インタースパイア）

 
平成20年３月
新株予約権

付与対象者の区分及び人数

同社取締役　　　　　　　　５名

　同社監査役　　　　　　　　１名

同社従業員　 　　　　　　 42名

　同社アルバイト　　　　　　４名

　同社出向者　　　　　　　　１名

ストック・オプションの数

（注）２
普通株式　　　　　　　　1,119株

付与日 平成20年３月25日

権利確定条件
権利行使時において、同社、同社の親会社等及び同社の子会社の取締役、監査役、

従業員、アルバイト及び出向者であること。(注)１

対象勤務期間 －

権利行使期間
自　平成22年５月１日

至　平成27年４月30日

　（注）１．但し、同社の「新株予約権割当契約書」に定める特例条件に該当する場合は、この限りではありません。

　２．株式数に換算して記載しております。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

　　　　　　　　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション数については、株式

数に換算して記載しております。

　提出会社

　　　　　①　ストック・オプションの数

 
第１回無担保社債
(新株引受権付社債)

平成14年４月
新株引受権

平成16年４月　
新株予約権　

権利確定前　　　　（株）    

　前連結会計年度末 ― ― ―

　付与 ― ― ―

　失効 ― ― ―

　権利確定 ― ― ―

　未確定残 ― ― ―

権利確定後　　　　（株）    

　前連結会計年度末 3,757 980 3,760

　権利確定 ― ― ―

　権利行使 ― ― ―

　失効 ― ― 400

　未行使残 3,757 980 3,360

 
平成17年７月
新株予約権

平成18年４月
新株予約権

平成19年７月　
新株予約権　

権利確定前　　　　（株）    

　前連結会計年度末 ― 9,160 1,800

　付与 ― ― ―

　失効 ― 40 ―

　権利確定 ― 9,120 ―

　未確定残 ― ― 1,800

権利確定後　　　　（株）    

　前連結会計年度末 5,430 ― ―

　権利確定 ― 9,120 ―

　権利行使 ― ― ―

　失効 210 445 ―

　未行使残 5,220 8,675 ―
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平成19年７月
新株予約権

権利確定前　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 1,910

付与 ―

失効 60

権利確定 ―

未確定残 1,850

権利確定後　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 ―

権利確定 ―

権利行使 ―

失効 ―

未行使残 ―

　　　　　②　単価情報

 
第１回無担保社債
(新株引受権付社債)

平成14年４月
新株引受権

平成16年４月　
新株予約権　

権利行使価格　　　　（円） 17,976 28,968 119,500

行使時平均株価　　　（円） ― ― ―

公正な評価単価　　　（円） ― ― ―

 
平成17年７月
新株予約権

平成18年４月
新株予約権

平成19年７月　
新株予約権　

権利行使価格　　　　（円） 123,000 225,000 67,448

行使時平均株価　　　（円） ― ― ―

公正な評価単価　　　（円） ― ― 31,143

 
平成19年７月
新株予約権

権利行使価格　　　　（円） 67,448

行使時平均株価　　　（円） ―

公正な評価単価　　　（円） 30,153
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連結子会社（㈱エルゴ・ブレインズ）

①　ストック・オプションの数

 
平成13年５月
新株引受権

平成13年11月
新株引受権

平成15年６月
　新株予約権

権利確定前　　　　（株）    

　前連結会計年度末 ― ― ―

　付与 ― ― ―

　失効 ― ― ―

　権利確定 ― ― ―

　未確定残 ― ― ―

権利確定後　　　　（株）    

　前連結会計年度末 304,000 3,700 55,400

　権利確定 ― ― ―

　権利行使 ― ― ―

　失効 5,100 900 55,400

　未行使残 298,900 2,800 ―

 
平成17年12月
新株予約権

平成18年４月
新株予約権

権利確定前　　　　（株）   

　前連結会計年度末 113,100 76,500

　付与 ― ―

　失効 2,000 7,000

　権利確定 111,100 ―

　未確定残 ― 69,500

権利確定後　　　　（株）   

　前連結会計年度末 ― ―

　権利確定 111,100 ―

　権利行使 ― ―

　失効 9,900 ―

　未行使残 101,200 ―
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②　単価情報

 
平成13年５月
新株引受権

平成13年11月
新株引受権

平成15年６月
　新株予約権

権利行使価格　　　　（円） 1,000 1,000 880

行使時平均株価　　　（円） ― ― ―

公正な評価単価　　　（円） ― ― ―

 
平成17年12月
新株予約権

平成18年４月
新株予約権

権利行使価格　　　　（円） 758 708

行使時平均株価　　　（円） ― ―

公正な評価単価　　　（円） ― ―

連結子会社（㈱スパイスボックス）

　　　　　①　ストック・オプションの数

 
平成18年４月
新株予約権

権利確定前　　　　（株）  

　前連結会計年度末 684

　付与 ―

　失効 ―

　権利確定 684

　未確定残 ―

権利確定後　　　　（株）  

　前連結会計年度末 ―

　権利確定 684

　権利行使 ―

　失効 ―

　未行使残 684

②　単価情報

 
平成18年４月
新株予約権

権利行使価格　　　　（円） 150,000

行使時平均株価　　　（円） ―

公正な評価単価　　　（円） ―
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　連結子会社（㈱インタースパイア）

　　　　　①　ストック・オプションの数

 
平成20年３月
新株予約権

権利確定前　　　　（株）  

　前連結会計年度末 ―

　付与 1,119

　失効 5

　権利確定 ―

　未確定残 1,114

権利確定後　　　　（株）  

　前連結会計年度末 ―

　権利確定 ―

　権利行使 ―

　失効 ―

　未行使残 ―

　②　単価情報

 
平成20年３月
新株予約権

権利行使価格　　　　（円） 44,000

行使時平均株価　　　（円） ―

公正な評価単価　　　（円） ―

 ３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しておりま

す。
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　第13期連結会計年度（自　平成20年12月１日　至　平成21年11月30日）

 １．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費

特別利益（その他）

50,194千円

1,809千円
　
　２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

　　(1) ストック・オプションの内容

　提出会社

 
第１回無担保社債
(新株引受権付社債)

平成14年４月
新株引受権

平成16年４月
新株予約権

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　　 4名

当社従業員　　 7名

当社取締役　　 4名

当社従業員　　27名

当社取締役　　 4名

　当社監査役　　１名

当社従業員　　14名

　当社連結子

　会社の取締役　４名

　当社連結子

　会社の従業員　２名

ストック・オプションの数

（注）４
普通株式 11,704株普通株式　2,890株 普通株式　4,000株

付与日 平成12年９月29日 平成14年４月２日 平成16年４月９日

権利確定条件

権利行使時において、

当社の取締役、監査役

又は従業員であるこ

と。(注)１

権利行使時において、

当社又は当社の子会

社、関連会社の役員

（含む監査役）又は従

業員であること。

(注)２

権利行使時において、

当社又は当社の子会

社、関連会社の役員

（含む監査役）又は従

業員であること。

(注)３

対象勤務期間 － － －

権利行使期間
自　平成12年11月１日

至　平成22年９月29日

自　平成16年３月１日

至　平成21年２月28日

自　平成18年３月１日

至　平成23年２月28日

 
平成17年７月
新株予約権

平成18年４月
新株予約権

平成19年７月　
新株予約権　

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　　４名

当社監査役　　１名

当社従業員　　68名

当社連結子

会社の取締役　５名

当社連結子

会社の従業員　１名

当社取締役　　 6名

当社監査役　　 1名

当社従業員　 168名

当社連結子

会社の取締役　 6名

当社取締役　５名

当社監査役　１名　

ストック・オプションの数

（注）４
普通株式　 6,000株 普通株式　10,000株 普通株式　1,800株　

付与日 平成17年７月８日 平成18年４月６日 平成19年７月20日　

権利確定条件

権利行使時において、

当社又は当社の子会

社、関連会社の役員

（含む監査役）又は使

用人であること。

(注)３

権利行使時において、

当社又は当社の子会

社、関連会社の役員

（含む監査役）又は使

用人であること。

(注)３

権利行使時において、

当社又は当社の子会

社、関連会社の役員

（含む監査役）又は使

用人であること。

(注)３　

対象勤務期間 － －
自　平成19年７月20日　

　至　平成21年６月27日

権利行使期間
自　平成19年３月１日

至　平成24年２月28日

自　平成20年３月１日

至　平成25年２月28日

自　平成21年６月28日　

至　平成26年６月27日　
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平成19年７月
新株予約権

平成21年３月
新株予約権

付与対象者の区分及び数 当社従業員　　　31名 当社取締役　　　６名

ストック・オプション数

 （注）４
普通株式　　　1,970株 普通株式　　　616株

付与日 平成19年７月20日 平成21年３月24日

権利確定条件

権利行使時において、当社又は当

社の子会社、関連会社の役員（含

む監査役）又は使用人であるこ

と。

(注)３

当社の取締役の地位を喪失した日の翌

日から10日間以内（10日目が休日に当

たる場合には翌営業日）に限り、新株予

約権を行使することができます。

対象勤務期間
 自　平成19年７月20日

 至　平成21年２月28日

 自　平成21年３月24日

 至　平成21年３月24日

権利行使期間
 自　平成21年３月１日

 至　平成26年２月28日

 自　平成21年３月25日

 至　平成51年３月24日

  （注）１．但し、当社の「新株引受権の売買に関する覚書」に定める特例条件に該当する場合はこの限りではありませ

ん。

　　　　２．但し、当社の「新株引受権付与契約」に定める特例条件に該当する場合はこの限りではありません。

３．但し、当社の「新株予約権割当契約」に定める特例条件に該当する場合はこの限りではありません。

４．株式数に換算して記載しております。
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　連結子会社（㈱スパイア）

 
平成13年５月
新株引受権

平成13年11月
新株引受権

平成17年12月
新株予約権

付与対象者の区分及び人数

同社取締役　　３名

同社従業員　　26名

同社認定支援者６名

同社従業員　　26名
同社取締役　　３名

同社従業員　　78名

ストック・オプションの数

（注）２
普通株式 591,700株普通株式 49,900株普通株式 234,500株

付与日 平成13年５月28日 平成13年11月16日 平成17年12月22日

権利確定条件

権利行使時において、

同社の役員又は使用人

であること。但し、同社

認定支援者を除く。

(注)１

権利行使時において、

同社の役員又は使用人

であること。

(注)１

権利行使時において、

同社又は同社の子会社

の取締役、監査役又は

従業員であること。

(注)２

対象勤務期間 － － －

権利行使期間
自　平成13年５月28日

至　平成23年５月27日

自　平成13年11月16日

至　平成23年11月15日

自　平成20年１月１日

至　平成22年５月31日

 
平成18年４月
新株予約権

平成21年５月
新株予約権（注）４

平成21年５月
新株予約権（注）４

付与対象者の区分及び人数

同社取締役　　８名

同社監査役　　３名

同社従業員　　64名

同社取締役　　６名

同社監査役　　１名　

同社従業員　　36名

同社取締役　　１名

社外協力者　　１名　

同社従業員　　16名

ストック・オプションの数

（注）２
普通株式 106,500株普通株式 513,372株普通株式　76,958株

付与日 平成18年４月20日 平成21年５月１日 平成21年５月１日

権利確定条件

権利行使時において、

同社又は同社の子会社

の取締役、監査役又は

従業員であること。

(注)２

権利行使時において、

同社又は同社の子会社

の取締役、監査役又は

従業員であること。

(注)２

権利行使時において、

同社又は同社の子会社

の取締役、監査役又は

従業員であること。

(注)２

対象勤務期間 － － －

権利行使期間
自　平成22年１月１日

至　平成26年12月31日

自　平成22年５月１日

至　平成27年４月30日

自　平成23年１月１日

至　平成28年12月31日

　（注）１．但し、同社の「新株引受権付与契約」に定める特例条件に該当する場合はこの限りではありません。

２. 但し、同社の「新株予約権割当契約」に定める特例条件に該当する場合はこの限りではありません。

３．株式数に換算して記載しております。

４．平成21年５月１日を期日として合併する以前に㈱インタースパイアが発行したものであります。　
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連結子会社（㈱スパイスボックス）

 
平成18年４月
新株予約権

付与対象者の区分及び人数
同社取締役　　　　　　　　６名

同社従業員　 　　　　　　 13名

ストック・オプションの数

（注）２
普通株式　　　　　　　　735株

付与日 平成18年４月21日

権利確定条件
権利行使時において、同社又は同社の子会社・関連会社の取締役、監査役又は従

業員であること。(注)１

対象勤務期間 －

権利行使期間
自　平成20年５月１日

至　平成25年４月30日

　（注）１．但し、同社の「新株予約権割当契約」に定める特例条件に該当する場合は、この限りではありません。

２．株式数に換算して記載しております。

　連結子会社（㈱アイメディアドライブ）

 
平成20年７月
新株予約権

付与対象者の区分及び人数 同社株主　　　　　　　　　１名

ストック・オプションの数

（注）２
普通株式　　　　　　　　200株

付与日 平成20年７月１日

権利確定条件 権利行使時において、同社の株主であること。(注)１

対象勤務期間 －

権利行使期間
自　平成20年７月１日

至　平成30年６月30日

　（注）１．但し、同社の「新株予約権割当契約書」に定める特例条件に該当する場合は、この限りではありません。

　２．株式数に換算して記載しております。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

　　　　　　　　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション数については、株式

数に換算して記載しております。

　提出会社

　　　　　①　ストック・オプションの数

 
第１回無担保社債
(新株引受権付社債)

平成14年４月
新株引受権

平成16年４月　
新株予約権　

権利確定前　　　　（株）    

　前連結会計年度末 － － －

　付与 － － －

　失効 － － －

　権利確定 － － －

　未確定残 － － －

権利確定後　　　　（株）    

　前連結会計年度末 3,757 980 3,360

　権利確定 － － －

　権利行使 － 560 －

　失効 － 420 240

　未行使残 3,757 － 3,120

 
平成17年７月
新株予約権

平成18年４月
新株予約権

平成19年７月　
新株予約権　

権利確定前　　　　（株）    

　前連結会計年度末 － － 1,800

　付与 － － －

　失効 － － －

　権利確定 － － 1,800

　未確定残 － － －

権利確定後　　　　（株）    

　前連結会計年度末 5,220 8,675 －

　権利確定 － － 1,800

　権利行使 － － －

　失効 150 335 －

　未行使残 5,070 8,340 1,800
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平成19年７月
新株予約権

平成21年３月
新株予約権　

権利確定前　　　　（株）   

　前連結会計年度末 1,850 －

　付与 － 616

　失効 － －

　権利確定 1,850 616

　未確定残 － －

権利確定後　　　　（株）   

　前連結会計年度末 － －

　権利確定 1,850 616

　権利行使 － －

　失効 60 －

　未行使残 1,790 616

　

　　　　　②　単価情報

 
第１回無担保社債
(新株引受権付社債)

平成14年４月
新株引受権

平成16年４月　
新株予約権　

権利行使価格　　　　（円） 17,976 28,968 119,500

行使時平均株価　　　（円） － 31,835 －

公正な評価単価　　　（円） － － －

 
平成17年７月
新株予約権

平成18年４月
新株予約権

平成19年７月　
新株予約権　

権利行使価格　　　　（円） 123,000 225,000 67,448

行使時平均株価　　　（円） － － －

公正な評価単価　　　（円） － － 31,143

 
平成19年７月
新株予約権

平成21年３月
新株予約権

権利行使価格　　　　（円） 67,448 1

行使時平均株価　　　（円） － －

公正な評価単価　　　（円） 30,153 27,888
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連結子会社（㈱スパイア）

①　ストック・オプションの数

 
平成13年５月
新株引受権

平成13年11月
新株引受権

平成17年12月
　新株予約権

権利確定前　　　　（株）    

　前連結会計年度末 － － －

　付与 － － －

　失効 － － －

　権利確定 － － －

　未確定残 － － －

権利確定後　　　　（株）    

　前連結会計年度末 298,900 2,800 101,200

　権利確定 － － －

　権利行使 － － －

　失効 7,300 500 13,100

　未行使残 291,600 2,300 88,100

 
平成18年４月
新株予約権

平成21年５月
新株予約権

平成21年５月
　新株予約権

権利確定前　　　　（株）    

　前連結会計年度末 69,500 － －

　付与 － 513,372 76,958

　失効 15,000 17,208 26,290

　権利確定 － － －

　未確定残 54,500 496,164 50,668

権利確定後　　　　（株）    

　前連結会計年度末 － － －

　権利確定 － － －

　権利行使 － － －

　失効 － － －

　未行使残 － － －
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②　単価情報

 
平成13年５月
新株引受権

平成13年11月
新株引受権

平成17年12月
　新株予約権

権利行使価格　　　　（円） 1,000 1,000 758

行使時平均株価　　　（円） － － －

公正な評価単価　　　（円） － － －

 
平成18年４月
新株予約権

平成21年５月
新株予約権

平成21年５月
　新株予約権

権利行使価格　　　　（円） 708 93 116

行使時平均株価　　　（円） － － －

公正な評価単価　　　（円） － － －

連結子会社（㈱スパイスボックス）

　　　　　①　ストック・オプションの数

 
平成18年４月
新株予約権

権利確定前　　　　（株）  

　前連結会計年度末 －

　付与 371

　失効 －

　権利確定 371

　未確定残 －

権利確定後　　　　（株）  

　前連結会計年度末 684

　権利確定 371

　権利行使 －

　失効 20

　未行使残 1,035

　

②　単価情報

 
平成18年４月
新株予約権

権利行使価格　　　　（円） 150,000

行使時平均株価　　　（円） －

公正な評価単価　　　（円） －
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　連結子会社（㈱アイメディアドライブ）

　　　　　①　ストック・オプションの数

 
平成20年７月
新株予約権

権利確定前　　　　（株）  

　前連結会計年度末 －

　付与 －

　失効 －

　権利確定 －

　未確定残 －

権利確定後　　　　（株）  

　前連結会計年度末（注） 200

　権利確定 －

　権利行使 －

　失効 －

　未行使残 200　

（注）権利確定後の前連結会計年度末に記載されている数値は、㈱アイメディアドライブを連結子会社化したことにより

発生したものであります。

　②　単価情報

 
平成20年７月
新株予約権

権利行使価格　　　　（円） 50,000

行使時平均株価　　　（円） －

公正な評価単価　　　（円） －

 ３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　当連結会計年度において提出会社（当社）により付与された平成21年３月新株予約権の公正な評価単価の見積方

法は以下のとおりでございます。

①使用した評価技法　　ブラック・ショールズ式

②主な基礎数値及び見積方法

　
平成21年３月
新株予約権　

　株価変動制（注）１ 68.894％

　予想残存期間（注）２ 15年

　予想配当（注）３ 320円/株

　無リスク利子率（注）４ 1.708％

（注）１．平成13年７月５日から平成21年３月23日までの株価実績に基づき算定しております。

２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使され

るものと推定して見積っております。

３．平成20年11月期の配当実績によっております。

４．予想残存期間に対応する期間に係る国債の利回りであります。　
　
 ４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しておりま

す。
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（税効果会計関係）

第12期連結会計年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）  

未払事業税否認     22,416千円

一括償却資産損金不算入額 7,351

投資有価証券評価損否認 161,021

退職給付引当金繰入限度超過額 37,543

役員退職慰労引当金否認 38,410

繰越欠損金 817,847

未払賞与否認 45,435

未払販促費否認 12,487

固定資産未実現利益 6,952

その他有価証券評価差額金　 42,607

その他 110,017

繰延税金資産小計 1,302,091

評価性引当額 △1,051,864

繰延税金資産合計 250,227

（繰延税金資産）  

未払事業税否認 22,854千円

一括償却資産損金不算入額 14,017

投資有価証券評価損否認 77,062

退職給付引当金繰入限度超過額 49,540

役員退職慰労引当金否認 41,463

繰越欠損金 1,043,243

未払賞与否認 82,136

未払販促費否認 1,395

固定資産未実現利益 1,921

その他有価証券評価差額金　 34,946

その他 134,088

繰延税金資産小計 1,502,670

評価性引当額 △1,197,254

繰延税金資産合計 305,416

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異発生の主な項目別内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異発生の主な項目別内訳

法定実効税率 40.69％

（調整）  

持分法による投資損失 1.83％

持分変動利益 △0.18％

のれん償却額 2.25％

評価性引当額の増加 5.78％

グループ内での関係会社株式売

買に係る差異 
△23.05％

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
2.43％

役員賞与の損金不算入額 1.33％

株式報酬費用の損金不算入額 1.91％

住民税均等割 1.07％

その他 1.04％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
35.10％

　

法定実効税率 40.69％

（調整）  

持分法による投資損失 2.92％

持分変動利益 △6.97％

のれん償却額 6.99％

評価性引当額の増加 19.57％

受取配当金の益金不算入額 2.07％

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
3.66％

役員賞与の損金不算入額 1.65％

株式報酬費用の損金不算入額 2.32％

住民税均等割 2.56％

その他 0.94％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
76.40％
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（企業結合等関係）

第12期連結会計年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日）

　　　　　　　　　――――
　

（共通支配下の取引等）

  

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその

事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並

びに取引の目的を含む取引の概要

（1）結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその

事業の内容

結合当事企業 事業の内容 摘要

株式会社エルゴ・

ブレインズ

マーケティング事

業及びEコマース事

業

当社の連結子会社

株式会社インター

スパイア

モバイルメディア

事業及びモバイル

レップ事業

当社の連結子会社

（2）企業結合の法的形式

　株式会社エルゴ・ブレインズを存続会社とする吸収合

併方式で、株式会社インタースパイアは解散いたしまし

た。　

（3）結合後企業の名称

　株式会社スパイア（株式会社エルゴ・ブレインズは、

合併後商号を株式会社スパイアに変更しております。）

（4）取引の目的を含む取引の概要

①目的　

　株式会社エルゴ・ブレインズの強みである会員データ

ベースとシステム開発力に加えて、株式会社インタース

パイアの強みであるモバイルマーケティングのノウハ

ウと、モバイル広告代理店・モバイルレップ機能による

高い営業力が組み合わされることで、高い成長性が期待

できるとともに、両社のサービスが融合することでパソ

コンと携帯電話というデバイスの枠にとらわれないイ

ンターネットサービスの提供が可能となります。また、

オフィスの統合や間接部門の共有化等により、組織の強

化と販売管理費の削減を行い、収益性の向上を図るもの

であります。

②合併の期日　

平成21年５月１日

２．実施した会計処理の概要

　「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成

15年10月31日公表分）及び「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準

適用指針第10号　平成19年11月15日公表分）に基づき、

共通支配下の取引として処理しております。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

第12期連結会計年度（自　平成19年12月１日　至　平成20年11月30日）及び第13期連結会計年度（自　平成20年12

月１日　至　平成21年11月30日）

当社グループの事業は単一セグメントの事業であるため、事業の種類別セグメント情報を記載しておりませ

ん。

　

【所在地別セグメント情報】

第12期連結会計年度（自　平成19年12月１日　至　平成20年11月30日）及び第13期連結会計年度（自　平成20年

12月１日　至　平成21年11月30日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメントの記載を省略しております。

　

【海外売上高】

第12期連結会計年度（自　平成19年12月1日　至　平成20年11月30日）及び第13期連結会計年度（自　平成20年12

月１日　至　平成21年11月30日）

　　　　　　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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【関連当事者情報】
　

第12期連結会計年度（自　平成19年12月１日　至　平成20年11月30日）

１．親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称又は
氏名

住所
資本金又は
出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容
取引の内
容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上の
関係

その他の

関係会社

㈱博報堂

ＤＹメ

ディア

パート

ナーズ

東京都港

区
4,500,000広告業

(被所有)

直接

49.2％

―

当社のイ

ンター

ネット広

告の販売

先であり

ます。

売上高 18,834,585売掛金 1,267,738

その他の

関係会社

㈱アサ

ツー 

ディ・ケ

イ

東京都中

央区
37,581,366広告業

(被所有)

直接

27.0％

役員

２名

当社のイ

ンター

ネット広

告の販売

先であり

ます。

売上高 4,400,302売掛金 76,677

　（注）１．上記の金額のうち取引金額は消費税等を含めず、期末残高は消費税等を含めて表示しております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

取引条件は、市場価格等を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。

　

第13期連結会計年度（自　平成20年12月１日　至　平成21年11月30日）

（追加情報）　

　当連結会計年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員会　企

業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　企業会計基準

第13号）を適用しております。

　この結果、従来の開示対象に加えて、連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引が開示対象に追加

されております。　
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１．関連当事者との取引

（1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

（ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等　

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又は
出資金
(千円)

事業の内容又
は職業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関連当事者との
関係

取引の内
容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）

親会社

　

㈱博報堂

ＤＹホー

ルディン

グス

東京都港

区
10,000,000持株会社

(被所有)

間接

53.6％

当社のテクノ

ロジー関連商

品の販売先で

あります。

役員の兼任　

売上高 42,200売掛金 33,915

その他の

関係会社

㈱アサ

ツー 

ディ・ケ

イ

東京都中

央区
37,581,366広告業

(被所有)

直接

24.8％

当社のイン

ターネット広

告の販売先で

あります。

役員の兼任　

売上高 352,521売掛金 7,704

主要株主

（法人）

㈱博報堂

ＤＹメ

ディア

パート

ナーズ

東京都港

区
4,500,000広告業

(被所有)

直接

45.1％

当社のイン

ターネット広

告の販売先で

あります。

役員の兼任　

売上高 19,524,895売掛金 1,205,003

主要株主

（法人）
㈱博報堂

東京都港

区
35,848,000　 広告業

(被所有)

直接8.6

％

当社のイン

ターネット広

告の販売先で

あります。

売上高

増資の被引

受(注）３

子会社株式

の 取 得

(注）４　

　112,655

1,287,720

　

　

900,000　

売掛金

―

　

　

―

16,160

―

　

　
―

　（注）１．上記の金額のうち取引金額は消費税等を含めず、期末残高は消費税等を含めて表示しております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

取引条件は、市場価格等を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。

３．㈱博報堂が当社の行った第三者割当増資を１株につき28,616円で引き受けたものであります。

４．当社が㈱博報堂から㈱博報堂アイ・スタジオの株式を取得したものであります。売買価格は、純資産額等を

基準とした価格によっており、支払条件は一括現金払であります。　

　

（イ）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又は
出資金
(千円)

事業の内容又
は職業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関連当事者との
関係

取引の内
容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）

関連会社

㈱ＡＤＫ

インタラ

クティブ

東京都中

央区
100,000

インターネット

広告及びモバイ

ル広告における

トータルキャン

ペーンのプラン

ニング及び制作

等

(所有)

直接

20.0％

当社のイン

ターネット広

告の販売先で

あります。

役員の兼任　

売上高 4,726,562売掛金 443,425

　（注）１．上記の金額のうち取引金額は消費税等を含めず、期末残高は消費税等を含めて表示しております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

取引条件は、市場価格等を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。

　

（ウ）連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会

社等

該当する関連当事者はありません。

　

（エ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

該当する関連当事者はありません。
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（2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

（ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

　（㈱博報堂アイ・スタジオ）　

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又は
出資金
(千円)

事業の内容又
は職業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関連当事者との
関係

取引の内
容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）

親会社

　

㈱博報堂

ＤＹホー

ルディン

グス

東京都港

区
10,000,000持株会社

(被所有)

間接

53.6％

当社のテクノ

ロジー関連商

品の販売先で

あります。

役員の兼任　

― ―

その他の

流動資産

（注）1　

410,700

主要株主

（法人）　

　

㈱博報堂
東京都港

区
35,848,000広告業

(被所有)

直接

8.6％

当社のイン

ターネット広

告の販売先で

あります。

売上高 2,078,966売掛金 470,287

　（注）１．上記の㈱博報堂ＤＹホールディングスに対する期末残高は、グループファイナンス預け金として預け入れた

ものであり、通常の金融機関との取引と同様に預入期間に応じて利息相当額を受領しております。

　　　　２．上記の金額のうち取引金額は消費税等を含めず、期末残高は消費税等を含めて表示しております。 

３．取引条件及び取引条件の決定方針等

取引条件は、市場価格等を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。

　

（イ）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

該当する関連当事者はありません。

　

（ウ）連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会

社等

該当する関連当事者はありません。

　

（エ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

該当する関連当事者はありません。

　

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記　

（1）親会社情報

㈱博報堂ＤＹホールディングス（東京証券取引所に上場）

　

（2）重要な関連会社の要約財務情報

当連結会計年度において、重要な関連会社はありません。
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（１株当たり情報）

項目
第12期連結会計年度

（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日）

１株当たり純資産額       15,936円17銭       17,284円08銭

１株当たり当期純利益      1,750円25銭        573円92銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益      1,740円92銭       571円65銭

　（注）　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
第12期連結会計年度
(自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日)

第13期連結会計年度
(自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日)

１株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 843,137 296,102

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 843,137 296,102

期中平均株式数（株） 481,723 515,930

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 2,582 2,051

（うち新株予約権及び新株引受権） (2,582) （2,051)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

平成16年２月26日定時株主総会

決議ストック・オプション

普通株式 3,360株

(新株予約権1,680個)

平成17年２月24日定時株主総会

決議ストック・オプション

普通株式 5,220株

(新株予約権5,220個)

平成18年２月24日定時株主総会

決議ストック・オプション

普通株式 8,675株

(新株予約権8,675個)

平成19年２月27日定時株主総会

決議ストック・オプション

普通株式 1,800株

(新株予約権1,800個)

平成19年２月27日定時株主総会

決議ストック・オプション

普通株式 1,850株

(新株予約権1,850個)

当社の発行した新株予約権の当

連結会計年度末の状況は下記の

とおりであります。

平成16年２月26日定時株主総会

決議ストック・オプション

普通株式3,120株

（新株予約権1,560個）

平成17年２月24日定時株主総会

決議ストック・オプション

普通株式5,070株

（新株予約権5,070個）

平成18年２月24日定時株主総会

決議ストック・オプション

普通株式8,340株

（新株予約権8,340個）

平成19年２月27日定時株主総会

決議ストック・オプション

普通株式1,800株

（新株予約権1,800個）

平成19年２月27日定時株主総会

決議ストック・オプション

普通株式1,790株

（新株予約権1,790個）　
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項目
第12期連結会計年度
(自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日)

第13期連結会計年度
(自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日)

　

　

当社の連結子会社である㈱スパ

イアの発行した当連結会計年度

末の新株予約権の状況は下記の

とおりであります。

平成13年５月28日臨時株主総会

決議ストック・オプション

普通株式291,600株

（新株引受権2,916個）

　 　 平成13年11月16日臨時株主総会

決議ストック・オプション

普通株式2,300株

（新株引受権23個）

平成17年3月25日定時株主総会

決議ストック・オプション

普通株式88,100株

（新株予約権881個）

平成18年３月24日定時株主総会

決議ストック・オプション

普通株式54,500株

（新株予約権545個）

平成21年３月25日定時株主総会

決議ストック・オプション

普通株式496,164株

（新株予約権1,038個）

平成21年３月25日定時株主総会

決議ストック・オプション

普通株式50,668株

（新株予約権106個）

　

（重要な後発事象）

第12期連結会計年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日）

（新株予約権の発行について)

　当社は、平成21年２月26日開催の第12期定時株主総会にお

いて、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、

ストックオプションとして、株主以外の者に対し特に有利

な条件をもって新株予約権を発行することを決議いたしま

した。その内容は、第12期有価証券報告書「第４．提出会社

の状況　１．株式等の状況　(8)ストックオプション制度の

内容」に記載のとおりであります。　

（新株予約権の発行について)

　当社は、平成22年２月25日開催の第13期定時株主総会にお

いて、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、

ストックオプションとして、株主以外の者に対し特に有利な

条件をもって新株予約権を発行することを決議いたしまし

た。その内容は、第13期有価証券報告書「第４．提出会社の

状況　１．株式等の状況　(8)ストックオプション制度の内

容」に記載のとおりであります。　
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第12期連結会計年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日）

（連結子会社の合併契約について）

　連結子会社である株式会社エルゴ・ブレインズ（以下、

「エルゴ・ブレインズ」という。）及び株式会社インター

スパイア（以下、「インタースパイア」という。）は、それ

ぞれ平成20年12月８日開催の取締役会において、平成21年

５月１日を期日として合併することを決議し、同日付を

もって合併契約を締結いたしました。

１．合併の目的

　本合併により、エルゴ・ブレインズの強みである会員デー

タベースとシステム開発力に加えて、インタースパイアの

強みであるモバイルマーケティングのノウハウと、モバイ

ル広告代理店・モバイルレップ機能による高い営業力が組

み合わされることで、高い成長性が期待できるとともに、両

社のサービスが融合することでパソコンと携帯電話という

デバイスの枠にとらわれないインターネットサービスの提

供を可能にし、オフィスの統合や間接部門の共有化等によ

り、組織の強化と販売管理費の削減を行い、収益性の向上を

図るためであります。

　なお、合併に係る日程は、以下の通りであります。

両社の合併決議取締役会 平成20年12月８日
両社の合併契約締結 平成20年12月８日
インタースパイアの臨時株主総
会基準日公告

平成21年１月15日　

インタースパイアの臨時株主総
会基準日

平成21年１月30日　

両社の合併承認株主総会 平成21年３月25日　
合併期日（効力発生日） 平成21年５月１日　
合併登記日 平成21年５月１日　

２．合併の方式

　エルゴ・ブレインズを吸収合併存続会社とする吸収合併

方式によっており、インタースパイアは消滅会社となりま

す。

３．合併比率

　インタースパイアの普通株式１株に対して、エルゴ・ブレ

インズの普通株式478株を割当交付いたします。本合併に用

いられる合併比率の算定にあたって公正性を期すため、日

興コーディアル証券株式会社をフィナンシャル・アドバイ

ザーとして任命して、合併比率の算定を依頼しております。

なお、エルゴ・ブレインズ及びインタースパイアは、算定機

関である日興コーディアル証券株式会社と何ら利害関係が

ありません。

―――――――
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第12期連結会計年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日）

（第三者割当増資による新株式発行及び親会社の異動につ

いて）

　当社は、平成21年２月２日開催の取締役会において、第三

者割当増資による新株式発行に関し以下の通り決議いたし

ました。また、これに伴い、平成21年２月19日付で親会社の

異動があり、当社は株式会社博報堂ＤＹホールディングス

の連結子会社となりました。

（1）発行新株式の種類 普通株式

（2）発行新株式数 45,000株

（3）発行価額 １株につき28,616円

（4）発行価額の総額 1,287,720千円

（5）資本組入額 643,860千円

（6）申込期間 平成21年２月18日　

（7）払込期日 平成21年２月19日　

（8）資本組入日 平成21年２月19日　　

（9）割当先　 株式会社博報堂　

（10）増資資金調達の使途　手取概算額（発行諸費用概算

額控除後）1,286,720千円に

ついては、900,000千円を株式

会社博報堂アイ・スタジオの

株式取得に使用します。この

他、当社グループのインター

ネット広告関連サービス強化

のための他社との資本提携等

に充てる予定です。　

（11）その他重要な事項　 当該増資を引受ける株式会社

博報堂（以下、「博報堂」と

いう。）（増資後のの議決権

8.6％を保有）は、当社の筆頭

株主であり増資後の議決権の

45.1％を保有することとなる

株式会社博報堂ＤＹメディア

パートナーズとともに、株式

会社博報堂ＤＹホールディン

グス（以下、「博報堂ＤＹ

ホールディングス」とい

う。）の子会社であります。こ

の第三者割当増資により、博

報堂ＤＹホールディングス

は、グループで当社議決権

（増資後）の53.7％を保有す

ることになるため、博報堂Ｄ

Ｙホールディングスが当社の

親会社となりました。

―――――――
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第12期連結会計年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日）

（株式会社博報堂アイ・スタジオの株式取得（子会社化）

について）

　当社は、平成21年２月２日開催の取締役会において、株式

会社博報堂アイ・スタジオの株式を取得し、子会社とする

ことを以下の通り決議いたしました。

―――――――

　

１．株式取得の理由

　当社グループは、これまで広告枠取引を仲介するメディア

サービスとその周辺領域でのテクノロジーサービス、オペ

レーションサービスを中心に業績を拡大してきましたが、

今後も成長を続けていくためには、クリエイティブサービ

ス、メディア・ソリューションといった、これまでグループ

になかった、又は事業化の途上の機能を強化し、総合的なソ

リューションサービスの提供体制を早急に構築する必要が

あると考えております。この考えに基づき、当社では、まず

クリエイティブサービスを強化することとしたため、デジ

タル領域におけるクリエイティブ（サイト構築・運営等）

で高いスキルと実績を有する株式会社博報堂アイ・スタジ

オの株式を取得し、連結子会社とすることといたしました。

　

２．子会社となる会社の概要　 　

(1)商号　 株式会社博報堂アイ・スタジオ　

(2)代表者　 代表取締役社長　岩本　晃　

(3)所在地　 東京都江東区豊洲５丁目６番15号　

(4)設立年月日　 平成12年６月30日　

(5)主な事業の内容　

インターネット広告領域全般におけ

る制作業務、システム開発業務及び

CRM業務　

(6)資本金　 260百万円　

(7)最近事業年度における業績の動向　

 

 2008年３月期
売上高 2,749百万円
売上総利益 1,111百万円
営業利益 258百万円
経常利益 254百万円
当期純利益 67百万円

 

３．株式取得の相手会社の名称

株式会社博報堂

　

４．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有　 　

(1)異動前の株式数　0株（所有割合0％）

(2)取得株式数　 3,120株（取得価額900百万円）　

(3)異動後の株式数　3,120株（所有割合60％）　

　

５．取得年月日　

平成21年２月25日（予定）　
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第12期連結会計年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日）

（連結子会社における本社移転）

　当社の連結子会社であります㈱エルゴ・ブレインズは、平

成20年12月８日開催の取締役会において、本社を移転する

ことを決議いたしました。　

　この移転により、移転費用（現状回復工事、除却等）とし

て特別損失38,356千円が発生し、平成21年11月期において

計上する見込であります。

―――――――

　

　

（連結子会社における転職支援制度の実施について）　

　当社の連結子会社であります㈱エルゴ・ブレインズは、平

成20年12月18日開催の取締役会において、「転職支援制

度」を以下の通り導入することを決議いたしました。　　

（1）対象者　
全社員（社員数：83名　
平成20年12月18日現在）

（2）募集期間　
平成21年１月５日から
平成21年１月16日まで　

（3）募集人数　 20名程度
（4）退職日　 平成21年２月20日（予定）

（5）その他

制度利用者に対しキャリア支援金を支
給するとともに、支援会社による転職
活動の支援及び転職先の紹介を行いま
す。これに伴い、キャリア支援金の支給
に伴う特別損失20,506千円が発生し、
平成21年11月期において計上する見込
であります。

 

―――――――　
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第12期連結会計年度
（自　平成19年12月１日
至　平成20年11月30日）

第13期連結会計年度
（自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日）

（連結子会社における重要な事業からの撤退について）　

　当社の連結子会社であります㈱エルゴ・ブレインズは、平

成20年12月18日開催の取締役会において、以下の通りCGM

マーケティング事業及びソーシャルコマース事業から撤退

することを決議いたしました。　　

１．その旨及び理由

　㈱エルゴ・ブレインズはこれまで、主力事業であるメール

広告事業に代わる新規事業として、CGMマーケティング事業

及びソーシャルコマース事業の開発と育成に取り組んでま

いりましたが、早期採算性の観点から検討を重ねた結果、両

事業から撤退する結論に至りました。

　これは、平成20年12月８日開催の同社取締役会で決議され

た㈱インタースパイアとの合併を前提とした事業の再編に

おいて、両社の強みであるデータベースを活かした事業領

域及び、高い成長性が見込まれるモバイル事業領域に経営

資源を集中させ、早期に成長させることが同社の本質的な

企業価値の向上につながると判断し、今回の決定に至りま

した。

２．撤退する事業の規模

　平成20年11月期

　事業名 　売上高
　CGMマーケティング事業 　39,990千円
　ソーシャルコマース事業 　1,022千円

３．撤退の時期　

　平成20年12月31日を撤退予定日としております。

４．撤退が営業活動へ及ぼす重要な影響

　今回の事業撤退に伴い、当該事業用資産の固定資産の減損

処理により、特別損失16,025千円が発生し、平成21年11月期

において計上する見込であります。

―――――――　
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【四半期連結財務諸表】

①【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

　 　 　
　

第14期第３四半期
連結会計期間末

（平成22年８月31日）

第13期連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成21年11月30日）

資産の部 　 　

　 流動資産 　 　

　 　 現金及び預金 ※2　　6,320,575 ※2　　5,678,796

　 　 受取手形及び売掛金 5,291,000 5,047,038

　 　 有価証券 101,347 100,963

　 　 その他 836,788 881,451

　 　 貸倒引当金 △3,813 △3,732

　 　 流動資産合計 12,545,899 11,704,516

　 固定資産 　 　

　 　 有形固定資産 ※1　　304,140 ※1　　371,714

　 　 無形固定資産 　 　

　 　 　 のれん 625,112 673,826

　 　 　 ソフトウエア 543,567 549,442

　 　 　 ソフトウエア仮勘定 26,354 50,086

　 　 　 その他 11,863 10,844

　 　 　 無形固定資産合計 1,206,898 1,284,200

　 　 投資その他の資産 　 　

　 　 　 投資有価証券 1,663,780 1,369,207

　 　 　 その他 854,771 898,503

　 　 　 貸倒引当金 △129,876 △128,309

　 　 　 投資その他の資産合計 2,388,675 2,139,402

　 　 固定資産合計 3,899,714 3,795,316

　 資産合計 16,445,613 15,499,833
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（単位：千円）

　 　 　
第14期第３四半期
連結会計期間末

（平成22年８月31日）

第13期連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成21年11月30日）

負債の部 　 　

　 流動負債 　 　

　 　 買掛金 ※2　　4,082,989 ※2　　4,168,747

　 　 短期借入金 89,000 －

　 　 1年内返済予定の長期借入金 105,338 62,220

　 　 未払金 379,868 446,330

　 　 未払法人税等 338,228 256,257

　 　 役員賞与引当金 21,178 19,587

　 　 賞与引当金 167,658 113,147

　 　 ポイント引当金 20,076 13,709

　 　 その他 296,415 192,794

　 　 流動負債合計 5,500,753 5,272,794

　 固定負債 　 　

　 　 長期借入金 66,318 60,014

　 　 退職給付引当金 155,773 121,752

　 　 ポイント引当金 30,139 16,213

　 　 その他 110,020 105,042

　 　 固定負債合計 362,252 303,021

　 負債合計 5,863,005 5,575,816

純資産の部 　 　

　 株主資本 　 　

　 　 資本金 4,031,837 4,031,837

　 　 資本剰余金 3,369,621 3,369,621

　 　 利益剰余金 2,814,243 2,193,472

　 　 自己株式 △448,094 △448,094

　 　 株主資本合計 9,767,608 9,146,836

　 評価・換算差額等 　 　

　 　 その他有価証券評価差額金 47,413 △47,948

　 　 為替換算調整勘定 △10,575 △10,244

　 　 評価・換算差額等合計 36,837 △58,192

　 新株予約権 ※3　　147,718 ※3　　127,886

　 少数株主持分 630,442 707,486

　 純資産合計 10,582,607 9,924,016

負債純資産合計 16,445,613 15,499,833
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②【四半期連結損益計算書】

第３四半期連結累計期間

（単位：千円）

　 　

第13期第３四半期
連結累計期間

（自　平成20年12月１日
至　平成21年８月31日）

第14期第３四半期
連結累計期間

（自　平成21年12月１日
至　平成22年８月31日）

売上高 35,676,080 40,014,407

売上原価 30,347,823 33,712,352

売上総利益 5,328,256 6,302,055

販売費及び一般管理費 ※1　　4,946,824 ※1　　5,104,671

営業利益 381,431 1,197,384

営業外収益 　 　

　 受取利息 8,315 3,976

　 受取配当金 4,731 5,143

　 為替差益 8,080 467

　 持分法による投資利益 － 60,438

　 その他 4,679 10,573

　 営業外収益合計 25,807 80,599

営業外費用 　 　

　 支払利息 4,569 2,711

　 支払手数料 25,000 －

　 持分法による投資損失 36,899 －

　 貸倒引当金繰入額 － 3,000

　 投資事業組合運用損 － 3,004

　 その他 24,666 381

　 営業外費用合計 91,135 9,097

経常利益 316,103 1,268,886

特別利益 　 　

　 投資有価証券売却益 49 118,605

　 固定資産売却益 13 －

　 持分変動利益 76,409 －

　 その他 2,653 32,248

　 特別利益合計 79,125 150,853

特別損失 　 　

　 固定資産売却損 13,643 －

　 子会社株式売却損 － 1,314

　 会員権評価損 － 1,897

　 固定資産除却損 46,717 －

　 投資有価証券評価損 256,366 89,827

　 投資有価証券売却損 252 －

　 減損損失 56,550 －

　 特別退職金 26,608 －

　 その他 11,320 9,671

　 特別損失合計 411,460 102,711

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損

失（△）
△16,230 1,317,029

法人税、住民税及び事業税 154,199 498,000

法人税等調整額 36,089 △12,189

法人税等合計 190,289 485,811

少数株主利益又は少数株主損失（△） △189,025 105,278

四半期純利益又は四半期純損失（△） △17,494 725,939
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第３四半期連結会計期間

（単位：千円）

　 　

第13期第３四半期
連結会計期間

（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

第14期第３四半期
連結会計期間

（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

売上高 11,368,141 13,055,985

売上原価 9,623,484 11,021,780

売上総利益 1,744,657 2,034,204

販売費及び一般管理費 ※1　　1,713,019 ※1　　1,704,231

営業利益 31,637 329,973

営業外収益 　 　

　 受取利息 1,238 1,512

　 受取配当金 4,690 5,071

　 為替差益 － 1,092

　 持分法による投資利益 7,898 26,959

　 その他 － 3,903

　 営業外収益合計 13,827 38,540

営業外費用 　 　

　 支払利息 352 1,374

　 為替差損 266 －

　 投資事業組合運用損 － 1,994

　 その他 192 38

　 営業外費用合計 811 3,408

経常利益 44,654 365,105

特別利益 　 　

　 投資有価証券売却益 － 20,605

　 持分変動利益 76,409 －

　 その他 2,818 8,852

　 特別利益合計 79,227 29,457

特別損失 　 　

　 投資有価証券評価損 251,674 77,468

　 投資有価証券売却損 252 －

　 減損損失 15,332 －

　 その他 － 9,004

　 特別損失合計 267,259 86,472

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損

失（△）
△143,377 308,090

法人税、住民税及び事業税 △101,117 93,781

法人税等調整額 23,433 30,788

法人税等合計 △77,684 124,569

少数株主利益又は少数株主損失（△） △28,444 17,704

四半期純利益又は四半期純損失（△） △37,248 165,816
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③【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

　 　

第13期第３四半期
連結累計期間

（自　平成20年12月１日
至　平成21年８月31日）

第14期第３四半期
連結累計期間

（自　平成21年12月１日
至　平成22年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 　 　

　
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純

損失（△）
△16,230 1,317,029

　 減価償却費 206,643 238,008

　 のれん償却額 70,224 69,020

　 貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,640 4,976

　 退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,919 34,021

　 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △94,397 －

　 ポイント引当金の増減額（△は減少） △5,793 20,292

　 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,847 1,590

　 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 256,569 △28,777

　 子会社株式売却損益（△は益） － 1,314

　 受取利息及び受取配当金 △13,046 △9,119

　 支払利息 4,569 2,711

　 持分法による投資損益（△は益） 36,899 △60,438

　 固定資産除売却損益（△は益） 60,347 328

　 持分変動損益（△は益） △76,409 △20,123

　 売上債権の増減額（△は増加） 1,303,047 △632,113

　 たな卸資産の増減額（△は増加） 12,743 △41,495

　 仕入債務の増減額（△は減少） △916,813 265,945

　 未払金の増減額（△は減少） △31,026 △53,008

　 未払消費税等の増減額（△は減少） △15,634 108,716

　 その他 332,855 167,616

　 小計 1,129,260 1,386,495

　 利息及び配当金の受取額 13,481 11,975

　 利息の支払額 △4,569 △2,711

　 法人税等の支払額 △512,735 △407,586

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 625,437 988,173

投資活動によるキャッシュ・フロー 　 　

　 有形固定資産の取得による支出 △113,679 △22,322

　 無形固定資産の取得による支出 △238,892 △121,746

　 投資有価証券の取得による支出 △2,700 △131,284

　 投資有価証券の売却及び償還による収入 200,000 269,160

　 関係会社株式の取得による支出 △372,643 △50,000

　 子会社株式の売却による収入 － 63,250

　 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △878,262 －

　 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 8,704 45,797

　 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 － △248,657

　 差入保証金の差入による支出 △82,478 △5,671

　 貸付金の回収による収入 － 29,162

　 保険積立金の払戻による収入 12,729 －

　 その他 51,623 6,477

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,415,598 △165,835
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（単位：千円）

　 　

第13期第３四半期
連結累計期間

（自　平成20年12月１日
至　平成21年８月31日）

第14期第３四半期
連結累計期間

（自　平成21年12月１日
至　平成22年８月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー 　 　

　 短期借入金の純増減額（△は減少） △37,440 39,000

　 長期借入金の返済による支出 △129,996 △66,741

　 株式の発行による収入 1,283,130 －

　 自己株式の取得による支出 △33,498 －

　 自己株式の売却による収入 16,222 －

　 配当金の支払額 △152,515 △101,229

　 少数株主への配当金の支払額 △38,800 △50,400

　 その他 △240 △1,463

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 906,861 △180,834

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,193 △734

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 107,506 640,768

現金及び現金同等物の期首残高 5,337,297 5,671,819

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1　　5,444,804 ※1　　6,312,587
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【継続企業の前提に関する事項】

第14期第３四半期連結会計期間(自　平成22年６月１日　至　平成22年８月31日)

　該当事項はありません。

 

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

第14期第３四半期連結累計期間
(自　平成21年12月１日  至　平成22年８月31日)

１．連結の範囲に関する事項の変更

　（１）連結の範囲の変更

　第１四半期連結会計期間において、㈱スパイスボックス及び㈱テトテは、保有株式を一部売却したため、連結の

範囲から除外し、持分法適用会社としております。

　また、当第２四半期連結会計期間より、㈱凸風は新規設立のため、㈱インターナショナルスポーツマーケティン

グは株式を取得したため、連結の範囲に加えております。

　

　（２）変更後の連結子会社の数    

　11社

　

２．持分法の適用に関する事項の変更

　（１）持分法適用関連会社

①　持分法適用関連会社の変更

　第１四半期連結会計期間より、㈱スパイスボックス及び㈱テトテを持分法の適用範囲に含めております。

　第１四半期連結会計期間より、㈱グリッド・ソリューションズは、当期純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、持分法の適用範囲から除

外しております。

　第１四半期連結会計期間より、㈱あいけあは、保有株式を全て売却したため、持分法の適用範囲から除外して

おります。

　第３四半期連結会計期間より、㈱アイズファクトリーは、保有株式を全て売却したため、持分法の適用範囲か

ら除外しております。　

②　変更後の持分法適用関連会社の数

　　６社

　

３．会計処理基準に関する事項の変更

　（１）受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準の変更　

　受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工

事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半

期連結会計期間に着手した受注契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性

が認められる受注契約については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の受注契約

については工事完成基準を適用しております。

　これによる売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。　
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【表示方法の変更】

第14期第３四半期連結累計期間
(自　平成21年12月１日  至　平成22年８月31日)

（四半期連結損益計算書）

　前第３四半期連結累計期間において区分掲記しておりました「持分変動利益」（当第３四半期連結累計期間は

20,380千円）は、特別利益の総額の100分の20以下となったため、特別利益の「その他」に含めて表示することにいた

しました。

　前第３四半期連結累計期間において区分掲記しておりました「減損損失」（当第３四半期連結累計期間は338千円）

は、特別損失の総額の100分の20以下となったため、特別損失の「その他」に含めて表示することにいたしました。ま

た、前第３四半期連結累計期間において区分掲記しておりました「固定資産除却損」（当第３四半期連結累計期間は

328千円）は、特別損失の総額の100分の20以下となったため、特別損失の「その他」に含めて表示することにいたしま

した。

　

　

【簡便な会計処理】

第14期第３四半期連結累計期間
（自　平成21年12月１日  至　平成22年８月31日）

１．固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している有形固定資産の減価償却については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して

算定する方法によっております。 

 

２．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ

ております。

　

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

第14期第３四半期連結累計期間
（自　平成21年12月１日  至　平成22年８月31日）

該当事項はありません。　
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

第14期第３四半期連結会計期間末
(平成22年８月31日)

第13期連結会計年度末
(平成21年11月30日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

619,124千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

557,889千円

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

定期預金 9,000千円 定期預金 9,000千円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

買掛金 61,378千円 買掛金 77,429千円

※３　新株引受権（676千円）は、「新株予約権」に含めて表

示しております。

※３　　　　　　　　　同左

　４　受取手形裏書譲渡高　　　　　　　　98,117千円

　

　４　受取手形裏書譲渡高　　　　　　　145,696千円

　

　

（四半期連結損益計算書関係）

第13期第３四半期連結累計期間
(自　平成20年12月１日 至　平成21年８月31日)

第14期第３四半期連結累計期間
(自　平成21年12月１日 至　平成22年８月31日)

 ※１　主な販売費及び一般管理費

　

 ※１　主な販売費及び一般管理費

　

従業員人件費 2,417,146千円

 
 

従業員人件費 2,649,810千円

 
 

 

　

第13期第３四半期連結会計期間
(自　平成21年６月１日 至　平成21年８月31日)

第14期第３四半期連結会計期間
(自　平成22年６月１日 至　平成22年８月31日)

 ※１　主な販売費及び一般管理費  ※１　主な販売費及び一般管理費

従業員人件費 881,864千円

 
 

従業員人件費 885,988千円

 
 

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

第13期第３四半期連結累計期間
（自　平成20年12月１日　　至　平成21年８月31日）

第14期第３四半期連結累計期間
（自　平成21年12月１日　　至　平成22年８月31日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

（平成21年８月31日現在）

現金及び預金 5,451,781千円

有価証券 100,841千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △9,000千円

MMF等以外の有価証券 △98,818千円

現金及び現金同等物 5,444,804千円

（平成22年８月31日現在）

現金及び預金 6,320,575千円

有価証券 101,347千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △9,000千円

MMF等以外の有価証券 △100,334千円

現金及び現金同等物 6,312,587千円
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（株主資本等関係）

　第14期第３四半期連結会計期間末（平成22年８月31日）及び第14期第３四半期連結累計期間（自　平成21年

12月１日　至　平成22年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 534,423

 

２．自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 8,584

  

３．新株予約権等に関する事項

区分 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当第３四半期連結
会計期間末残高
（千円）

　
当第３四半期連結
会計期間末 　

提出会社

（親会社）

 

第１回無担保社債

（新株引受権付）
普通株式 3,757 676 　

平成16年４月

新株予約権
普通株式 3,120 － 　

平成17年７月

新株予約権
普通株式 4,710 － 　

平成18年４月

新株予約権
普通株式 7,870 － 　

平成19年７月

新株予約権
普通株式 1,740 54,248 　

平成19年７月

新株予約権
普通株式 1,580 47,641 　

平成21年３月

新株予約権
普通株式 616 17,179 　

平成22年３月

新株予約権
普通株式 868 24,685 　

合計 － 24,261 144,430 　
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区分 内訳
目的となる株式
の種類

目的となる株式の数（株） 当第３四半期連結
会計期間末残高
（千円）

　
当第３四半期連結
会計期間末 　

連結子会社

（㈱スパイ

ア）

 

平成13年５月

新株引受権
普通株式 291,600 － 　

平成13年11月

新株引受権
普通株式 2,300 － 　

平成18年４月

新株予約権
 普通株式 43,000 － 　

平成21年５月

新株予約権
普通株式 431,634 － 　

平成21年５月

新株予約権（注）１
普通株式 49,234 － 　

平成22年５月

新株予約権（注）２
普通株式 221,500 1,125 　

平成22年５月

新株予約権（注）３
普通株式 424,000 2,162 　

 合計  － 1,463,268 3,288 　

 連結子会社

（㈱アイメ

ディアドライ

ブ）

平成20年７月

新株予約権
普通株式 200 － 　

 合計 － 200 － 　

（注）１　平成21年５月新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

　　　２　平成22年５月新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

　　　３　平成22年５月新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

　

４．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年２月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 105,167 200
平成21年　11
月30日

平成22年　２
月26日

 
 

(2) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

間末後となるもの

該当事項はありません。

 

５．株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。 
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

第13期第３四半期連結会計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日）及び第14期第３四半期連結

会計期間（自　平成22年６月１日　至　平成22年８月31日）

　当社グループの事業は、単一セグメントの事業であるため、事業の種類別セグメント情報を記載しておりませ

ん。 

 

第13期第３四半期連結累計期間(自　平成20年12月１日　至　平成21年８月31日)及び第14期第３四半期連結累

計期間(自　平成21年12月１日　至　平成22年８月31日)

　当社グループの事業は、単一セグメントの事業であるため、事業の種類別セグメント情報を記載しておりませ

ん。 

 

【所在地別セグメント情報】

第13期第３四半期連結会計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日）及び第14期第３四半期連結

会計期間（自　平成22年６月１日　至　平成22年８月31日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に含める割合が90％超であるため、所在地別セグメントの記

載を省略しております。 

 

第13期第３四半期連結累計期間(自　平成20年12月１日　至　平成21年８月31日)及び第14期第３四半期連結累

計期間(自　平成21年12月１日　至　平成22年８月31日)

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に含める割合が90％超であるため、所在地別セグメントの記

載を省略しております。 

 

【海外売上高】

第13期第３四半期連結会計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日）及び第14期第３四半期連結

会計期間（自　平成22年６月１日　至　平成22年８月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

 

第13期第３四半期連結累計期間(自　平成20年12月１日　至　平成21年８月31日)及び第14期第３四半期連結累

計期間(自　平成21年12月１日　至　平成22年８月31日)

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

 

（リース取引関係）

 リース取引開始日が適用初年度以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じて処理を行っておりますが、第14期第３四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は、第13

期連結会計年度末に比べて著しい変動はありません。 

 

 

（有価証券関係）

 著しい変動はないため、注記は省略しております。 

 

 

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。  
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（企業結合等関係）

　該当事項はありません。

　

　

（ストック・オプション等関係）

第14期第３四半期連結会計期間（自　平成22年６月１日　至　平成22年８月31日）

１．ストック・オプションに係る当第３四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費　　3,288千円 

 

２．当第３四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

連結子会社　

会社名 
株式会社スパイア

第６回新株予約権

株式会社スパイア

第７回新株予約権

 付与対象者の区分及び人数
同社取締役　　　７名

同社監査役　　　３名

同社従業員　　　122名

同社子会社取締役 ３名

同社子会社従業員 20名

 株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　221,500株 普通株式　425,500株

 付与日 平成22年５月12日 平成22年５月12日

 権利確定条件

 同社と当該対象者との間で

締結する「新株予約権割当

契約」に定めるところによ

る。

 同左

 対象勤務期間  対象勤務期間の定めはない。  同左

 権利行使期間
自平成24年５月13日

至平成27年５月12日

自平成24年５月13日

至平成27年５月12日

 権利行使価格（円） 174 174

 付与日における公正な評価単価（円） 61 61

 

３．当第３四半期連結会計期間における付与したストック・オプションの条件変更

　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

第14期第３四半期連結会計期間末
（平成22年８月31日）

第13期連結会計年度末
(平成21年11月30日)

１株当たり純資産額 18,645.34円 １株当たり純資産額 17,284.08円

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額等

第13期第３四半期連結累計期間
(自　平成20年12月１日　
　至　平成21年８月31日)

第14期第３四半期連結累計期間
(自　平成21年12月１日　
　至　平成22年８月31日)

１株当たり四半期純損失金額 34円13銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半

期純損失であるため記載しておりません

１株当たり四半期純利益金額 1,380円54銭

潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益金額
1,371円67銭 

　

(注)　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

第13期第３四半期
連結累計期間

(自　平成20年12月１日
　至　平成21年８月31日)

第14期第３四半期
連結累計期間

(自　平成21年12月１日
　至　平成22年８月31日)

(1）１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四
半期純損失金額

　 　

四半期純利益又は四半期純損失（△）
（千円） 

△17,494　 725,939　

普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る四半期純利益又は
四半期純損失（△）（千円）　

△17,494　 725,939　

普通株式の期中平均株式数（株） 512,640 525,839
(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益調整額（千円） －　 △859
（うち連結子会社及び持分法適用関連会社の潜
在株式による調整額）

－　 (△859)　

普通株式増加数（株） －　 2,770　
（うち新株予約権及び新株引受権） －　 (2,770)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり四半期純利益金額の算定に含めな
かった潜在株式で前連結会計年度末から重要
な変動がある場合の概要

　著しい変動はないため、概
要の記載を省略しておりま
す。

　著しい変動はないため、概
要の記載を省略しておりま
す。
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第13期第３四半期連結会計期間
(自　平成21年６月１日　
　至　平成21年８月31日)

第14期第３四半期連結会計期間
(自　平成22年６月１日　
　至　平成22年８月31日)

１株当たり四半期純損失金額 70円84銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半

期純損失であるため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 315円34銭

潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益金額
312円82銭

 

(注)　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

第13期第３四半期
連結会計期間

(自　平成21年６月１日
　至　平成21年８月31日)

第14期第３四半期
連結会計期間

(自　平成22年６月１日
　至　平成22年８月31日)

(1）１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四
半期純損失金額

　 　

四半期純利益又は四半期純損失（△）
（千円） 　

△37,248 165,816

普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る四半期純利益又は
四半期純損失（△）（千円）　　

△37,248　 165,816　

普通株式の期中平均株式数（株） 525,839 525,839
(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益調整額（千円） － △277
（うち連結子会社及び持分法適用関連会社の潜
在株式による調整額）

－ (△277)

普通株式増加数（株） － 3,341
（うち新株予約権及び新株引受権） － (3,341)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり四半期純利益金額の算定に含めな
かった潜在株式で前連結会計年度末から重要
な変動がある場合の概要

　著しい変動はないため、概
要の記載を省略しておりま
す。

　著しい変動はないため、概
要の記載を省略しておりま
す。
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（重要な後発事象）

第14期第３四半期連結会計期間
(自　平成22年６月１日  至　平成22年８月31日)

　提出会社は、第１回無担保社債に伴う新株引受権が平成22年９月17日に権利行使されたことを受け、自己株式を以下の

とおり処分しております。

　

処分した株式　　　         　普通株式　　3,754株

処分した株式総額　　　　　　　 　　　253,313千円　

自己株式処分差損　　　　　　　　　 　185,155千円
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２【会社以外の団体の場合】

　該当事項はありません。

　

３【個人の場合】

　該当事項はありません。
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第３【公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況】
 

１【株券等の所有状況】

（１）【公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計】

  （平成22年10月28日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 20,015（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 375 － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 20,390 － －

所有株券等の合計数 20,390 － －

（所有潜在株券等の合計数） （375） － －

（注１）特別関係者である対象者は、対象者普通株式316株（発行済株式総数の1.16％）を所有しておりますが、自己株式である

ため議決権はございません。

（注２）上記の保有する株券等の数には、小規模所有者が保有する株券等に係る議決権の数25個が含まれております。なお、かか

る議決権の数は、前記「第１　公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」における「特別関

係者の所有株券等に係る議決権の数（平成22年10月28日現在）(g)」に含まれておりません。

 

（２）【公開買付者による株券等の所有状況】

  （平成22年10月28日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 5,704（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 5,704 － －

所有株券等の合計数 5,704 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －
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（３）【特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者合計）】

  （平成22年10月28日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 14,311（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 375 － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 14,686 － －

所有株券等の合計数 14,686 － －

（所有潜在株券等の合計数） （375） － －

（注１）特別関係者である対象者は、対象者普通株式316株（発行済株式総数の1.16％）を所有しておりますが、自己株式である

ため議決権はございません。

（注２）上記の保有する株券等の数には、小規模所有者が保有する株券等に係る議決権の数25個が含まれております。なお、かか

る議決権の数は、前記「第１　公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」における「特別関

係者の所有株券等に係る議決権の数（平成22年10月28日現在）(g)」に含まれておりません。

 

（４）【特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者ごとの内訳）】

①【特別関係者】

 （平成22年10月28日現在）

氏名又は名称 株式会社アイレップ

住所又は所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目１番１号

職業又は事業の内容 ＳＥＭサービス（リスティング広告、ＳＥＯ、Ｗｅｂ解析等）

連絡先
連絡者　　株式会社アイレップ
連絡先　　03-5464-3398
連絡場所　東京都渋谷区渋谷二丁目１番１号

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人

 

 （平成22年10月28日現在）

氏名又は名称 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ

住所又は所在地 東京都港区赤坂五丁目３番１号　赤坂Ｂｉｚタワー

職業又は事業の内容 総合メディア・コンテンツ事業

連絡先
連絡者　　博報堂ＤＹメディアパートナーズ
連絡先　　03-6441-9346
連絡場所　東京都港区赤坂五丁目３番１号　赤坂Ｂｉｚタワー

公開買付者との関係 公開買付者に対して特別資本関係を有する法人
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 （平成22年10月28日現在）

氏名又は名称 髙山　雅行

住所又は所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目１番１号（対象者所在地）

職業又は事業の内容 株式会社アイレップ　取締役会長（代表取締役）

連絡先
連絡者　　株式会社アイレップ
連絡先　　03-5464-3398
連絡場所　東京都渋谷区渋谷二丁目１番１号

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

 （平成22年10月28日現在）

氏名又は名称 紺野　俊介

住所又は所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目１番１号（対象者所在地）

職業又は事業の内容 株式会社アイレップ　取締役社長（代表取締役）

連絡先
連絡者　　株式会社アイレップ
連絡先　　03-5464-3398
連絡場所　東京都渋谷区渋谷二丁目１番１号

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

 （平成22年10月28日現在）

氏名又は名称 室井　智有

住所又は所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目１番１号（対象者所在地）

職業又は事業の内容 株式会社アイレップ　常務取締役

連絡先
連絡者　　株式会社アイレップ
連絡先　　03-5464-3398
連絡場所　東京都渋谷区渋谷二丁目１番１号

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

 （平成22年10月28日現在）

氏名又は名称 大塚　彰

住所又は所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目１番１号（対象者所在地）

職業又は事業の内容 株式会社アイレップ　常勤監査役

連絡先
連絡者　　株式会社アイレップ
連絡先　　03-5464-3398
連絡場所　東京都渋谷区渋谷二丁目１番１号

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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 （平成22年10月28日現在）

氏名又は名称 渡辺　隆広

住所又は所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目１番１号（対象者所在地）

職業又は事業の内容 株式会社アイレップ　取締役

連絡先
連絡者　　株式会社アイレップ
連絡先　　03-5464-3398
連絡場所　東京都渋谷区渋谷二丁目１番１号

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

 （平成22年10月28日現在）

氏名又は名称 永井　敦

住所又は所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目１番１号（対象者所在地）

職業又は事業の内容 株式会社アイレップ　取締役

連絡先
連絡者　　株式会社アイレップ
連絡先　　03-5464-3398
連絡場所　東京都渋谷区渋谷二丁目１番１号

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

②【所有株券等の数】

株式会社アイレップ （平成22年10月28日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 0（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 0 － －

所有株券等の合計数 0 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

（注）　特別関係者である対象者は、対象者普通株式316株（発行済株式総数の1.16％）を保有しておりますが、全て自己株式で

あるため、議決権はございません。
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株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ （平成22年10月28日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 1,275（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 1,275 － －

所有株券等の合計数 1,275 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

 

髙山　雅行 （平成22年10月28日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 12,881（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 12,881 － －

所有株券等の合計数 12,881 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

 

紺野　俊介 （平成22年10月28日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 50（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 175 － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 225 － －

所有株券等の合計数 225 － －

（所有潜在株券等の合計数） （175） － －
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室井　智有 （平成22年10月28日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 100（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 125 － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 225 － －

所有株券等の合計数 225 － －

（所有潜在株券等の合計数） （125） － －

 

大塚　彰 （平成22年10月28日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 5（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 － － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 5 － －

所有株券等の合計数 5 － －

（所有潜在株券等の合計数） （－） － －

（注１）大塚彰は、小規模所有者に該当いたしますので、大塚彰の所有株券等の合計数は、前記「第１　公開買付要項」の「５　買

付け等を行った後における株券等所有割合」における「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（平成22年10月28

日現在）(g)」に含まれておりません。

 

渡辺　隆広 （平成22年10月28日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 －（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 55 － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 55 － －

所有株券等の合計数 55 － －

（所有潜在株券等の合計数） （55） － －
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永井　敦 （平成22年10月28日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 －（個） －（個） －（個）

新株予約権証券 20 － －

新株予約権付社債券 － － －

株券等信託受益証券（　　　） － － －

株券等預託証券（　　　　　） － － －

合計 20 － －

所有株券等の合計数 20 － －

（所有潜在株券等の合計数） （20） － －

（注１）永井敦は、小規模所有者に該当いたしますので、永井敦の所有株券等の合計数は、前記「第１　公開買付要項」の「５　買

付け等を行った後における株券等所有割合」における「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（平成22年10月28

日現在）(g)」に含まれておりません。

 

２【株券等の取引状況】

（１）【届出日前60日間の取引状況】

　該当事項はありません。

 

３【当該株券等に関して締結されている重要な契約】

　当社は、本公開買付けに際し、平成22年10月27日付けで、対象者との間で本資本業務提携契約書を、髙山雅行氏との間で本合

意書をそれぞれ締結しております。

(1）本資本業務提携契約書

　本資本業務提携契約書の概要は以下のとおりです。

(ⅰ）業務提携

　当社及び対象者は、本公開買付けが成立し、対象者が当社の連結子会社に該当することとなったことを条件として、以

下に掲げる各施策を実施するものとする。なお、かかる各施策の具体的な内容、時期等の詳細については、当社及び対象

者が別途協議の上決定するものとする。但し、当社は、対象者の企業価値創造の源泉が対象者の経営における独立性とこ

れに裏付けられた対象者の役員及び従業員の自主独立性及び創造性にあることを理解し、対象者の経営における独立性

を尊重するものとする。

・レリバンシー・プラスを対象者の完全子会社としたうえで、事業シナジー追求や管理費用削減を行うことによる当社

グループ全体としての更なる経営効率化の推進

・当社が保有するインターネット広告テクノロジーと対象者が持つＳＥＭ関連テクノロジーの融合による新しいＳＥ

Ｍ周辺領域事業の開発

・対象者におけるＳＥＭ領域でのモバイル端末へのサービスやＳＥＭ領域の周辺領域であるクリエイティブ領域等の

強化、及び様々な広告周辺領域で事業を展開する当社グループ各社と対象者との共同事業の推進

・対象者による現状の「ＳＥＭ専業会社」から、その周辺領域やＳＭＭ、更には新デバイス等を含めたデジタル領域全

般のマーケティングサービスをワンストップで提供する「デジタルマーケティングエージェンシー」への移行

・海外進出を行う当社及び対象者の取引顧客に対して、当社のインターネット広告関連ソリューション及び対象者のＳ

ＥＭ関連ソリューションを提供する等、グローバル領域での協業の推進
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(ⅱ）その他の業務提携に係る合意

・既にレリバンシー・プラスで取り扱っているクライアント、及び総合広告会社との協議により、対象者と当該総合広

告会社が協業して攻略すると合意したクライアントについては、対象者が独自にアカウント獲得推進を行わない。但

し、何らの前提なしに対象者が総合広告会社と競合したクライアントについては、対象者が譲歩することを強制され

ない。

・当社は、対象者の既存及び新規クライアントの広告運用状況に関する機密情報を正当な事由なく対象者に開示要求し

ない。

 

(ⅲ）役員派遣等

・対象者は、本定時株主総会において、当社が指名する候補者４名（以下本(ⅲ)において「当社派遣取締役」という。）

を取締役として、当社指名の候補者１名を監査役として、それぞれ選任する議案を株主総会に上程する。

・対象者は、当社派遣取締役が対象者の取締役に就任するまでの間、株式又は新株予約権の発行・処分その他当社の対

象者に対する議決権割合又は持株割合を希釈化させるおそれのある行為（組織再編による場合を含む。）、及び対象

者の財務、事業、キャッシュフロー等に重大な悪影響を及ぼす行為をする場合には予め当社の同意を得なければなら

ない。但し、対象者の取締役としての善管注意義務及び忠実義務を履行するために必要な行為を行う場合には、当社の

同意を得ることは要しないが、事前に当社に当該行為の必要性等について説明を行うものとする。

・当社及び対象者は、本定時株主総会後の対象者の役員構成について、事前に誠実に協議するものとする。

 

(ⅳ）レリバンシー・プラス株式の譲渡

　当社及び対象者は、本公開買付けが成立することを条件として、本公開買付けの成立後速やかに、概要以下に掲げる条

件で、当社の保有するレリバンシー・プラスの株式の全部を対象者へ譲渡する契約を締結し、当該譲渡を実行する。

・譲渡価額：84,359,257円（平成22年９月30日時点の財務諸表に基づくレリバンシー・プラスの純資産額のうち当社

の保有するレリバンシー・プラスの持分割合51.0％に相当する額）

・実行日：平成23年１月１日（予定）

・同時履行：対象者による譲渡価額の支払と引換えに当社によるその保有するレリバンシー・プラス株式に係る株式

名義書換請求書の交付

 

(ⅴ）上場維持

　当社及び対象者は、対象者の株式が上場を維持できるよう誠実に努力するものとし、本公開買付けの結果、万一、対象者

の株式が上場廃止基準に抵触するおそれが生じた場合には、同社の株式の上場廃止を回避するための具体的な方策を誠

実に協議し、合意された方策を実行するものとする。なお、対象者が具体的かつ合理的な方策を提案したときには、当社

は当該提案に合理的範囲で最大限協力するものとする。

 

(ⅵ）対象者株式の譲渡

　当社が第三者に対してその保有する対象者の株式を譲渡する場合において、当該譲渡により対象者の業務に重大な悪

影響を及ぼす場合、当社は対象者と協議するものとする。

 

(ⅶ）契約の終了

・本資本業務提携契約書は、本公開買付けが成立しなかった場合（撤回された場合を含む。）には、当然に終了する。

・当社及び対象者は、本公開買付けの成立後、(あ)相手方に本資本業務提携契約書上の義務の重大な違反があり、相手方

に対する催告後30日以内に当該違反が解消されない場合、(い)相手方につき、破産手続、民事再生手続、会社更生手続、

特別清算その他これらに類する法的倒産手続の開始申立がなされた場合、(う)当社が本資本業務提携契約書に基づく

第三者に対する譲渡により対象者の議決権の30％に相当する株式を保有しなくなった場合には、相手方に対する書面

による通知により、本資本業務提携契約書を将来に向けて終了させることができる。
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(2）本合意書

　本合意書の概要は以下のとおりです。なお、本合意書において充足される必要のある前提条件はありません。

　以下の概要に記載のとおり、本合意書において、当社は、髙山雅行氏より、同氏が所有する対象者株式12,881株（株式所有

割合にして46.40％）の一部について本公開買付けに応募する旨の確約を得ておりますが、当該応募株式数は、本合意書に

基づき同氏が本公開買付けに応募することにより、同氏以外の株主様の応募数如何にかかわらず、可及的に応募株券等の

数が応募株券等の買付予定数の下限（8,337株（株式所有割合にして30.03％））を満たし本公開買付けが成立するよう、

公開買付期間の末日の正午時点の髙山雅行氏以外の株主様の応募数に応じて、4,212株から8,615株（株式所有割合にして

15.17％から31.03％）の範囲内において確定することとされております。なお、本合意書において、髙山雅行氏は、当社の

同意を得ない限り、かかる応募株式数の対象者株式の応募の他に、対象者の株券等を本公開買付けに応募してはならない

こととされておりますので、同氏が別途対象者株式を処分しない限り、本公開買付け終了時点の同氏の所有株式数は4,266

株から8,669株（株式所有割合にして15.37％から31.23％）となることが見込まれます。

(ⅰ）応募の合意

　髙山雅行氏は、当社に対し、公開買付期間（延長した場合も含みます。以下同じです。）の末日の14時までに、(あ)その

所有する対象者株式のうち、4,212株（以下本(ⅰ)において「最低応募株式数」といいます。株式所有割合にして

15.17％）を本公開買付けに応募すること、(い)但し、当社が公開買付代理人に確認した公開買付期間の末日の正午にお

ける本公開買付けに応募されている対象者株式数（髙山雅行氏により応募されている対象者株式数は除きます。以下本

(ⅰ)において「基準時応募株式数」といいます。）に最低応募株式数を加算した株式数が8,615株（以下本(ⅰ)におい

て「最大応募株式数」といいます。株式所有割合にして31.03％）に満たない場合は、最大応募株式数（8,615株）から

基準時応募株式数を控除した数の対象者株式を本公開買付けに応募することを確約する。

 

(ⅱ）不応募の合意

　髙山雅行氏は、(ⅰ)に基づき本公開買付けに応募する対象者株式を除き、当社の書面による事前の同意がない限り、対

象者の株券等を本公開買付けに応募してはならない。

 

(ⅲ）定時株主総会における議決権行使

　髙山雅行氏は、当社に対し、本定時株主総会における自らの議決権行使について、以下の事項を確約する。

・本資本業務提携契約書に基づき当社が指名する取締役候補者４名及び監査役候補者１名を対象者の取締役及び監査

役に選任する旨の議案に賛成の議決権行使を行うこと。

・対象者の剰余金の配当議案に関し、平成22年９月15日付「平成22年９月期期末配当予想の修正に関するお知らせ」に

より公表された１株当たり1,500円（但し、最終的な会社提案議案における金額が1,500円より小さい場合は当該金

額）を超える金額の剰余金の配当議案（修正動議によるものを含む。）には反対の議決権行使を行うこと。

 

(ⅳ）損害賠償

　本合意書の当事者が自己の責めに帰すべき事由により本合意書に定める義務に違反した場合、当該当事者は、かかる違

反に起因又は関連して相手方当事者が被った損害、損失又は費用（弁護士その他のアドバイザー費用を含む。）につい

て、相手方に対し賠償又は補償する。

 

４【届出書の提出日以後に株券等の買付け等を行う旨の契約】

　該当事項はありません。
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第４【公開買付者と対象者との取引等】
 

１【公開買付者と対象者又はその役員との間の取引の有無及び内容】

(1）合弁会社設立契約

　当社は、平成19年10月２日付で対象者との間で合弁会社の設立に関する基本合意書を締結し、平成19年12月に合弁会社を

設立いたしました。当該合弁会社の概要は以下のとおりです。

①　商号

株式会社レリバンシー・プラス

②　事業内容

広告会社向けリスティング広告・ＳＥＯ及びその周辺サービスの広告会社への提供

③　設立年月日

平成19年12月３日

④　資本金等

資本金１億円、資本準備金１億円

⑤　出資比率

当社51％、対象者49％

(2）対象者の株式取得及び業務提携に関する基本合意書締結

　当社は、平成21年６月24日付で、対象者の株式5,704株を髙山雅行氏から367,908,000円（１株当たり64,500円）で取得

し、対象者を当社の持分法適用会社とすること（当該株式の取得日は平成21年６月25日）、及び対象者との間で業務提携

に関する基本合意書を締結することといたしました。業務提携に関する基本合意の内容は以下のとおりです。

①　アフィリエイト広告事業に関する協業の実施

②　クリエイティブ領域やモバイル領域等、様々な広告周辺領域で事業を展開する当社グループ各社と対象者との共同

事業の検討・推進

③　当社の保有するアド・テクノロジーと対象者が持つＳＥＭ関連テクノロジーの融合による新しいＳＥＭ周辺領域事

業の開発・推進

(3）広告枠の販売

　当社は、対象者に対して、当社のインターネット広告枠の販売を行っております。当該広告枠販売の売上高は以下のとお

りです。

当社決算年月 売上高

平成19年11月（第11期） 35,300,603円

平成20年11月（第12期） 4,072,932円

平成21年11月（第13期） 25,844,775円

平成22年11月（第14期）（注） 55,363,292円

（注）　第14期については、平成21年12月から平成22年８月までの９ヶ月間の売上高を記載しています。
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２【公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容】

(1）対象者の賛同

　対象者プレスリリースによれば、対象者は、新規大口顧客の獲得、利益率の改善、今後需要が見込まれるモバイル・スマー

トフォンやグローバル案件等におけるＳＥＭ事業領域での新規事業拡大等の必要性を認識しており、そのような状況の中

で、当社の説明を受け、当社が対象者を連結子会社とし、より安定した資本関係を構築することで、両者のブランドと事業

領域、営業活動の独自性を保ち独立性を維持しつつ、健全な競争環境下において、当社グループのもつ顧客、経営基盤等を

対象者が当社グループの一員としての立場で活用することにより、さらなる事業規模の拡大、利益率の改善を図ることが

できると考えているとのことです。そして、対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けの成立を前提とした

安定した資本関係に基礎を置きつつ、本資本業務提携契約書を締結し、当社との間でより強固な提携関係を構築すること

が、対象者の企業価値ひいては株主共同の利益の向上に資すると判断し、本公開買付けに関する諸条件その他諸般の事情

について慎重に検討した上で、平成22年10月27日、審議及び決議に参加しなかった対象者代表取締役で大株主である髙山

雅行氏及び対象者社外取締役を兼務する当社代表取締役の矢嶋弘毅氏を除き、決議に参加した取締役全員一致により本公

開買付けに賛同する旨を決議しているとのことであり、また、いずれの監査役も、対象者取締役会が本公開買付けに賛同す

るとの意見を表明することに特に異議がない旨の意見を述べているとのことです。また、対象者プレスリリースによれば、

本公開買付けの後も大阪証券取引所のＪＡＳＤＡＱ市場において対象者株式の上場が維持されることを企図しているた

め、対象者の株主及び新株予約権者の皆様が本公開買付けに応募される否かについては、株主及び新株予約権者の皆様に

判断を委ねる旨も、あわせて決議しているとのことです。なお、対象者プレスリリースによれば、(あ)対象者代表取締役の

髙山雅行氏は、対象者の大株主であり、かつ、当社との間で保有する対象者株式の一部について本公開買付けに応募する旨

の合意をしており、対象者と利益が相反する可能性を否定できないため、取引の公正性に万全を期す意味から、本公開買付

けに係る意見表明に関する全ての審議及び決議には参加しておらず、さらに、(い)対象者社外取締役の矢嶋弘毅氏は、当社

の代表取締役を兼任しているため、利益相反の見地から、本公開買付けに係る意見表明に関する全ての審議及び決議に参

加していないとのことです。

 

(2）本公開買付けに係る重要な合意

　当社は、本公開買付けに際し、平成22年10月27日付けで、対象者との間で本資本業務提携契約書を、髙山雅行氏との間で本

合意書をそれぞれ締結しております。

①　本資本業務提携契約書

　本資本業務提携契約書の概要は以下のとおりです。

(ⅰ）業務提携

　当社及び対象者は、本公開買付けが成立し、対象者が当社の連結子会社に該当することとなったことを条件として、

以下に掲げる各施策を実施するものとする。なお、かかる各施策の具体的な内容、時期等の詳細については、当社及び

対象者が別途協議の上決定するものとする。但し、当社は、対象者の企業価値創造の源泉が対象者の経営における独立

性とこれに裏付けられた対象者の役員及び従業員の自主独立性及び創造性にあることを理解し、対象者の経営におけ

る独立性を尊重するものとする。

・レリバンシー・プラスを対象者の完全子会社としたうえで、事業シナジー追求や管理費用削減を行うことによる当

社グループ全体としての更なる経営効率化の推進

・当社が保有するインターネット広告テクノロジーと対象者が持つＳＥＭ関連テクノロジーの融合による新しいＳ

ＥＭ周辺領域事業の開発

・対象者におけるＳＥＭ領域でのモバイル端末へのサービスやＳＥＭ領域の周辺領域であるクリエイティブ領域等

の強化、及び様々な広告周辺領域で事業を展開する当社グループ各社と対象者との共同事業の推進

・対象者による現状の「ＳＥＭ専業会社」から、その周辺領域やＳＭＭ、更には新デバイス等を含めたデジタル領域

全般のマーケティングサービスをワンストップで提供する「デジタルマーケティングエージェンシー」への移行

・海外進出を行う当社及び対象者の取引顧客に対して、当社のインターネット広告関連ソリューション及び対象者の

ＳＥＭ関連ソリューションを提供する等、グローバル領域での協業の推進
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(ⅱ）その他の業務提携に係る合意

・既にレリバンシー・プラスで取り扱っているクライアント、及び総合広告会社との協議により、対象者と当該総合

広告会社が協業して攻略すると合意したクライアントについては、対象者が独自にアカウント獲得推進を行わな

い。但し、何らの前提なしに対象者が総合広告会社と競合したクライアントについては、対象者が譲歩することを強

制されない。

・当社は、対象者の既存及び新規クライアントの広告運用状況に関する機密情報を正当な事由なく対象者に開示要求

しない。

 

(ⅲ）役員派遣等

・対象者は、本定時株主総会において、当社が指名する候補者４名（以下本(ⅲ)において「当社派遣取締役」とい

う。）を取締役として、当社指名の候補者１名を監査役として、それぞれ選任する議案を株主総会に上程する。

・対象者は、当社派遣取締役が対象者の取締役に就任するまでの間、株式又は新株予約権の発行・処分その他当社の

対象者に対する議決権割合又は持株割合を希釈化させるおそれのある行為（組織再編による場合を含む。）、及び

対象者の財務、事業、キャッシュフロー等に重大な悪影響を及ぼす行為をする場合には予め当社の同意を得なけれ

ばならない。但し、対象者の取締役としての善管注意義務及び忠実義務を履行するために必要な行為を行う場合に

は、当社の同意を得ることは要しないが、事前に当社に当該行為の必要性等について説明を行うものとする。

・当社及び対象者は、本定時株主総会後の対象者の役員構成について、事前に誠実に協議するものとする。

 

(ⅳ）レリバンシー・プラス株式の譲渡

　当社及び対象者は、本公開買付けが成立することを条件として、本公開買付けの成立後速やかに、概要以下に掲げる

条件で、当社の保有するレリバンシー・プラスの株式の全部を対象者へ譲渡する契約を締結し、当該譲渡を実行する。

・譲渡価額：84,359,257円（平成22年９月30日時点の財務諸表に基づくレリバンシー・プラスの純資産額のうち当

社の保有するレリバンシー・プラスの持分割合51.0％に相当する額）

・実行日：平成23年１月１日（予定）

・同時履行：対象者による譲渡価額の支払と引換えに当社によるその保有するレリバンシー・プラス株式に係る株

式名義書換請求書の交付

 

(ⅴ）上場維持

　当社及び対象者は、対象者の株式が上場を維持できるよう誠実に努力するものとし、本公開買付けの結果、万一、対象

者の株式が上場廃止基準に抵触するおそれが生じた場合には、同社の株式の上場廃止を回避するための具体的な方策

を誠実に協議し、合意された方策を実行するものとする。なお、対象者が具体的かつ合理的な方策を提案したときに

は、当社は当該提案に合理的範囲で最大限協力するものとする。

 

(ⅵ）対象者株式の譲渡

　当社が第三者に対してその保有する対象者の株式を譲渡する場合において、当該譲渡により対象者の業務に重大な

悪影響を及ぼす場合、当社は対象者と協議するものとする。

 

(ⅶ）契約の終了

・本資本業務提携契約書は、本公開買付けが成立しなかった場合（撤回された場合を含む。）には、当然に終了する。

・当社及び対象者は、本公開買付けの成立後、(あ)相手方に本資本業務提携契約書上の義務の重大な違反があり、相手

方に対する催告後30日以内に当該違反が解消されない場合、(い)相手方につき、破産手続、民事再生手続、会社更生

手続、特別清算その他これらに類する法的倒産手続の開始申立がなされた場合、(う)当社が本資本業務提携契約書

に基づく第三者に対する譲渡により対象者の議決権の30％に相当する株式を保有しなくなった場合には、相手方に

対する書面による通知により、本資本業務提携契約書を将来に向けて終了させることができる。
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②　本合意書

　本合意書の概要は以下のとおりです。なお、本合意書において充足される必要のある前提条件はありません。

　以下の概要に記載のとおり、本合意書において、当社は、髙山雅行氏より、同氏が所有する対象者株式12,881株（株式所

有割合にして46.40％）の一部について本公開買付けに応募する旨の確約を得ておりますが、当該応募株式数は、本合意

書に基づき同氏が本公開買付けに応募することにより、同氏以外の株主様の応募数如何にかかわらず、可及的に応募株

券等の数が応募株券等の買付予定数の下限（8,337株（株式所有割合にして30.03％））を満たし本公開買付けが成立

するよう、公開買付期間の末日の正午時点の髙山雅行氏以外の株主様の応募数に応じて、4,212株から8,615株（株式所

有割合にして15.17％から31.03％）の範囲内において確定することとされております。なお、本合意書において、髙山雅

行氏は、当社の同意を得ない限り、かかる応募株式数の対象者株式の応募の他に、対象者の株券等を本公開買付けに応募

してはならないこととされておりますので、同氏が別途対象者株式を処分しない限り、本公開買付け終了時点の同氏の

所有株式数は4,266株から8,669株（株式所有割合にして15.37％から31.23％）となることが見込まれます。

(ⅰ）応募の合意

　髙山雅行氏は、当社に対し、公開買付期間（延長した場合も含みます。以下同じです。）の末日の14時までに、(あ)そ

の所有する対象者株式のうち、4,212株（以下本(ⅰ)において「最低応募株式数」といいます。株式所有割合にして

15.17％）を本公開買付けに応募すること、(い)但し、当社が公開買付代理人に確認した公開買付期間の末日の正午に

おける本公開買付けに応募されている対象者株式数（髙山雅行氏により応募されている対象者株式数は除きます。以

下本(ⅰ)において「基準時応募株式数」といいます。）に最低応募株式数を加算した株式数が8,615株（以下本(ⅰ)

において「最大応募株式数」といいます。株式所有割合にして31.03％）に満たない場合は、最大応募株式数（8,615

株）から基準時応募株式数を控除した数の対象者株式を本公開買付けに応募することを確約する。

 

(ⅱ）不応募の合意

　髙山雅行氏は、(ⅰ)に基づき本公開買付けに応募する対象者株式を除き、当社の書面による事前の同意がない限り、

対象者の株券等を本公開買付けに応募してはならない。

 

(ⅲ）定時株主総会における議決権行使

　髙山雅行氏は、当社に対し、本定時株主総会における自らの議決権行使について、以下の事項を確約する。

・本資本業務提携契約書に基づき当社が指名する取締役候補者４名及び監査役候補者１名を対象者の取締役及び監

査役に選任する旨の議案に賛成の議決権行使を行うこと。

・対象者の剰余金の配当議案に関し、平成22年９月15日付「平成22年９月期期末配当予想の修正に関するお知らせ」

により公表された１株当たり1,500円（但し、最終的な会社提案議案における金額が1,500円より小さい場合は当該

金額）を超える金額の剰余金の配当議案（修正動議によるものを含む。）には反対の議決権行使を行うこと。

 

(ⅳ）損害賠償

　本合意書の当事者が自己の責めに帰すべき事由により本合意書に定める義務に違反した場合、当該当事者は、かかる

違反に起因又は関連して相手方当事者が被った損害、損失又は費用（弁護士その他のアドバイザー費用を含む。）に

ついて、相手方に対し賠償又は補償する。
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第５【対象者の状況】
 

１【最近３年間の損益状況等】

（１）【損益の状況】

決算年月
平成19年９月期
（第10期）

平成20年９月期
（第11期）

平成21年９月期
（第12期）

売上高（千円） 8,376,627 10,114,396 9,247,755

売上原価（千円） 6,850,881 8,466,134 7,731,117

販売費及び一般管理費（千円） 1,060,641 1,181,982 1,407,728

営業外収益（千円） 2,286 7,594 10,956

営業外費用（千円） 28,992 2,679 2,082

当期純利益（当期純損失）
（千円）

237,410 262,814 14,426

 

決算年月
平成22年９月期
（第13期）

第３四半期連結累計期間
  

売上高（千円） 8,340,067   

売上原価（千円） 6,988,246   

販売費及び一般管理費（千円） 1,053,546   

営業外収益（千円） 7,966   

営業外費用（千円） 6,550   

四半期純利益（四半期純損失）
（千円）

122,513   

（注１）売上高には消費税等は含めておりません。

（注２）上記（注１を含みます。）は、対象者の第10期有価証券報告書（平成19年12月25日付提出）、第11期有価証券報告書（平

成20年12月22日付提出）及び第12期有価証券報告書（平成21年12月21日付提出）、並びに対象者の第13期第３四半期報

告書（平成22年８月13日付提出）に基づき作成しております。

（注３）平成22年９月期（第13期）第３四半期については、対象者の第13期第３四半期報告書（平成22年８月13日付提出）に記

載された第３四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書に基づき作成しております。
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（２）【１株当たりの状況】

決算年月
平成19年９月期
（第10期）

平成20年９月期
（第11期）

平成21年９月期
（第12期）

１株当たり当期純損益（円） 8,946.96 9,715.76 537.06

１株当たり配当額（円） － 1,500 500

１株当たり純資産額（円） 59,689.90 68,439.67 67,214.96

 

決算年月
平成22年９月期
（第13期）

第３四半期連結累計期間
  

１株当たり四半期純損益（円） 4,545.80   

１株当たり配当額（円） －   

１株当たり純資産額（円） 71,282.24   

（注１）対象者の第10期有価証券報告書（平成19年12月25日付提出）、第11期有価証券報告書（平成20年12月22日付提出）及び

第12期有価証券報告書（平成21年12月21日付提出）に基づき作成しております。

（注２）平成22年９月期（第13期）第３四半期については、「１株当たり純資産額」を除き対象者の第13期第３四半期報告書

（平成22年８月13日付提出）に記載された第３四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に基づき作成しております。

なお、かかる「１株当たり純資産額」については、同四半期報告書に記載された第13期四半期連結会計年度末（平成22

年６月30日）時点の１株当たりの純資産額を記載しております。

 

２【株価の状況】

金融商品取引所名
又は認可金融商品
取引業協会名

株式会社大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱグロース）

月別 平成22年４月 平成22年５月 平成22年６月 平成22年７月 平成22年８月 平成22年９月 平成22年10月

最高株価（円） 115,900 111,000 94,300 76,200 79,400 82,400 79,000

最低株価（円） 93,500 66,400 64,100 59,400 61,100 61,500 66,800

（注１）平成22年10月については、平成22年10月27日までの株価です。

（注２）平成22年10月12日付で、大阪証券取引所がＪＡＳＤＡＱ市場を新たに開設したことに伴い、ヘラクレス（グロース）市

場に上場していた対象者は、ＪＡＳＤＡＱグロース市場に上場しているものとみなされることとなりました。

 

３【株主の状況】

（１）【所有者別の状況】

       平成21年９月30日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数１株）

単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 5 8 9 3 1 888 914 －

所有株式数
（株）

－ 2,877 161 7,009 80 2 17,09627,225 －

所有株式数の
割合（％）

－ 10.57 0.59 25.74 0.29 0.01 62.80 100.00 －

（注１）自己株式316株は、「個人その他」に含めて記載しております。

（注２）上記（注１を含みます。）は、対象者の第12期有価証券報告書（平成21年12月21日付提出）に基づき作成しております。
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（２）【大株主及び役員の所有株式の数】

①【大株主】

  平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所又は所在地
所有株式数
（株）

発行済株式の総数
に対する所有株式
数の割合（％）

髙山　雅行 東京都渋谷区 12,881 47.31

デジタル・アドバタイジング
・コンソーシアム株式会社

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号
ＹＧＰタワー

5,704 20.95

日本マスタートラスト信託銀
行株式会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番３号 1,825 6.70

株式会社博報堂ＤＹメディア
パートナーズ

東京都港区赤坂五丁目３番１号
赤坂Ｂｉｚタワー

1,275 4.68

日興シティ信託銀行株式会社
（投信口）

東京都品川区東品川二丁目３番14号
シティグループセンター

432 1.58

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 390 1.43

株式会社アイレップ
東京都渋谷区渋谷二丁目１番１号
青山東急ビル７階

316 1.16

菊谷　友志 神奈川県海老名市 268 0.98

大阪証券金融株式会社 大阪市中央区北浜二丁目４番６号 197 0.72

水元　公仁 東京都新宿区 155 0.56

計 － 23,443 86.10

（注１）平成20年９月期（第11期）末現在主要株主でなかったデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社は、平成

21年９月期（第12期）末では主要株主となっております。

（注２）上記（注１を含みます。）は、対象者の第12期有価証券報告書（平成21年12月21日付提出）に基づき作成しております。

（注３）対象者は、平成22年５月14日付で第13期第２四半期報告書を提出しております。当該第２四半期報告書によれば、対象者

の平成22年３月31日現在の大株主は以下のとおりです。
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  平成22年３月31日現在

氏名又は名称 住所又は所在地
所有株式数
（株）

発行済株式の総数
に対する所有株式
数の割合（％）

髙山　雅行 東京都渋谷区 12,881 47.24

デジタル・アドバタイジング
・コンソーシアム㈱

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号
ＹＧＰタワー

5,704 20.92

日本マスタートラスト信託銀
行㈱（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番３号 1,845 6.77

㈱博報堂ＤＹメディアパート
ナーズ

東京都港区赤坂五丁目３番１号
赤坂Ｂｉｚタワー

1,275 4.68

日本トラスティ・サービス信
託銀行㈱（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 500 1.83

ＮＣＴ信託銀行㈱（投信口）
東京都品川区東品川二丁目３番14号
シティグループセンタービル

432 1.58

大阪証券金融㈱ 大阪市中央区北浜二丁目４番６号 328 1.20

㈱アイレップ 東京都渋谷区渋谷二丁目１番１号 316 1.16

菊谷　友志 神奈川県海老名市 270 0.99

水元　公仁 東京都新宿区 233 0.85

計 － 23,784 87.22

（注４）対象者は、平成22年８月13日付で第13期第３四半期報告書を提出しております。当該第３四半期報告書によれば、対象者

は、第13期第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握していません。
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②【役員】

   平成21年12月21日現在

氏名 役名 職名
所有株式数
（株）

発行済株式の総数
に対する所有株式
数の割合（％）

髙山　雅行
取締役会長
（代表取締役）

新規事業開発室長 12,881 47.24

紺野　俊介
取締役社長
（代表取締役）

サービスマネジメント本部長 50 0.18

室井　智有 常務取締役 管理本部長 100 0.37

渡辺　隆広 取締役 ＳＥＭ総合研究所所長 0 0

永井　敦 取締役 経営企画本部長 0 0

矢嶋　弘毅 取締役  0 0

大塚　彰 常勤監査役  5 0.02

星野　克美 監査役  0 0

大武　正史 監査役  0 0

計 － － 13,036 47.80

（注１）監査役大塚彰、星野克美及び大武正史は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

（注２）取締役矢嶋弘毅は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

（注３）上記（注１、注２を含みますが、発行済株式の総数に対する所有株式数の割合を除きます。）は、対象者の第12期有価証

券報告書（平成21年12月21日付提出）に基づき作成しております。

（注４）発行済株式の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

（注５）対象者は、平成22年８月13日付で第13期第３四半期報告書を提出しております。当該第３四半期報告書によれば、第12期

有価証券報告書提出日（平成21年12月21日）後、第13期第３四半期報告書提出日（平成22年８月13日）までにおいて役

員の異動はありません。

 

４【その他】

　対象者は、平成22年10月27日付で、本公開買付けの成立を条件として、当社が保有するレリバンシー・プラスの株式を譲受

け同社を対象者の完全子会社とすることに関して、「株式会社レリバンシー・プラスの株式取得（完全子会社化）に関する

お知らせ」を公表しております。
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